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公布された条例のあらまし 
 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育長の期末手当の支給割合を年間０．１０月分引き上

げることとした。 

ア 平成２８年１２月支給の期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

１２月 １．６５月分 １．７５月分 

 

イ 平成２９年度からの期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

６月 １．５０月分 １．５５月分 

１２月 １．７５月分 １．７０月分 

合計 ３．２５月分 ３．２５月分 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、平成２８年１２月１日から適用することとした。ただし、

１のイの改正については、平成２９年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、本給、扶養手当及び勤勉手当の支給割

合等について、次のとおり改正することとした。 

⑴ 本給の改正 

 世代間の給与配分の観点から、若年層に重点を置きながら給料表の給料月額を増額改定する

こととした（改定率 平均０．１９％）。 

⑵ 扶養手当の改正 

 扶養手当額について、次のとおりとすることとした。 
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現 行 平成２９年度 

平成３０年度 
以降 

配偶者 13,000円 10,000円 6,500円 

子 6,500円 8,000円 10,000円 

配偶者及び子以外 6,500円 6,500円 6,500円 

職員に配偶者が 
ない場合の１人 
目の扶養親族 

子 11,000円 10,000円 10,000円 

子以外 11,000円 9,000円 6,500円 

 

⑶ 期末、勤勉手当の支給割合の改正 

ア 平成２８年１２月支給の勤勉手当の支給割合を０．１月分（再任用職員は、０．０５月

分）引き上げて、次のとおりとすることとした。 

 現 行 改正案 増 減 

（一般職員） 100分の80 100分の90 100分の10 

（幹部職員） 100分の100 100分の110 100分の10 

（再任用一般職員） 100分の37.5 100分の42.5 100分の5 

（再任用幹部職員） 100分の47.5 100分の52.5 100分の5 

 

イ 平成２９年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 ６月期 １２月期 計 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の122.5 100分の137.5 100分の260 

（幹部職員） 100分の102.5 100分の117.5 100分の220 

（再任用一般職員） 100分の65 100分の80 100分の145 

（再任用幹部職員） 100分の55 100分の70 100分の125 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の85 100分の85 100分の170 

（幹部職員） 100分の105 100分の105 100分の210 

（再任用一般職員） 100分の40 100分の40 100分の80 

（再任用幹部職員） 100分の50 100分の50 100分の100 

合 計    

（一般職員） 100分の207.5 100分の222.5 100分の430 

（幹部職員） 100分の207.5 100分の222.5 100分の430 

（再任用一般職員） 100分の105 100分の120 100分の225 

（再任用幹部職員） 100分の105 100分の120 100分の225 
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２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

４ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２８年１２月１日から適用することとした。

ただし、１の⑴の改正については、平成２８

年４月１日から、１の⑵及び１の⑶のイの改

正については、平成２９年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２９年１月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市税条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１ 所得税法等の一部改正に伴い、次のとおり

亀岡市税条例の一部を改正することとした。 

⑴ 特例適用利子等及び特例適用配当等につ

いて、他の所得と区分して１００分の３の

税率を乗じて計算した金額に相当する個人

の市民税の所得割を課す特例を定めること

とした。 

⑵ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２９年１月１日から施行

し、同日以後に支払を受けるべき特例適用利

子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税

について適用することとした。 

 

 

 

亀岡市立義務教育学校設置条例要

綱 

 

１ 学校教育法等の一部を改正する法律におけ

る学校教育法の一部改正に伴い、学校教育制

度の多様化及び弾力化を図るため、小中一貫

教育の実施を目的とする義務教育学校の制度

が創設されたことから、亀岡市立川東小学校

及び亀岡市立高田中学校の設置に代えて、義

務教育学校として亀岡市立亀岡川東学園を設

置することとした。 

 

２ この条例は、平成２９年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

学校教育法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例要綱 

 

１ 学校教育法等の一部を改正する法律の施行

における学校教育法の一部改正に伴い、関係

する条例について次のとおり改正することと

した。 

⑴ 学校の種類として、小学校及び中学校に

加え、新たに義務教育学校を追加すること

とした。 

⑵ その他所要の規定整備を図ることとした。 
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２ この条例は、平成２９年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市農業委員会の委員等に関す

る条例要綱 

 

１ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法

律における農業委員会等に関する法律の一部

改正に伴い、亀岡市農業委員会に関する必要

な事項を次のとおり制定することとした。 

⑴ 亀岡市農業委員会委員（以下「農業委

員」という。）の選出方法を公選制から任

命制に改めることとした。 

⑵ 農地利用最適化推進委員（以下「推進委

員」という。）を新たに設置することとし

た。 

⑶ 農業委員及び推進委員の定数を定めるこ

ととした。 

⑷ 農業委員の候補者の選定に関し、亀岡市

農業委員会選定委員会を設置することとし

た。 

 

２ この条例の施行に関し、所要の規定整備を

図ることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。ただし、第２条、第３条及び附則第２

項の規定は、平成２９年７月２０日から施行

することとした。 

亀岡市都市計画法に基づく開発許

可等の基準に関する条例要綱 

 

１ 開発行為に関する許可事務が京都府から権

限移譲されることに伴い、地域特性に応じた

まちづくりを推進するため、開発許可等の基

準について規定することとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２９年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市宅地開発等に関する条例要

綱 

 

１ 開発行為に関する許可事務が京都府から権

限移譲されることに伴い、開発行為等に関す

る手続きや基準等について規定することとし

た。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２９年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市手数料徴収条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ 開発行為に関する許可事務が京都府から権

限移譲されることに伴い、その手数料に係る

所要の規定を追加することとした。 
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２ この条例は、平成２９年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条

例要綱 

 

１ 都市機能の維持及び安全で快適な生活環境

の保全を図るため、市が設置する駅前送迎用

スペースの管理に関する基準を定めることと

した。 

 

２ この条例は、平成２９年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市上下水道部の企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例要綱 

 

１ 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ 臨時・緊急にやむを得ず行う平日深夜勤務

に対して管理職員特別勤務手当を支給するこ

ととした。 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例は、公布の日から施行することと

した。ただし、１の改正については、平成 

２９年１月１日から、３の改正については、

平成２９年４月１日から施行することとした。 

亀岡市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例

要綱 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、次

のとおり改正することとした。 

 

１ ３回を上限として介護休暇を分割して取得

可能とすることとした。 

 

２ 連続する３年の期間内において、介護のた

め１日につき２時間の範囲内で勤務しないこ

とができることとした。 

 

３ 関係条例の改正及びその他所要の規定整備

を図ることとした。 

 

４ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

５ この条例は、平成２９年１月１日から施行

することとした。 

 

 

 

職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例要綱 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、次

のとおり改正することとした。 

 

１ 非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和す

ることとした。 
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２ 育児休業の対象となる子の範囲に、特別養

子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に

委託されている子等を新たに加えることとし

た。 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例は、平成２９年１月１日から施行

することとした。 

 

条 例 
 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３５号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１６５」を

「１００分の１７５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１５０」を

「１００分の１５５」に、「１００分の  

１７５」を「１００分の１７０」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２８年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２９年４月１日から施行

する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正前の特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の規定に基づい

て、平成２８年１２月１日からこの条例の施
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行の日の前日までの間に支払われた給与は、

この条例による改正後の特別職の職員で常勤

のものの給与に関する条例の規定による給与

の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３６号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２１条第２項中「掲げる額」を「定める

額」に改め、同項第１号中「１００分の  

８０」を「１００分の９０」に、「１００分

の１００」を「１００分の１１０」に改め、

同項第２号中「１００分の３７．５」を 

「１００分の４２．５」に、「１００分の 

４７．５」を「１００分の５２．５」に改め

る。 

 附則第８項中「１００分の１．２」を 

「１００分の１．３５」に、「１００分の 

１．５」を「１００分の１．６５」に、  

「１００分の８０」を「１００分の９０」に、

「１００分の１００」を「１００分の   

１１０」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 
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別
表
第

１
（
第

４
条

関
係

）
 

行
 

政
 

職
 

給
 

料
 
表

 

職
員

の
 

区
 

分
 

 
職

務
 

 
の

級
 

 号
給
 

1
級

 
2
級

 
3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

給
料
月

額
 

給
料
月

額
 
給

料
月

額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額

給
料

月
額

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
1
 

円
1
4
1
,
6
0
0 

円
1
9
1
,
7
0
0 

円
2
2
7
,9

0
0 

円
2
6
1
,1

0
0 

円
2
8
7
,1

0
0 

円
3
1
7
,7

0
0

円
3
6
1
,8

0
0

2
 

1
4
2
,
7
0
0 

1
9
3
,
5
0
0 

2
2
9
,5

0
0 

2
6
3
,0

0
0 

2
8
9
,3

0
0 

3
1
9
,9

0
0

3
6
4
,4

0
0

3
 

1
4
3
,
9
0
0 

1
9
5
,
3
0
0 

2
3
1
,0

0
0 

2
6
4
,8

0
0 

2
9
1
,6

0
0 

3
2
2
,2

0
0

3
6
6
,9

0
0

4
 

1
4
5
,
0
0
0 

1
9
7
,
1
0
0 

2
3
2
,6

0
0 

2
6
6
,9

0
0 

2
9
3
,7

0
0 

3
2
4
,4

0
0

3
6
9
,5

0
0

5
 

1
4
6
,
1
0
0 

1
9
8
,
7
0
0 

2
3
4
,1

0
0 

2
6
8
,7

0
0 

2
9
5
,7

0
0 

3
2
6
,6

0
0

3
7
1
,5

0
0

6
 

1
4
7
,
2
0
0 

2
0
0
,
5
0
0 

2
3
5
,8

0
0 

2
7
0
,6

0
0 

2
9
8
,0

0
0 

3
2
8
,6

0
0

3
7
4
,0

0
0

7
 

1
4
8
,
3
0
0 

2
0
2
,
3
0
0 

2
3
7
,3

0
0 

2
7
2
,5

0
0 

3
0
0
,3

0
0 

3
3
0
,8

0
0

3
7
6
,3

0
0

8
 

1
4
9
,
4
0
0 

2
0
4
,
1
0
0 

2
3
8
,9

0
0 

2
7
4
,6

0
0 

3
0
2
,5

0
0 

3
3
3
,0

0
0

3
7
8
,8

0
0

9
 

1
5
0
,
5
0
0 

2
0
5
,
8
0
0 

2
4
0
,3

0
0 

2
7
6
,7

0
0 

3
0
4
,6

0
0 

3
3
5
,1

0
0

3
8
1
,3

0
0

1
0
 

1
5
1
,
9
0
0 

2
0
7
,
6
0
0 

2
4
1
,8

0
0 

2
7
8
,7

0
0 

3
0
6
,9

0
0 

3
3
7
,3

0
0

3
8
4
,0

0
0

1
1
 

1
5
3
,
2
0
0 

2
0
9
,
4
0
0 

2
4
3
,4

0
0 

2
8
0
,8

0
0 

3
0
9
,1

0
0 

3
3
9
,4

0
0

3
8
6
,6

0
0

1
2
 

1
5
4
,
5
0
0 

2
1
1
,
2
0
0 

2
4
4
,8

0
0 

2
8
2
,8

0
0 

3
1
1
,4

0
0 

3
4
1
,6

0
0

3
8
9
,3

0
0

1
3
 

1
5
5
,
8
0
0 

2
1
2
,
6
0
0 

2
4
6
,3

0
0 

2
8
4
,8

0
0 

3
1
3
,5

0
0 

3
4
3
,5

0
0

3
9
1
,7

0
0

1
4
 

1
5
7
,
3
0
0 

2
1
4
,
4
0
0 

2
4
7
,8

0
0 

2
8
6
,9

0
0 

3
1
5
,6

0
0 

3
4
5
,5

0
0

3
9
4
,0

0
0

1
5
 

1
5
8
,
8
0
0 

2
1
6
,
1
0
0 

2
4
9
,1

0
0 

2
8
8
,9

0
0 

3
1
7
,8

0
0 

3
4
7
,6

0
0

3
9
6
,2

0
0

1
6
 

1
6
0
,
4
0
0 

2
1
7
,
9
0
0 

2
5
0
,5

0
0 

2
9
0
,9

0
0 

3
1
9
,9

0
0 

3
4
9
,6

0
0

3
9
8
,6

0
0

1
7
 

1
6
1
,
7
0
0 

2
1
9
,
6
0
0 

2
5
2
,0

0
0 

2
9
2
,9

0
0 

3
2
2
,0

0
0 

3
5
1
,4

0
0

4
0
0
,4

0
0

1
8
 

1
6
3
,
2
0
0 

2
2
1
,
3
0
0 

2
5
3
,7

0
0 

2
9
4
,9

0
0 

3
2
4
,0

0
0 

3
5
3
,4

0
0

4
0
2
,4

0
0

1
9
 

1
6
4
,
7
0
0 

2
2
2
,
9
0
0 

2
5
5
,4

0
0 

2
9
7
,0

0
0 

3
2
6
,1

0
0 

3
5
5
,2

0
0

4
0
4
,3

0
0

2
0
 

1
6
6
,
2
0
0 

2
2
4
,
5
0
0 

2
5
7
,2

0
0 

2
9
9
,0

0
0 

3
2
8
,1

0
0 

3
5
7
,1

0
0

4
0
6
,1

0
0

2
1
 

1
6
7
,
6
0
0 

2
2
6
,
0
0
0 

2
5
8
,8

0
0 

3
0
1
,0

0
0 

3
3
0
,0

0
0 

3
5
9
,1

0
0

4
0
8
,0

0
0

2
2
 

1
7
0
,
3
0
0 

2
2
7
,
7
0
0 

2
6
0
,6

0
0 

3
0
3
,1

0
0 

3
3
2
,1

0
0 

3
6
1
,0

0
0

4
0
9
,8

0
0

2
3
 

1
7
2
,
9
0
0 

2
2
9
,
3
0
0 

2
6
2
,3

0
0 

3
0
5
,1

0
0 

3
3
4
,1

0
0 

3
6
3
,0

0
0

4
1
1
,6

0
0

2
4
 

1
7
5
,
5
0
0 

2
3
0
,
9
0
0 

2
6
4
,0

0
0 

3
0
7
,2

0
0 

3
3
6
,2

0
0 

3
6
4
,9

0
0

4
1
3
,5

0
0

2
5
 

1
7
8
,
2
0
0 

2
3
2
,
2
0
0 

2
6
6
,0

0
0 

3
0
9
,0

0
0 

3
3
7
,7

0
0 

3
6
6
,9

0
0

4
1
5
,3

0
0

 

2
6
 

1
7
9
,
9
0
0 

2
3
3
,
7
0
0 

2
6
7
,9

0
0 

3
1
1
,1

0
0 

3
3
9
,6

0
0 

3
6
8
,8

0
0

4
1
6
,8

0
0

2
7
 

1
8
1
,
6
0
0 

2
3
5
,
1
0
0 

2
6
9
,7

0
0 

3
1
3
,2

0
0 

3
4
1
,5

0
0 

3
7
0
,8

0
0

4
1
8
,3

0
0

2
8
 

1
8
3
,
3
0
0 

2
3
6
,
4
0
0 

2
7
1
,5

0
0 

3
1
5
,2

0
0 

3
4
3
,4

0
0 

3
7
2
,8

0
0

4
1
9
,9

0
0

2
9
 

1
8
4
,
8
0
0 

2
3
7
,
7
0
0 

2
7
3
,2

0
0 

3
1
7
,1

0
0 

3
4
5
,1

0
0 

3
7
4
,3

0
0

4
2
1
,5

0
0

 

 

3
0
 

1
8
6
,6

0
0 

2
3
8
,9

0
0 

2
7
5
,1
0
0 

3
1
9
,1
0
0 

3
4
7
,0
0
0 

3
7
6
,
1
0
0

4
2
2
,
8
0
0

3
1
 

1
8
8
,4

0
0 

2
3
9
,9

0
0 

2
7
7
,0
0
0 

3
2
1
,2
0
0 

3
4
8
,9
0
0 

3
7
7
,
9
0
0

4
2
4
,
1
0
0

3
2
 

1
9
0
,1

0
0 

2
4
1
,1

0
0 

2
7
8
,7
0
0 

3
2
3
,3
0
0 

3
5
0
,7
0
0 

3
7
9
,
5
0
0

4
2
5
,
3
0
0

3
3
 

1
9
1
,7

0
0 

2
4
2
,4

0
0 

2
8
0
,4
0
0 

3
2
4
,7
0
0 

3
5
2
,6
0
0 

3
8
1
,
3
0
0

4
2
6
,
5
0
0

3
4
 

1
9
3
,2

0
0 

2
4
3
,6

0
0 

2
8
2
,3
0
0 

3
2
6
,7
0
0 

3
5
4
,4
0
0 

3
8
2
,
7
0
0

4
2
7
,
8
0
0

3
5
 

1
9
4
,7

0
0 

2
4
4
,8

0
0 

2
8
4
,1
0
0 

3
2
8
,6
0
0 

3
5
6
,2
0
0 

3
8
4
,
2
0
0

4
2
9
,
1
0
0

3
6
 

1
9
6
,2

0
0 

2
4
6
,1

0
0 

2
8
6
,0
0
0 

3
3
0
,7
0
0 

3
5
7
,9
0
0 

3
8
5
,
8
0
0

4
3
0
,
3
0
0

3
7
 

1
9
7
,5

0
0 

2
4
7
,0

0
0 

2
8
7
,6
0
0 

3
3
2
,6
0
0 

3
5
9
,3
0
0 

3
8
7
,
2
0
0

4
3
1
,
5
0
0

3
8
 

1
9
8
,8

0
0 

2
4
8
,4

0
0 

2
8
9
,3
0
0 

3
3
4
,5
0
0 

3
6
0
,6
0
0 

3
8
8
,
4
0
0

4
3
2
,
3
0
0

3
9
 

2
0
0
,1

0
0 

2
4
9
,8

0
0 

2
9
1
,1
0
0 

3
3
6
,5
0
0 

3
6
2
,0
0
0 

3
8
9
,
6
0
0

4
3
3
,
1
0
0

4
0
 

2
0
1
,4

0
0 

2
5
1
,3

0
0 

2
9
2
,9
0
0 

3
3
8
,4
0
0 

3
6
3
,4
0
0 

3
9
0
,
7
0
0

4
3
3
,
9
0
0

4
1
 

2
0
2
,7

0
0 

2
5
2
,7

0
0 

2
9
4
,6
0
0 

3
4
0
,3
0
0 

3
6
4
,7
0
0 

3
9
1
,
8
0
0

4
3
4
,
5
0
0

4
2
 

2
0
4
,0

0
0 

2
5
4
,1

0
0 

2
9
6
,3
0
0 

3
4
2
,2
0
0 

3
6
5
,6
0
0 

3
9
3
,
0
0
0

4
3
5
,
2
0
0

4
3
 

2
0
5
,3

0
0 

2
5
5
,5

0
0 

2
9
7
,9
0
0 

3
4
4
,0
0
0 

3
6
6
,7
0
0 

3
9
4
,
2
0
0

4
3
5
,
9
0
0

4
4
 

2
0
6
,6

0
0 

2
5
6
,8

0
0 

2
9
9
,5
0
0 

3
4
5
,9
0
0 

3
6
7
,8
0
0 

3
9
5
,
3
0
0

4
3
6
,
6
0
0

4
5
 

2
0
7
,8

0
0 

2
5
8
,0

0
0 

3
0
1
,2
0
0 

3
4
7
,4
0
0 

3
6
8
,6
0
0 

3
9
6
,
0
0
0

4
3
7
,
4
0
0

4
6
 

2
0
9
,1

0
0 

2
5
9
,3

0
0 

3
0
2
,9
0
0 

3
4
8
,8
0
0 

3
6
9
,5
0
0 

3
9
6
,
7
0
0

4
3
8
,
2
0
0

4
7
 

2
1
0
,4

0
0 

2
6
0
,7

0
0 

3
0
4
,5
0
0 

3
5
0
,3
0
0 

3
7
0
,4
0
0 

3
9
7
,
4
0
0

4
3
8
,
6
0
0

4
8
 

2
1
1
,7

0
0 

2
6
2
,0

0
0 

3
0
6
,2
0
0 

3
5
1
,8
0
0 

3
7
1
,3
0
0 

3
9
8
,
1
0
0

4
3
9
,
3
0
0

4
9
 

2
1
2
,8

0
0 

2
6
3
,3

0
0 

3
0
7
,3
0
0 

3
5
3
,4
0
0 

3
7
2
,2
0
0 

3
9
8
,
7
0
0

4
3
9
,
8
0
0

5
0
 

2
1
3
,9

0
0 

2
6
4
,4

0
0 

3
0
8
,8
0
0 

3
5
4
,2
0
0 

3
7
3
,0
0
0 

3
9
9
,
3
0
0

4
4
0
,
2
0
0

5
1
 

2
1
4
,9

0
0 

2
6
5
,7

0
0 

3
1
0
,3
0
0 

3
5
5
,4
0
0 

3
7
3
,8
0
0 

3
9
9
,
8
0
0

4
4
0
,
6
0
0

5
2
 

2
1
6
,0

0
0 

2
6
7
,0

0
0 

3
1
1
,9
0
0 

3
5
6
,4
0
0 

3
7
4
,6
0
0 

4
0
0
,
2
0
0

4
4
1
,
0
0
0

5
3
 

2
1
7
,1

0
0 

2
6
8
,0

0
0 

3
1
3
,5
0
0 

3
5
7
,3
0
0 

3
7
5
,3
0
0 

4
0
0
,
6
0
0

4
4
1
,
4
0
0

5
4
 

2
1
8
,1

0
0 

2
6
9
,1

0
0 

3
1
5
,1
0
0 

3
5
8
,4
0
0 

3
7
6
,0
0
0 

4
0
0
,
9
0
0

4
4
1
,
8
0
0

5
5
 

2
1
9
,0

0
0 

2
7
0
,4

0
0 

3
1
6
,7
0
0 

3
5
9
,3
0
0 

3
7
6
,7
0
0 

4
0
1
,
2
0
0

4
4
2
,
2
0
0

5
6
 

2
2
0
,0

0
0 

2
7
1
,7

0
0 

3
1
8
,2
0
0 

3
6
0
,4
0
0 

3
7
7
,4
0
0 

4
0
1
,
5
0
0

4
4
2
,
5
0
0

5
7
 

2
2
0
,6

0
0 

2
7
2
,8

0
0 

3
1
9
,7
0
0 

3
6
1
,3
0
0 

3
7
7
,9
0
0 

4
0
1
,
8
0
0

4
4
2
,
8
0
0

5
8
 

2
2
1
,5

0
0 

2
7
3
,8

0
0 

3
2
0
,9
0
0 

3
6
2
,0
0
0 

3
7
8
,5
0
0 

4
0
2
,
1
0
0

4
4
3
,
2
0
0

5
9
 

2
2
2
,3

0
0 

2
7
4
,8

0
0 

3
2
2
,1
0
0 

3
6
2
,7
0
0 

3
7
9
,1
0
0 

4
0
2
,
4
0
0

4
4
3
,
5
0
0

6
0
 

2
2
3
,2

0
0 

2
7
5
,9

0
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第２条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項中「前項の扶養親族とは」

を「扶養手当の支給については」に、「い

う」を「扶養親族とする」に改め、同項第２

号中「及び孫」を削り、同項中第５号を第６

号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 満２２歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある孫 

 第１０条第４項を次のように改める。 

４ 扶養手当の月額は、第２項第１号及び第

３号から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族については１人につき６，５００

円、同項第２号に該当する扶養親族（以下

「扶養親族たる子」という。）については

１人につき１０，０００円とする。 

 第１１条第１項中「いずれかに該当する」

を「いずれかに掲げる」に改め、「（新たに

職員となった者に扶養親族がある場合又は職

員に第１号に該当する事実が生じた場合にお

いて、その職員に配偶者がないときは、その

旨を含む。）」を削り、同項中「扶養親族と

しての」を「扶養親族たる」に改め、同項第

２号中「前条第２項第２号又は第４号」を

「扶養親族たる子又は前条第２項第３号若し

くは第５号」に改め、同項第３号及び第４号

を削り、同条第２項中「、扶養親族」を  

「、職員に扶養親族で同項の規定による届出

に係るもの」に改め、「ない」の次に「場合

においてその」を加え、「前項第１号」を

「同項第１号」に、「生じた場合において

は、」を「生じたときは」に改め、同条第３

項中「これを受けている職員に更に第１項第

１号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を

受けている職員の扶養親族で同項の規定によ

る届出に係るものの一部が扶養親族たる要件

を欠くに至った場合、扶養手当を受けている

職員について同項第３号若しくは第４号に掲

げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族た

る子で同項の規定による届出に係るもののう

ち特定期間にある子でなかった者が特定期間

にある子となった」を「次の各号のいずれか

に掲げる事実が生じた」に、「これらの」を

「その」に、「扶養手当を受けている職員に

更に第１項第１号」を「第１号」に改め、

「（扶養親族たる子、父母等で同項の規定に

よる届出に係るものがある職員で配偶者のな

いものが扶養親族たる配偶者を有するに至っ

た場合における当該扶養親族たる子、父母等

に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）及

び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族

たる子、父母等で同項の規定による届出に係

るものがある職員が配偶者のいない職員と 

なった場合における当該扶養親族たる子、父

母等に係る扶養手当の支給額の改定」を削り、

同項に次の各号を加える。 

⑴ 扶養手当を受けている職員に更に第１

項第１号に掲げる事実が生じた場合 

⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族

で第１項の規定による届出に係るものの

一部が扶養親族たる要件を欠くに至った

場合 

⑶ 職員の扶養親族たる子で第１項の規定

による届出に係るもののうち特定期間に

ある子でなかった者が特定期間にある子

となった場合 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

９０」を「１００分の８５」に、「１００分

の１１０」を「１００分の１０５」に改め、

同項第２号中「１００分の４２．５」を 

「１００分の４０」に、「１００分の   

５２．５」を「１００分の５０」に改める。 

 附則第８項中「１００分の１．３５」を

「１００分の１．２７５」に、「１００分の

１．６５」を「１００分の１．５７５」に、



 
亀 岡 市 公 報 

 14 

第８６４号平成２９年１月１６日発行 

「１００分の９０」を「１００分の８５」に、

「１００分の１１０」を「１００分の   

１０５」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２８年１２月１日から適用する。ただし、第

２条及び附則第４項の規定は、平成２９年４

月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（亀岡市一般職員の給与に関

する条例（以下「給与条例」という。）第 

２１条第２項及び附則第８項の改正規定を除

く。次項において同じ。）による改正後の給

与条例（次項において「第１条改正後給与条

例」という。）の規定は、平成２８年４月１

日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 第１条改正後給与条例の規定を適用する場

合においては、第１条の規定による改正前の

給与条例の規定に基づいて支給された給与は、

第１条改正後給与条例の規定による給与の内

払とみなす。 

（平成３０年３月３１日までの間における扶

養手当に関する特例） 

４ 平成２９年４月１日から平成３０年３月 

３１日までの間は、第２条の規定による改正

後の給与条例第１０条第４項及び第１１条の

規定の適用については、同項中「第２項第１

号及び第３号から第６号までのいずれかに該

当する扶養親族については１人につき   

６，５００円、同項第２号に該当する扶養親

族（以下「扶養親族たる子」という。）につ

いては１人につき１０，０００円」とあるの

は「第２項第１号に該当する扶養親族（以下

「扶養親族たる配偶者」という。）について

は１０，０００円、同項第２号に該当する扶

養親族（以下「扶養親族たる子」という。）

については１人につき８，０００円（職員に

配偶者がない場合にあっては、そのうち１人

については１０，０００円）、同項第３号か

ら第６号までのいずれかに該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる父母等」という。）に

ついては１人につき６，５００円（職員に配

偶者及び扶養親族たる子がない場合にあって

は、そのうち１人については９，０００

円）」と、同条第１項中「その旨」とあるの

は「その旨（新たに職員となった者に扶養親

族がある場合又は職員に第１号に掲げる事実

が生じた場合において、その職員に配偶者が

ないときは、その旨を含む。）」と、  

「⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者が

ある場合（扶養親族たる子又は前条第２項第

３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、

満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日

の経過により、扶養親族たる要件を欠くに 

至った場合を除く。）」とあるのは 

「 

⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者が

ある場合（扶養親族たる子又は前条第２

項第３号若しくは第５号に該当する扶養

親族が、満２２歳に達した日以後の最初

の３月３１日の経過により、扶養親族た

る要件を欠くに至った場合を除く。） 

⑶ 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母

等がある職員が配偶者のない職員となっ

た場合（前号に該当する場合を除く。） 

⑷ 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母

等がある職員が配偶者を有するに至った

場合（第１号に該当する場合を除く。） 

」 

と、同条第３項中「においては、その」とあ

るのは「又は扶養手当を受けている職員につ

いて第１項第３号若しくは第４号に掲げる事

実が生じた場合においては、これらの」と、
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「その日が」とあるのは「これらの日が」と、

「第１号又は第３号」とあるのは「第１号」

と、「の改定」とあるのは「の改定（扶養親

族たる子で第１項の規定による届出に係るも

のがある職員で配偶者のないものが扶養親族

たる配偶者を有するに至った場合における当

該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の

改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定

による届出に係るものがある職員であって配

偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による

届出に係るもののないものが扶養親族たる配

偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場

合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当

の支給額の改定を除く。）、扶養手当を受け

ている職員のうち扶養親族たる子で第１項の

規定による届出に係るものがある職員が配偶

者のない職員となった場合における当該扶養

親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及

び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族

たる父母等で同項の規定による届出に係るも

のがある職員であって扶養親族たる子で同項

の規定による届出に係るもののないものが配

偶者のない職員となった場合における当該扶

養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の

改定」とする。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３７号 

 

職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 職員の退職手当に関する条例（昭和３０年亀

岡市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１０条第５項中「、その者が退職の際勤務

していた当該地方公共団体の事務を同法第５条

第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年

齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、

同項第２号中「第３７条の４第３項前段」を

「第３７条の４第３項」に改め、同条第６項中

「、その者が退職の際勤務していた当該地方公

共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適

用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を

「高年齢被保険者」に改め、同条第１１項中

「又は広域求職活動費」を「又は求職活動支援

費」に改め、同項第６号を次のように改める。 

⑹ 求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１

項各号のいずれかに該当する行為をする者 

 同条第２項に規定する求職活動支援費の

額に相当する金額 

 第１０条第１５項中「規定は、」の次に「第

５項又は第６項の規定による退職手当の支給を

受けることができる者（第５項又は第６項の規

定により退職手当の支給を受けた者であって、

当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から

起算して１年を経過していないものを含む。）

及び」を加え、「これら」を「第７項又は第８

項」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行

する。 

 （経過措置） 
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２ 退職職員（退職した職員の退職手当に関す

る条例第２条第１項に規定する職員（同条第

２項の規定により職員とみなされる者を含

む。）をいう。以下同じ。）であって、退職

職員が退職の際勤務していた当該地方公共団

体の事務を雇用保険法（昭和４９年法律第 

１１６号）第５条第１項に規定する適用事業

とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正

する法律（平成２８年法律第１７号）第２条

の規定による改正前の雇用保険法第６条第１

号に掲げる者に該当するものにつき、この条

例による改正後の職員の退職手当に関する条

例（以下「新条例」という。）第１０条第５

項又は第６項の勤続期間を計算する場合にお

ける職員の退職手当に関する条例第７条の規

定の適用については、同条第１項中「在職期

間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の

一部を改正する法律（平成２８年法律第１７

号）の施行の日（以下この項及び次項におい

て「雇用保険法改正法施行日」という。）前

の在職期間を有する者にあっては、雇用保険

法改正法施行日以後の職員としての引き続い

た在職期間）」と、同条第２項中「月数」と

あるのは「月数（雇用保険法改正法施行日前

の在職期間を有する者にあっては、雇用保険

法改正法施行日の属する月から退職した日の

属する月までの月数（退職した日が雇用保険

法改正法施行日前である場合にあっては、

０））」とする。 

３ 新条例第１０条第１１項（第６号に係る部

分に限り、同条第１５項において準用する場

合を含む。）の規定は、退職職員であって求

職活動に伴いこの条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に同号に規定する行為

（当該行為に関し、この条例による改正前の

職員の退職手当に関する条例（以下この項及

び第５項において「旧条例」という。）第 

１０条第１１項第６号に掲げる広域求職活動

費に相当する退職手当が支給されている場合

における当該行為を除く。）をしたもの（施

行日前１年以内に旧条例第１０条第５項又は

第６項の規定による退職手当の支給を受ける

ことができる者となった者であって施行日以

後に新条例第１０条第５項から第８項までの

規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者となっていないものを除く。）につい

て適用し、退職職員であって施行日前に公共

職業安定所の紹介により広範囲の地域にわた

る求職活動をしたものに対する広域求職活動

費に相当する退職手当の支給については、な

お従前の例による。 

４ 新条例第１０条第１５項において準用する

同条第１１項（第４号に係る部分に限る。）

の規定は、退職職員であって施行日以後に職

業に就いたものについて適用し、退職職員で

あって施行日前に職業に就いたものに対する

職員の退職手当に関する条例第１０条第１１

項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退

職手当の支給については、なお従前の例によ

る。 

５ 施行日前に旧条例第１０条第５項又は第６

項の規定による退職手当の支給を受けること

ができる者となった者（施行日以後に新条例

第１０条第５項から第８項までの規定による

退職手当の支給を受けることができる者と 

なった者を除く。）に対する職員の退職手当

に関する条例第１０条第１１項第５号に掲げ

る移転費に相当する退職手当の支給について

は、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市税条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３８号 

 

亀岡市税条例の一部を改正する条

例 

 

 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例第３９

号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第２０条の２第１項中「同法」を「租税

条約等実施特例法」に改め、同条第２項第１号

中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０

条の３第１項」に改め、同項第２号中「、附則

第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条

第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項」に、「附則第２０条の２第１項」を

「附則第２０条の３第１項」に改め、同項第３

号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第 

２０条の３第１項」に、「租税条約等実施特例

法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補て

ん金等に係る雑所得等の金額」を「特定給付補

塡金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第

４号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第

２０条の３第１項」に改め、同条第３項中「第

３２条及び」を「同条及び」に、「同法」を

「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項

第１号中「附則第２０条の２第３項」を「附則

第２０条の３第３項後段」に改め、同項第２号

中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１

項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに

附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７

条の３の２第１項」に、「附則第２０条の２第

３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に改

め、「、第３４条の３第１項中「第３２条第４

項」とあるのは「附則第２０条の２第４項」

と」を削り、同項第３号中「附則第２０条の２

第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に、

「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第４６

号）」に、「又は配当所得」を「若しくは配当

所得」に改め、同項第４号中「附則第２０条の

２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」

に改め、同条第６項中「附則第２０条の２第３

項」を「附則第２０条の３第３項前段」に改め、

同条を附則第２０条の３とし、附則第２０条の

次に次の１条を加える。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号。以下「外国居

住者等所得相互免除法」という。）第８条第

２項に規定する特例適用利子等、外国居住者

等所得相互免除法第１２条第５項に規定する

特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免

除法第１６条第２項に規定する特例適用利子

等については、第３２条及び第３３条の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前年

中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２

項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第

５項及び第１６条第２項において準用する場

合を含む。）に規定する特例適用利子等の額

（以下この項において「特例適用利子等の

額」という。）に対し、特例適用利子等の額

（次項第１号の規定により読み替えられた第
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３２条の３の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）に１００分の３の税率を乗

じて計算した金額に相当する市民税の所得割

を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

⑴ 第３２条の３の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第２０条の２第１項に規定す

る特例適用利子等の額」とする。 

⑵ 第３３条の４から第３４条の２まで、第

３４条の３第１項並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第１

項の規定の適用については、第３３条の４

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第３４条第１項

前段、第３４条の２、第３４条の３第１項

並びに附則第７条第１項、第７条の３第１

項及び第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

２０条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第３４条第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第２０条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

⑶ 第３５条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第２０条の２第

１項に規定する特例適用利子等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第７条第１０項（同法第１１条

第８項及び第１５条第１４項において準用

する場合を含む。）に規定する特定対象利

子に係る利子所得の金額、同法第７条第 

１２項（同法第１１条第９項及び第１５条

第１５項において準用する場合を含む。）

に規定する特定対象収益分配に係る配当所

得の金額、同法第７条第１６項（同法第 

１１条第１１項及び第１５条第１７項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特

定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若し

くは同法第７条第１８項（同法第１１条第

１２項及び第１５条第１８項において準用

する場合を含む。）に規定する特定対象給

付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 

⑷ 附則第５条の規定の適用については、同

条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第２０条の２第

１項に規定する特例適用利子等の額」と、

同条第２項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第２０条の２第１

項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外

国居住者等所得相互免除法第８条第４項に規

定する特例適用配当等、外国居住者等所得相

互免除法第１２条第６項に規定する特例適用

配当等又は外国居住者等所得相互免除法第 

１６条第３項に規定する特例適用配当等（次

項において「特例適用配当等」という。）に

ついては、第３２条第３項及び第４項の規定

は適用しない。この場合において、当該特例

適用配当等については、同条及び第３３条の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条

第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２

条第６項及び第１６条第３項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用配当等

の額（以下この項において「特例適用配当等

の額」という。）に対し、特例適用配当等の

額（第５項第１号の規定により読み替えられ

た第３２条の３の規定の適用がある場合には、
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その適用後の金額）に１００分の３の税率を

乗じて計算した金額に相当する市民税の所得

割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の第３５条の３第１項の規定による申告

書（その提出期限までに提出されたもの及び

その提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたものに限り、

その時までに提出された第３５条の４第１項

に規定する確定申告書を含む。）に前項後段

の規定の適用を受けようとする旨の記載があ

るとき（これらの申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む。）に限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

⑴ 第３２条の３の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第２０条の２第３項後段に規

定する特例適用配当等の額」とする。 

⑵ 第３３条の４から第３４条の２まで、第

３４条の３第１項並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第１

項の規定の適用については、第３３条の４

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条第

１項前段、第３４条の２、第３４条の３第

１項並びに附則第７条第１項、第７条の３

第１項及び第７条の３の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第２０条の２第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第２０条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

⑶ 第３５条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第２０条の２第

３項後段に規定する特例適用配当等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額若しくは外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号）第７条第１４項（同法第 

１１条第１０項及び第１５条第１６項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する申

告不要特定対象配当等に係る利子所得の金

額若しくは配当所得の金額」とする。 

⑷ 附則第５条の規定の適用については、同

条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第２０条の２第

３項後段に規定する特例適用配当等の額」

と、同条第２項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第２０条の２第

３項後段の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、所得税法等の一部を改正する

法律（平成２８年法律第１５号）附則第１条

第５号に掲げる規定の施行の日（平成２９年

１月１日）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市税条例附則

第２０条の２の規定は、この条例の施行の日

以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、同

法第１２条第５項に規定する特例適用利子等

若しくは同法第１６条第２項に規定する特例
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適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特

例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税につい

て適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立義務教育学校設置条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３９号 

 

亀岡市立義務教育学校設置条例 

 

 （設置） 

第１条 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３８条及び第４９条の規定に基づき、次のとお

り義務教育学校を設置する。 

名 称 位 置 

亀岡市立亀岡川東学園 亀岡市馬路町溝ノ上１４番地の４ 

 

 （委任） 

第２条 この条例に定めるもののほか、義務教育学校の管理運営に関し必要な事項は、亀岡市教育

委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （亀岡市立小学校設置条例の一部改正） 

２ 亀岡市立小学校設置条例（昭和３９年亀岡市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２９条」を「第３８条」に改め、表第１３の項を削り、第１４の項を第１３の項

とし、第１５の項から第１８の項までを１項ずつ繰り上げる。 

 （亀岡市立中学校設置条例の一部改正） 

３ 亀岡市立中学校設置条例（昭和３９年亀岡市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 
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 第１条中「第４０条」を「第４９条」に改め、表第５の項を削り、第６の項を第５の項とし、

第７の項を第６の項とし、第８の項を第７の項とする。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４０号 

 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年亀岡市条例第２７号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条の２第１項中「小学校」を「小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）」

に改める。 

 （亀岡市公益施設整備基金条例の一部改正） 

第２条 亀岡市公益施設整備基金条例（昭和４７年亀岡市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第２号中「小学校及び中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 （亀岡市立学校施設使用条例の一部改正） 

第３条 亀岡市立学校施設使用条例（平成１６年亀岡市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「小学校及び中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 別表を次のように改める。 
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施設名 

（区分） 

使用料 

（１時間当たり）
学校名 

屋内運動場 

 

 

① 

円

１００ 
小学校：西別院 曽我部 吉川 畑野 千代川

中学校：別院 

義務教育学校：亀岡川東学園 

 ② 

円

１５０ 
小学校：東別院 薭田野 本梅 青野 大井 

    保津 城西 詳徳 南つつじケ丘 

中学校：育親 

 ③ 
円

２００ 
小学校：亀岡 安詳 つつじケ丘 

中学校：東輝 詳徳 

 ④ 
円

２５０ 中学校：南桑 大成 

 ⑤ 
円

４００ 中学校：亀岡 

 格技場 
円

１５０ 中学校：亀岡 

 

小体育室、

ミーティン

グ室 

円

５０ 
小学校：亀岡 安詳 東別院 

中学校：亀岡 大成 

義務教育学校：亀岡川東学園 

屋外運動場 無料 市立各小学校、中学校、義務教育学校 

教育委員会が使用を認め

る施設 
無料 市立各小学校、中学校、義務教育学校 

 

 （亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正） 

第４条 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２１年亀岡市条例第３４号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条中「亀岡市立小学校設置条例（昭和３９年亀岡市条例第１０号）第１条に規定する小学

校」を「亀岡市立小学校設置条例（昭和３９年亀岡市条例第１０号）第１条に規定する小学校及

び亀岡市立義務教育学校設置条例（平成２８年亀岡市条例第３９号）第１条に規定する義務教育

学校の前期課程」に改める。 

 第３条中「小学校」を「小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）」に改める。 

（亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年亀

岡市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「小学校」を「小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）」に改める。 

 （亀岡市野外活動施設条例の一部改正） 

第６条 亀岡市野外活動施設条例（昭和５７年亀岡市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の備考中「小学校、中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 
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（亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第７条 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年亀岡市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１号を次のように改める。 

⑴ 小学校就学前子ども 法第６条第１項

に規定する小学校（義務教育学校の前期

課程を含む。以下同じ。）就学前子ども

をいう。 

 （亀岡市暴力団排除条例の一部改正） 

第８条 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀

岡市条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

 第１４条中「小学校及び中学校をいう」を

「小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

以下次項において同じ」に改める。 

 （亀岡市都市公園条例の一部改正） 

第９条 亀岡市都市公園条例（昭和４４年亀岡

市条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第３の３⑶の備考第３項の次に次の１

項を加える。 

４ この表において「中学生以下」とは、学

齢に達しない者（４歳未満の者を除く。）

又は学校教育法第１条に規定する小学校、

中学校及び義務教育学校の児童又は生徒を

いう。 

 別表第３の３⑷の表及び備考中「小学生・

中学生」を「小学生・中学生・義務教育学校

生」に、「小学校の児童又は中学校の生徒」

を「小学校、中学校及び義務教育学校の児童

又は生徒」に改める。 

 別表第３の３⑸の備考第１項中「小学校の

児童若しくは中学校の生徒をいう」を「小学

校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒

をいう」に改める。 

（亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部改正） 

第１０条 亀岡市立病院の企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例（平成１５年亀岡市

条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条第２項中「小学校」を「小学校

（義務教育学校の前期課程を含む。）」に改

める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市農業委員会の委員等に関する条例をこ

こに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４１号 

 

亀岡市農業委員会の委員等に関す

る条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法

律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」と

いう。）第８条第２項及び第１８条第２項の

規定に基づき、亀岡市農業委員会の委員（以

下「農業委員」という。）等の定数を定める

とともに、亀岡市農業委員選定委員会（以下
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「選定委員会」という。）の設置等に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （農業委員の定数） 

第２条 農業委員の定数は、１９人とする。 

 （農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 農地利用最適化推進委員の定数は、 

２９人とする。 

 （選定委員会） 

第４条 農業委員の選定に関する事項について、

市長の諮問に応じ、調査及び審議するため、

選定委員会を置く。 

 （選定委員会の組織） 

第５条 選定委員会は、委員５人以内をもって

組織する。 

２ 選定委員会の委員（以下「選定委員」とい

う。）は、学識経験のある者その他市長が適

当と認める者のうちから、市長が委嘱又は任

命する。 

 （選定委員の任期） 

第６条 選定委員の任期は、１年以内において

市長が定める期間とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 選定委員は、再任されることができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、選定委

員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条、第３条及び次項の規定は、平成

２９年７月２０日から施行する。 

 （亀岡市農業委員会に関する条例の廃止） 

２ 亀岡市農業委員会に関する条例（昭和３５

年亀岡市条例第１６号）は、廃止する。 

 （亀岡市実費弁償条例の一部改正） 

３ 亀岡市実費弁償条例（平成２１年亀岡市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第５号中「第２９条第１項」を「第

３５条第１項」に改める。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準

に関する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４２号 

 

亀岡市都市計画法に基づく開発許

可等の基準に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年

法律第１００号。以下「法」という。）及び

都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８

号。以下「令」という。）の規定に基づき、

開発許可等の基準に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、使用する用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 集合住宅 共同住宅及び長屋住宅をいう。 

⑵ 分譲住宅 自己の居住の用に供する目的

以外の専用住宅及び兼用住宅又は集合住宅

をいう。 

（法第３３条第３項に規定する条例で強化す

る技術的細目） 
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第３条 法第３３条第３項に規定する条例で定

める公園の技術的細目の制限については、事

業者は、開発区域の面積が３，０００平方 

メートル以上の分譲住宅又は集合住宅を目的

とする開発行為を行う場合、当該開発区域に

開発面積の３パーセント以上に相当する土地

を確保し、別表に基づき公園を設置しなけれ

ばならない。ただし、令第２５条第６号ただ

し書に該当する場合はこの限りでない。 

第４条 法第３３条第３項に規定する条例で定

める公益的施設の技術的細目の制限について

は、事業者は、分譲住宅又は集合住宅を目的

とする開発行為を行う場合、市長が別に定め

る基準に基づき、集会所施設及びごみ集積施

設を設置しなければならない。ただし、開発

区域の周辺の状況により市長が設置の必要が

ないと判断した場合は、この限りでない。 

（法第３３条第４項に規定する敷地面積の最

低限度に関する制限） 

第５条 法第３３条第４項に規定する条例で定

める開発行為の区域内における敷地面積の最

低限度に関する制限については、次の各号に

定めるものとする。ただし、集会所施設の敷

地については別に定める基準によるものとす

る。 

⑴ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住

居専用地域における分譲住宅の敷地面積  

１５０平方メートル 

⑵ その他の用途地域における分譲住宅の敷

地面積 １００平方メートル 

（法第３４条第１１号に規定する条例で指定

する土地の区域） 

第６条 法第３４条第１１号に規定する条例で

指定する土地の区域（以下「指定区域」とい

う。）は、次の各号のいずれにも該当するも

ののうち市長が指定する土地の区域とする。 

⑴ 自然社会的諸条件から市街化区域と一体

的な日常生活を構成しており、かつ、規則

で定める要件を満たす土地の区域であるこ

と。 

⑵ 道路が、環境の保全上、災害の防止上、

通行の安全上又は事業活動の効率上支障が

ないものとして規則で定める幅員で当該区

域内に適当に配置され、かつ、当該区域外

の規則で定める幅員の道路に接続している

土地の区域であること。 

⑶ 排水施設が、当該区域内の下水を有効に

排出するとともに、その排出によって当該

区域及びその周辺の地域にいっ水等による

被害が生じないような構造及び能力で適当

に配置されている土地の区域であること。 

⑷ 給水施設が、当該区域について想定され

る需要に支障を来さないような構造及び能

力で適当に配置されている土地の区域であ

ること。 

⑸ 市街化区域の計画的な市街化に支障がな

い土地の区域であること。 

⑹ 令第８条第１項第２号ロからニまでに掲

げる土地の区域として規則で定めるものを

含まない土地の区域であること。 

２ 市長は、指定区域の指定の案を策定したと

きは、規則で定めるところにより、その旨を

公告し、当該指定区域の指定の案を当該公告

の日から２週間公衆の縦覧に供さなければな

らない。 

３ 前項の規定による公告があったときは、当

該指定区域の住民及び利害関係人は、同項の

縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指

定区域の指定の案について、市長に意見書を

提出することができる。 

４ 市長は、指定区域を指定しようとするとき

は、あらかじめ、亀岡市都市計画審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴かなけれ

ばならない。 

５ 市長は、前項の規定により指定区域の指定

の案について審議会の意見を聴こうとすると
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きは、第３項の規定により提出された意見書

の要旨を審議会に提出しなければならない。 

６ 市長は、指定区域を指定したときは、規則

で定めるところにより、その旨及びその区域

を告示しなければならない。 

７ 第２項から前項までの規定は、指定区域の

変更又は廃止について準用する。 

（法第３４条第１１号に規定する条例で定め

る予定建築物等の用途） 

第７条 法第３４条第１１号に規定する条例で

定める環境の保全上支障があると認められる

予定建築物等の用途は、建築基準法（昭和 

２５年法律第２０１号）別表第２（ろ）項に

掲げる建築物の用途以外の用途とする。ただ

し、隣接し、又は近接する市街化区域の用途

との均衡を図る必要があると市長が認める場

合においては、次の各号に掲げる用途のいず

れかで市長が定めるものとする。 

⑴ 建築基準法別表第２（い）項に掲げる建

築物の用途以外の用途 

⑵ 建築基準法別表第２（は）項に掲げる建

築物の用途以外の用途 

⑶ 建築基準法別表第２（に）項に掲げる建

築物の用途 

⑷ 建築基準法別表第２（ほ）項に掲げる建

築物の用途 

２ 前条第２項から第７項までの規定は、前項

ただし書の規定による用途の指定について準

用する。 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行

為） 

第８条 法第３４条第１２号に規定する条例で

区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定

める開発行為は、令第８条第１項第２号ロか

らニまでに掲げる土地の区域を含まない土地

の区域における、次の各号に掲げる開発行為

とする。 

⑴ 市街化調整区域に関する都市計画が決定

される前から当該土地に継続して生活の本

拠を有する世帯の世帯員が、通常の分化発

展の過程で必要とする自己の居住の用に供

する住宅（分家住宅）の建築を目的として

行う開発行為で規則に定めるもの 

⑵ 土地収用法（昭和２６年法律第２１９

号）第３条各号に規定する事業の施行によ

り移転又は除却する建築物において、これ

に代わるべき建築物を建築する目的として

行う開発行為で規則に定めるもの 

⑶ 独立して一体的な日常生活圏を構成して

いると認められる大規模な既存集落であっ

て当該都市計画区域における建築物の連た

んの状況とほぼ同程度にある集落で、規則

に定める基準のいずれにも該当するものの

うち市長が指定した区域内において行う開

発行為 

⑷ 市街化調整区域に関する都市計画が決定

され、又は当該都市計画が変更されてその

区域が拡張された際、既に宅地であった土

地で行う開発行為で、規則に定める基準の

いずれにも該当するもので、宅地の安全を

確保する上で必要と認められる範囲のもの 

⑸ 市街化調整区域に関する都市計画が決定

され、又は当該都市計画が変更されてその

区域が拡張された際、すでに概成した住宅

団地として市長が指定した区域内における、

原則１００平方メートル以上の土地で行う

自己の用に供する専用住宅又は第一種低層

住居専用地域内に建築することができる兼

用住宅の建築を目的として行う開発行為で、

宅地の安全を確保する上で必要と認められ

る範囲のもの 

２ 第６条第２項から第７項までの規定は、前

項第３号及び第５号による区域指定について

準用する。 

（令第３６条第１項第３号ハの条例で定める

建築行為） 
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第９条 法第３４条第１２号に規定する条例で

区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定

める建築物の新築、改築若しくは用途の変更

は、令第８条第１項第２号ロからニまでに掲

げる土地の区域を含まない土地の区域におけ

る、次の各号に掲げる開発行為とする。 

⑴ 市街化調整区域に関する都市計画が決定

される前から当該土地に継続して生活の本

拠を有する世帯の世帯員が、通常の分化発

展の過程で必要とする自己の居住の用に供

する住宅（分家住宅）の新築、改築若しく

は用途の変更を目的として行うもののうち

規則に定めるもの 

⑵ 土地収用法（昭和２６年法律第２１９

号）第３条各号に規定する事業の施行によ

り移転又は除却する建築物において、これ

に代わるべき建築物の新築、改築若しくは

用途の変更を目的として行うもののうち規

則に定めるもの 

⑶ 独立して一体的な日常生活圏を構成して

いると認められる大規模な既存集落であっ

て当該都市計画区域における建築物の連た

んの状況とほぼ同程度にある集落で、規則

に定める基準のいずれにも該当するものの

うち市長が指定した区域内において行う建

築物の新築、改築若しくは用途の変更で規

則に定めるもの 

⑷ 建築物の使用の主体又は用途に係る適格

性を要件として法第２９条第１項若しくは

法第４３条第１項の許可を受けて建築され

た建築物又は法第２９条第１項第２号の規

定により建築された建築物について、やむ

を得ない事情により当該適格性を解除する

ものとして行う用途の変更で規則に定める

もの 

⑸ 市街化調整区域に関する都市計画が決定

され、又は当該都市計画が変更されてその

区域が拡張された際、既に宅地であった土

地に自己の用に供する専用住宅又は第一種

低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅等を建築する目的で行う建築物

の新築、改築若しくは用途の変更で規則に

定めるもの 

⑹ 市街化調整区域に関する都市計画が決定

され、又は当該都市計画が変更されてその

区域が拡張された際、すでに概成した住宅

団地として市長が指定した区域内における、

原則１００平方メートル以上の土地で行う

自己の用に供する専用住宅又は第一種低層

住居専用地域内に建築することができる兼

用住宅の新築、改築若しくは用途の変更 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 第６条に係る区域の指定について、この条

例の施行日前に、既に京都府知事が都市計画

法に基づく開発許可等の基準に関する条例

（平成１６年京都府条例第２４号）第２条に

より指定した次表の区域については、引き続

き市長が指定するものとする。 
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区域の名称 土地の区域 面積（ヘクタール） 

篠第１ 亀岡市篠町 ５．３ 

篠第２ 亀岡市篠町 ９．６ 

重利 亀岡市曽我部町 ８．２ 

寺 亀岡市曽我部町 １１．８ 

 

３ 第８条第５号に係る区域の指定について、この条例の施行日前に、既に京都府知事が法第３４

条第１４号及び第４２条第１項ただし書並びに令第３６条第１項第３号ホの規定による開発審査

会付議基準１７により指定した次表の区域については、引き続き市長が指定するものとする。 

区域の名称 土地の区域 面積（ヘクタール） 

かすみケ丘 亀岡市大井町かすみケ丘 ０．３ 

君塚台 亀岡市下矢田町君塚他 ３．７ 

岩田団地 亀岡市上矢田町岩田他 ２．６ 

夫婦池団地 亀岡市曽我部町南条宮田筋他 ３．１ 

下峠団地 亀岡市薭田野町佐伯下峠 ０．４ 

グリーンハイツ 亀岡市薭田野町佐伯岩谷ノ内墓野 ０．７ 

佐伯浦亦 亀岡市薭田野町佐伯浦亦 ０．２ 

余部団地 亀岡市余部町岩ケ谷他 ０．９ 

口山団地（第一地区） 亀岡市曽我部町穴太口山 １．４ 

口山団地（第二地区） 亀岡市曽我部町穴太口山他 １．２ 

出雲台団地 亀岡市千歳町千歳垣内山他 ０．８ 

西山団地 亀岡市篠町王子唐櫃越他 ５．７ 

湯の花ローズタウン 亀岡市薭田野町芦ノ山杉森他 ２．３ 

 

別表（第３条関係） 

開発区域の面積 
（ヘクタール） 

公園規模・必要数 
（面積合計が開発面積の３パーセント以上であること） 

０．３～１．０未満 １００平方メートル以上 １箇所以上 

１．０～５．０未満 ３００平方メートル以上 １箇所以上 

５．０～１０．０未満 １，０００平方メートル以上の公園 １箇所以上、その
他各公園は３００平方メートル以上 

１０．０～２０．０未満 ２，５００平方メートル以上の公園 １箇所以上、その
他各公園は３００平方メートル以上 

２０．０～５０．０未満 ２，５００平方メートル以上の公園及び１，０００平方
メートル以上の公園各１箇所以上、その他の各公園 
３００平方メートル以上 

５０．０以上 開発区域の面積の１．５パーセント以上の面積の公園 
１箇所、２，５００平方メートル以上の公園及び 
１，０００平方メートル以上の公園各１箇所以上、その
他の公園３００平方メートル以上 

「掲示済」 
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 亀岡市宅地開発等に関する条例をここに公布

する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４３号 

 

亀岡市宅地開発等に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市における開発行為及

び建築行為（以下「開発行為等」という。）

に関して一定の手続き及び基準を定め、総合

計画（本市の総合的かつ計画的な行政運営を

図るために策定した基本構想及びこれに基づ

く計画の総体をいう。）及び亀岡市都市計画

マスタープランを実現し、市民の生活環境の

向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、使用する用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第４条第１２項に定める開発

行為をいう。 

⑵ 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第１３号に定める建築

行為をいう。 

⑶ 集合住宅 共同住宅及び長屋住宅をいう。 

⑷ 公共施設等 道路、公園、緑地、下水道

施設、広場、河川、運河、水路、上水道施

設、排水施設、消防施設、ごみ置き場、集

会所その他公共の用に供する施設及び駐車

場をいう。 

⑸ 事業者 開発行為等を実施しようとする

者をいう。 

 （適用範囲） 

第３条 この条例は、本市における次の各号に

掲げる開発行為等に対し適用する。 

⑴ 都市計画法第２９条第１項及び第２項に

係る開発許可申請を要する開発行為。ただ

し、自己用住宅のために行うものを除く。 

⑵ 計画戸数２戸以上の集合住宅を目的とす

る建築行為 

⑶ 都市計画区域外における５００平方メー

トル以上１ヘクタール未満の開発行為。た

だし、自己用住宅のために行うものを除く。 

 （協議、同意及び覚書の締結） 

第４条 事業者は、前条第１号及び第２号に規

定する開発行為等を計画するにあたり、第５

条から第１８条までに定める事項について、

規則で定める手続に従い、市長と協議し、同

意が得られた場合は、覚書を締結するものと

する。 

２ 事業者は、前条第３号に規定する開発行為

を計画するにあたり、第５条及び第６条第１

項、第７条から第１３条まで、第１５条及び

第１６条並びに第１８条に定める事項につい

て、規則で定める手続きに従い、市長と協議

し、同意が得られた場合は、覚書を締結する

ものとする。 

（法令の遵守並びに市の計画及び施策との調

整） 

第５条 事業者は、開発行為等の計画及び施工

に当たっては、関連する各種法令の基準を遵

守するとともに、市の各種計画及び施策に関

する事項について、必要がある場合は関係部

署と調整しなければならない。 

 （公共施設等の計画及び施工） 

第６条 事業者は、開発行為等に必要な公共施

設等の整備及び改修等について、市長が別に

定める基準により、計画及び施工しなければ

ならない。ただし、当該公共施設等について

市長以外の管理者がある場合は、当該管理者
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の定める基準によるものとする。また、法令

の許可等に係る基準が別にある場合はその基

準によるものとする。 

２ 事業者は、道路、公園その他の施設に関す

る都市計画が定められているときは、その都

市計画に適合するよう計画しなければならな

い。 

 （公共施設等の経費負担） 

第７条 事業者は、開発行為等の規模に応じて

必要となる公共施設等の施工又は設置に要す

る事業費を負担しなければならない。ただし、

市長が事業者において単独で施工又は設置を

要しないと決定した公共施設等については、

その経費の一部を負担させるものとする。 

２ 事業者が、公共施設等を共同で施工又は設

置する場合の事業費は、前項に準ずるものと

する。 

 （公共施設等の検査） 

第８条 事業者は、公共施設等を施工又は設置

した場合は、市長又は市長以外の管理者があ

る場合は、当該管理者の検査を受けなければ

ならない。 

２ 事業者は、前項の規定に基づく検査の結果、

不備の箇所がある場合は、自己の負担におい

て整備しなければならない。 

 （公共施設等の帰属） 

第９条 事業者が開発行為等により設置した公

共施設等のうち、協議により、当該公共施設

等の所有権を本市に引き継ぐこととなったも

のについては、当該所有権は、市に帰属する

ものとする。 

２ 事業者は、規則に基づき所有権の移転等必

要な手続を行わなければならない。 

 （公共施設等の維持管理） 

第１０条 事業者が管理することとなる公共施

設等がある場合は、その維持管理の方法等に

関し、文書にて市に提出しなければならない。 

 （事業計画の周知） 

第１１条 事業者は、事業区域の見やすい場所

に事業計画に係る標識を設置し、周辺住民等

に対して事業計画を周知しなければならない。 

 （周辺住民の意見の尊重） 

第１２条 事業者は、事業計画及び工事施工に

ついて開発行為等を行う敷地の周辺住民等の

意見を十分尊重するものとし、説明会等によ

りあらかじめ必要な調整を図り、その経過及

び結果等を市に報告しなければならない。 

 （公害等の防止） 

第１３条 事業者は、開発行為等により発生す

るおそれのある騒音、振動、水質汚濁及び出

水等（以下「公害等」という。）を未然に防

止する措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、開発行為等に起因して公害等が

生じ、又は生じるおそれがある場合は、事業

を中止し、その原因の除去に努めなければな

らない。 

３ 事業者は、開発行為等に起因して生じた公

害等による被害の補償について責任を負わな

ければならない。 

 （コミュニティ関係） 

第１４条 事業者は、住宅又は集合住宅を目的

とした開発行為等を行う場合は、入居予定者

に対し、自治会への加入促進に努めなければ

ならない。 

 （開発完了地の管理） 

第１５条 開発行為完了後売却されていない宅

地区画については、事業者の責任において管

理し、草木の伐採及び清掃を行い、不法投棄

の防止、害虫の発生防止その他の良好な住環

境の維持保全を図るものとする。 

 （損害の補償） 

第１６条 事業者は、開発行為等により生じた

損害について補償の責を負わなければならな

い。 

 （報告の聴取） 

第１７条 市長は、この条例の施行に必要な限
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度において、事業者に対し事業計画及び工事

状況等について必要な報告又は資料の提出を

求めることができる。 

 （立入調査） 

第１８条 市長は、この条例の施行に必要な限

度において、当該職員に開発区域及び建築敷

地内に立ち入らせ、事業計画及び工事状況等

を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う職員は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があるときは、これを提示しなければなら

ない。 

 （勧告） 

第１９条 市長は、この条例若しくはこの条例

に基づく規則又はこの条例に基づき市長が定

める基準に違反した事業者に対し、開発行為

等に関する工事その他の行為を停止し、又は

違反を是正するために必要な措置を講ずるよ

う勧告することができる。 

 （公表） 

第２０条 市長は、事業者が前条の規定による

勧告に従わない場合は、当該事業者に対し意

見を述べる機会を与えたうえで、氏名、勧告

の内容及び当該勧告に対する事業者の対応の

内容等を公表することができる。 

 （委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、

規則において定める。 

 （その他） 

第２２条 この条例に定めのない事項について

は、事業者と市長が協議のうえ決定すること

とする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に廃止前の亀岡市

宅地開発等に関する指導要綱、亀岡市宅地開

発等に関する指導要綱技術基準に基づき協議

中のもので市長が認めたものについては、な

お従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市手数料徴収条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４４号 

 

亀岡市手数料徴収条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市手数料徴収条例（平成１２年亀岡市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中第３４号を第４４号とし、第

３３号の次に次の１０号を加える。 

(34) 都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第２９条第１項又は第２項の規定に基

づく開発行為のうち、主として自己の居住

の用に供する住宅の建築の用に供する目的

で行う開発行為の許可申請に対する審査手

数料 

ア 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 

タール未満の場合 １件につき 

８，６００円 

イ 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 
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タール以上０．３ヘクタール未満の場合 

１件につき ２２，０００円 

ウ 開発区域の面積の合計が０．３ヘク 

タール以上０．６ヘクタール未満の場合 

１件につき ４３，０００円 

エ 開発区域の面積の合計が０．６ヘク 

タール以上１．０ヘクタール未満の場合 

１件につき ８６，０００円 

オ 開発区域の面積の合計が１．０ヘク 

タール以上３．０ヘクタール未満の場合 

１件につき １３０，０００円 

カ 開発区域の面積の合計が３．０ヘク 

タール以上６．０ヘクタール未満の場合 

１件につき １７０，０００円 

キ 開発区域の面積の合計が６．０ヘク 

タール以上１０．０ヘクタール未満の場

合 １件につき ２２０，０００円 

ク 開発区域の面積の合計が１０．０ヘク

タール以上の場合 １件につき 

３００，０００円 

(35) 都市計画法第２９条第１項又は第２項の

規定に基づく開発行為のうち、主として住

宅以外の建築物で自己の業務の用に供する

ものの建築又は自己の業務の用に供する特

定工作物の建設の用に供する目的で行う開

発行為の許可申請に対する審査手数料 

ア 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 

タール未満の場合 １件につき 

１３，０００円 

イ 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 

タール以上０．３ヘクタール未満の場合 

１件につき ３０，０００円 

ウ 開発区域の面積の合計が０．３ヘク 

タール以上０．６ヘクタール未満の場合 

１件につき ６５，０００円 

エ 開発区域の面積の合計が０．６ヘク 

タール以上１．０ヘクタール未満の場合 

１件につき １２０，０００円 

オ 開発区域の面積の合計が１．０ヘク 

タール以上３．０ヘクタール未満の場合 

１件につき ２００，０００円 

カ 開発区域の面積の合計が３．０ヘク 

タール以上６．０ヘクタール未満の場合 

１件につき ２７０，０００円 

キ 開発区域の面積の合計が６．０ヘク 

タール以上１０．０ヘクタール未満の場

合 １件につき ３４０，０００円 

ク 開発区域の面積の合計が１０．０ヘク

タール以上の場合 １件につき 

４８０，０００円 

(36) 都市計画法第２９条第１項又は第２項の

規定に基づく開発行為のうち、その他（(34)

及び(35)以外のもの）の場合 

ア 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 

タール未満の場合 １件につき 

８６，０００円 

イ 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 

タール以上０．３ヘクタール未満の場合 

１件につき １３０，０００円 

ウ 開発区域の面積の合計が０．３ヘク 

タール以上０．６ヘクタール未満の場合 

１件につき １９０，０００円 

エ 開発区域の面積の合計が０．６ヘク 

タール以上１．０ヘクタール未満の場合 

１件につき ２６０，０００円 

オ 開発区域の面積の合計が１．０ヘク 

タール以上３．０ヘクタール未満の場合 

１件につき ３９０，０００円 

カ 開発区域の面積の合計が３．０ヘク 

タール以上６．０ヘクタール未満の場合 

１件につき ５１０，０００円 

キ 開発区域の面積の合計が６．０ヘク 

タール以上１０．０ヘクタール未満の場

合 １件につき ６６０，０００円 

ク 開発区域の面積の合計が１０．０ヘク

タール以上の場合 １件につき 
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８７０，０００円 

(37) 都市計画法第３５条の２の規定に基づく

開発行為の変更許可の申請に対する審査手

数料（１件につき次に掲げるアからウまで

の額を合算した額）。ただし、その額が 

８７０，０００円を超えるときは、   

８７０，０００円とする。 

ア 開発行為に関する設計の変更（イのみ

に該当する場合を除く。）については、

開発区域の面積（イに規定する変更を伴

う場合にあっては変更前の開発区域の面

積、開発区域の縮小を伴う場合にあって

は縮小後の開発区域の面積）に応じ前項

に規定する額に１０分の１を乗じて得た

額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る

都市計画法第３０条第１項第１号から第

４号までに掲げる事項の変更については、

新たに編入される開発区域の面積に応じ

前項の区分に従い、それぞれに定める額 

ウ その他の変更 １件につき 

１０，０００円 

(38) 都市計画法第４１条第２項ただし書（同

法第３５条の２第４項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく建築の許可の

申請に対する審査手数料 １件につき 

４６，０００円 

(39) 都市計画法第４２条第１項ただし書の規

定に基づく建築等の許可の申請に対する審

査手数料 １件につき ２６，０００円 

(40) 都市計画法第４３条第１項の規定に基づ

く建築物等の許可の申請に対する審査手数

料 

ア 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 

タール未満の場合 １件につき 

６，９００円 

イ 開発区域の面積の合計が０．１ヘク 

タール以上０．３ヘクタール未満の場合 

１件につき １８，０００円 

ウ 開発区域の面積の合計が０．３ヘク 

タール以上０．６ヘクタール未満の場合 

１件につき ３９，０００円 

エ 開発区域の面積の合計が０．６ヘク 

タール以上１．０ヘクタール未満の場合 

１件につき ６９，０００円 

オ 開発区域の面積の合計が１．０ヘク 

タール以上の場合 １件につき 

９７，０００円 

(41) 都市計画法第４５条の規定に基づく開発

許可を受けた地位の承継の承認申請に対す

る審査手数料 

ア 主として、自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発行

為又は主として、住宅以外の建築物で自

己の業務の用に供するものの建築若しく

は自己の業務の用に供する特定工作物の

建設の用に供する目的で行う開発行為の

場合で開発区域の面積の合計が１．０ヘ

クタール未満の場合 １件につき 

１，７００円 

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の

業務の用に供するものの建築又は自己の

業務の用に供する特定工作物の建設の用

に供する目的で行う開発行為の場合で開

発区域の面積が１．０ヘクタール以上の

場合 １件につき ２，７００円 

ウ その他の場合 １件につき 

１７，０００円 

(42) 都市計画法第４７条第５項の規定に基づ

く開発登録簿の写しの交付手数料 １枚に

つき ４７０円 

(43) 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省

令第４９号）第６０条の規定に基づく証明

手数料 １枚につき ４００円 

 

   附 則 
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 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市駅前送迎用スペース管理条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４５号 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、本市が設置する駅前送迎用スペース（以下「送迎用スペース」という。）の

管理に関し、必要な事項を定めることにより良好な利用環境を確保し、もって都市機能の維持及

び安全で快適な生活環境の保全に資することを目的とする。 

 （名称及び位置） 

第２条 送迎用スペースの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名 称 位 置 

ＪＲ馬堀駅前送迎用スペース 亀岡市篠町馬堀駅前１丁目地内 

ＪＲ亀岡駅前送迎用スペース 亀岡市追分町谷筋地内 

ＪＲ千代川駅前送迎用スペース 亀岡市千代川町今津１丁目地内 

 

 （禁止行為） 

第３条 送迎用スペースを利用する者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる行為をし

てはならない。 

⑴ 規則で定める時間を超えて駐車すること。 

⑵ 送迎用スペース、送迎用スペースに附随する施設及び他の車両を損傷し、又は汚損すること。 

⑶ 他の車両の駐停車を妨げること。 

⑷ その他送迎用スペースの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。 

 （必要な施策の実施） 

第４条 本市は、送迎用スペースの管理に必要な施策を実施するとともに、前条に掲げる禁止行為

の防止に関して、市民、事業者及び観光旅行者その他の滞在者（以下「市民等」という。）の意

識の啓発に努めなければならない。 
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２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは送迎用スペースの利用を制限することが

できる。 

⑴ 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。 

⑵ 市長が送迎用スペースの補修その他の理

由により管理上支障があると認めるとき。 

 （監督処分） 

第５条 市長は、この条例の規定に違反した利

用者に対し、当該違反行為の中止、送迎用ス

ペース外への退去、原状回復又は車両の移動

を命じることができる。 

２ 市長は、この条例の規定に違反した車両の

所有者に対し、原状回復又は車両の移動を命

じることができる。 

 （損害賠償） 

第６条 送迎用スペース又は送迎用スペースに

附随する施設を損傷し、又は汚損した者は、

これを原状回復し、又は賠償しなければなら

ない。ただし、市長が特別の理由があると認

めたときは、この限りでない。 

 （過料） 

第７条 第５条の規定による市長の命令に違反

した者は、５万円以下の過料に処する。 

 （免責） 

第８条 送迎用スペース内において、天災、火

災、盗難及び衝突等により利用者及び第三者

が受けた損害に対しては、市はその責めを負

わない。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４６号 

 

亀岡市上下水道部の企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例（昭和４１年亀岡市条例第

３０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第２項中「前項の扶養親族とは」を

「扶養手当の支給については」に、「いう」を

「扶養親族とする」に改め、同項第２号中「及

び孫」を削り、同項中第５号を第６号とし、第

４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２

号の次に次の１号を加える。 

⑶ 満２２歳に達する日以後の最初の３月 

３１日までの間にある孫 

 第１２条の２を次のように改める。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１２条の２ 第４条に規定する職にある職員

（次項において「管理職員」という。）が臨

時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要

により週休日（勤務時間を割り振らない日を

いう。）又は休日等（次項において「週休日

等」という。）に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災

害への対処その他の臨時又は緊急の必要によ

り週休日等以外の日の午前０時から午前５時
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までの間であって正規の勤務時間以外の時間

に勤務した場合は、当該職員には、管理職員

特別勤務手当を支給する。 

 第１５条第６項中「、その者が退職の際勤務

していた当該地方公営企業の事業を同法第５条

第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年

齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、

同条第８項中「広域求職活動費」を「求職活動

支援費」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第１５条の改正規定は平成２９年１月１日から、

第５条の改正規定は平成２９年４月１日から施

行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４７号 

 

亀岡市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成６年亀岡市条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第８条の２第１項中「達するまでの子」の次

に「（民法（明治２９年法律第８９号）第  

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第 

１６４号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親

である職員に委託されている児童その他これら

に準ずる者として条例で定める者を含む。以下

この条において同じ。）」を加え、同条第４項

中「第１項及び前項」を「前３項」に、「第１

項中「小学校就学の始期に達するまでの子」の

次に「（民法（明治２９年法律第８９号）第 

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第 

１６４号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親

である職員に委託されている児童その他これら

に準ずる者として条例で定める者を含む。以下

この条において同じ。）」を加え、同項中「除

く。）が、規則で定めるところにより、当該子

を養育」とあるのは」を「除く。）が、規則で

定めるところにより、当該子を養育」とあり、

第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規

則で定めるところにより、当該子を養育」とあ

り、及び前項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは」に改め、

「「深夜に」の前に「第１項中」を加え、「前

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が、規則で定めるところにより、当該子

を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、
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規則で定めるところにより、当該要介護者を介

護」」を「第２項中「当該請求をした職員の業

務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である」とあるのは「公務の運営に支障が

ある」」に改める。 

 第１１条中「及び介護休暇」を「、介護休暇

及び介護時間」に改める。 

 第１５条第１項中「職員が」の次に「要介護

者（」を、「支障があるもの」の次に「をいう。

以下同じ。）」を、「介護をするため、」の次

に「任命権者が、規則の定めるところにより、

職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介

護を必要とする１の継続する状態ごとに、３回

を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲

内で指定する期間（以下「指定期間」とい

う。）内において」を加え、同条第２項中「前

項に規定する者の各々が同項に規定する介護を

必要とする１の継続する状態ごとに、連続する

６月の期間」を「指定期間」に改める。 

 第１５条の次に次の１条を加える。 

（介護時間） 

第１５条の２ 介護時間は、職員が要介護者の

介護をするため、要介護者の各々が当該介護

を必要とする１の継続する状態ごとに、連続

する３年の期間（当該要介護者に係る指定期

間と重複する期間を除く。）内において１日

の勤務時間の一部につき勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇とす

る。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内

において１日につき２時間を超えない範囲内

で必要と認められる時間とする。 

３ 介護時間については、給与条例第１４条の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間に

つき、同条例第２２条に規定する勤務時間１

時間当たりの給与額を減額する。 

 第１６条（見出しを含む。）中「及び介護休

暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年１月１日から

施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正前の亀岡市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例第１５条の規定により介護休

暇の承認を受けた職員であって、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）におい

て当該介護休暇の初日（以下この条において

単に「初日」という。）から起算して６月を

経過していないものの当該介護休暇に係る改

正後の亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例第１５条第１項に規定する指定期間に

ついては、任命権者は、規則の定めるところ

により、初日から当該職員の申出に基づく施

行日以後の日（初日から起算して６月を経過

する日までの日に限る。）までの期間を指定

するものとする。 

第３条 平成２９年１月１日から同年３月３１

日までの間は、第８条の２第１項中「第２号

に規定する養子縁組里親である職員に委託さ

れている児童」とあるのは、「第１項に規定

する里親である職員に委託されている児童の

うち、当該職員が養子縁組によって養親とな

ることを希望している者」とする。 

（亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 亀岡市上下水道部の企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例（昭和４１年亀岡

市条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１６条第２項中「又は介護休暇」を  

「、介護休暇又は介護時間」に改める。 

（亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部改正） 

第５条 亀岡市立病院の企業職員の給与の種類
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及び基準に関する条例（平成１５年亀岡市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条第２項中「又は介護休暇」を「、

介護休暇」に改め、「休暇をいう。）」の次

に「又は介護時間（当該職員が配偶者、父母、

子、配偶者の父母その他管理者が指定する者

で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定す

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものの介護をするため、連続する期間内に

おいて１日の勤務時間の一部につき勤務しな

いことが相当であると認められる場合におけ

る休暇をいう。）」を加える。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４８号 

 

職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年亀

岡市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第３号アを次のように改める。 

 その養育する子（育児休業法第２条

第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６箇月に達する日（第２

条の３第３号において「１歳６箇月到

達日」という。）までに、その任期

（任期が更新される場合にあっては、

更新後のもの）が満了すること及び特

定職に引き続き採用されないことが明

らかでない非常勤職員 

 第２条第３号イ中「次条第３号」を「第２条

の３第３号」に、「養育する子の１歳到達日」

を「養育する子が１歳に達する日（以下この号

及び同条において「１歳到達日」という。）」

に改める。 

 第２条の３を第２条の４とし、第２条の２第

３号中「当該子が１歳６箇月に達する日」を

「当該子の１歳６箇月到達日」に改め、同条を

第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加え

る。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める者は、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の４第２項に規定する養育

里親である職員（児童の親その他の同法第 

２７条第４項に規定する者の意に反するため、

同項の規定により、同法第６条の４第１項に

規定する里親であって養子縁組によって養親

となることを希望している者として当該児童

を委託することができない職員に限る。）に

同法第２７条第１項第３号の規定により委託

されている当該児童とする。 

 第３条第１号を次のように改める。 

⑴ 育児休業をしている職員が、産前の休業

を始め、又は出産したことにより、当該育

児休業の承認が効力を失った後、当該産前

の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合

に該当することとなったこと。 

ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居すること

となった場合 

 第３条第７号を第８号とし、同条第６号中

「第２条の２第３号」を「第２条の３第３号」

に改め、同号を第７号とし、第２号から第５号
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までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１

号を加える。 

⑵ 育児休業をしている職員が第５条に規定

する事由に該当したことにより当該育児休

業の承認が取り消された後、同条に規定す

る承認に係る子が次に掲げる場合に該当す

ることとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法（明治２９年法律第８９号）第 

８１７条の２第１項の規定による請求に

係る家事審判事件が終了した場合（特別

養子縁組の成立の審判が確定した場合を

除く。）又は養子縁組が成立しないまま

児童福祉法第２７条第１項第３号の規定

による措置が解除された場合 

 第１１条第１号を次のように改める。 

⑴ 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第

１項に規定する育児短時間勤務をいう。以

下同じ。）をしている職員が、産前の休業

を始め、又は出産したことにより、当該育

児短時間勤務の承認が効力を失った後、当

該産前の休業又は出産に係る子が第３条第

１号ア又はイに掲げる場合に該当すること

となったこと。 

 第１１条中第６号を第７号とし、第２号から

第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に

次の１号を加える。 

⑵ 育児短時間勤務をしている職員が、第 

１４条第１号に掲げる事由に該当したこと

により当該育児短時間勤務の承認が取り消

された後、同号に規定する承認に係る子が

第３条第２号ア又はイに掲げる場合に該当

することとなったこと。 

 第２０条第２項中「を承認されている」を

「又は勤務時間条例第１５条の２第１項の規定

による介護時間の承認を受けて勤務しない」に

改め、「当該育児時間」の次に「又は当該介護

時間の承認を受けて勤務しない時間」を加え、

同条第３項中「当該非常勤職員が育児時間を承

認されている」を「当該非常勤職員が育児時間

又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律

第７６号）第６１条第３２項において読み替え

て準用する同条第２９項の規定による介護をす

るための時間（以下「介護をするための時間」

という。）の承認を受けて勤務しない」に、

「当該育児時間を承認されている」を「当該育

児時間又は当該介護をするための時間の承認を

受けて勤務しない」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２９年１月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４９号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１６５」を
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「１００分の１７５」に改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１５０」を

「１００分の１５５」に、「１００分の  

１７５」を「１００分の１７０」に改める。 

 

   附 則 

 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２８年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２９年４月１日から施行

する。 

（期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基

づいて、平成２８年１２月１日からこの条例

の施行の日の前日までの間に支払われた期末

手当は、この条例による改正後の議会の議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規

定による期末手当の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市議会基本条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５０号 

 

亀岡市議会基本条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市議会基本条例（平成２２年亀岡市条例

第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「第５条」を「第５条の２」に改める。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

 （政策研究会） 

第５条の２ 議員は、特定の市政の課題につい

て会派を超えて共同して調査研究を行うため、

政策研究会を結成することができる。 

２ 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具

現化を図り、活動の成果を議会活動に反映す

るよう努めるものとする。 

 第１０条の２の見出し中「閉会中の」を削り、

同条中「議員は、閉会中に、市の一般事務につ

いて、議長の許可を得て」を「議会は、市長等

に対して、」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５１号 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市議会委員会条例（昭和４８年亀岡市条
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例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の見出し中「常任委員会の名称」の前

に「常任委員の所属、」を加え、同条中「環境

厚生常任委員会 ７人」を「環境厚生常任委員

会 ８人」に改め、同条を同条第２項とし、同

項の前に次の１項を加える。 

 議員は、少なくとも一の常任委員となるも

のとする。ただし、議長は、常任委員となら

ないものとする。 

 第３条中第２項を第３項とし、第１項の次に

次の１項を加える。 

２ 任期満了による常任委員の改選は、任期満

了の日前３０日以内に行うことができる。 

 第４条に次のただし書を加える。 

 ただし、任期満了による改選が任期満了の

日前に行われたときは、その改選による委員

の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から

起算する。 

 第７条第４項中「第３条第２項」を「第３条

第３項」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、改正前の亀岡市議会

委員会条例（以下「改正前の条例」とい

う。）の規定に基づく環境厚生常任委員会の

委員長、副委員長及び委員に選任されている

者は、それぞれ改正後の亀岡市議会委員会条

例（以下「改正後の条例」という。）の規定

に基づく環境厚生常任委員会の委員長、副委

員長及び委員として引き続き在任するものと

し、その任期は、改正前の条例の規定に基づ

く常任委員会の委員長、副委員長及び委員の

残任期間とする。 

３ この条例の施行の際、改正前の条例の規定

に基づく環境厚生常任委員会において継続審

査及び調査中の事件は、改正後の条例の規定

に基づく環境厚生常任委員会に付議された継

続事件とみなす。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市税条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３２号 

 

亀岡市税条例施行規則の一部を改

正する規則 

 

 亀岡市税条例施行規則（昭和６０年亀岡市規

則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別記第９号様式、別記第９号の２様式、別記

第３５号様式及び別記第３５号の２様式を次の

ように改める。 
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第９号様式（第４条関係） 

 

 
亀 岡 市  

個 人
  市 民 税 

     府 民 税 

領 収 証 書 ○公  

  亀 岡 市
個 人

  市 民 税

     府 民 税

納  入  書 ○公

亀 岡 市  
個 人

  市 民 税

     府 民 税

納入 済通 知書 ○公
市 区 町 村 コ ー ド    市 区 町 村 コ ー ド 市 区 町 村 コ ー ド  
2 6 2 0 6 4    2 6 2 0 6 4 2 6 2 0 6 4  
    
口 座 番 号 加 入 者 名   口 座 番 号 加 入 者 名 口 座 番 号 加 入 者 名

01080－7－960054 亀岡市会計管理者   01080－7－960054 亀岡市会計管理者 01080－7－960054 亀岡市会計管理者

     年   月分 
指 定 番 号   

     年   月分
指 定 番 号 

     年   月分 
指 定 番 号 

    

納 

入 

金 

額 

給 与 分 
(一括徴収 
分を含む。） 

億 千 百 十 万 千 百 十 円   

納 

入 

金 

額 

給 与 分
(一括徴収
分を含む。）

億 千 百 十 万 千 百 十 円

納 

入 

金 

額 

給 与 分
(一括徴収
分を含む。）

億 千 百 十 万 千 百 十 円

退職所得分           退職所得分 退職所得分        

延 滞 金           延 滞 金 延 滞 金        

督促手数料           督促手数料 督促手数料        

合 計 額           合 計 額 合 計 額        

納 期 限        年  月  日   納 期 限        年  月  日 納 期 限        年  月  日 

(特別徴収義務者） 

住所又は 〒 

所 在 地 

氏名又は 

名  称 様 

  (特別徴収義務者）

住所又は 〒 

所 在 地 

氏名又は 

名  称 

(特別徴収義務者） 

住所又は 〒 

所 在 地 

氏名又は 

名  称 納

上記のとおり領収しました。 
領

収

日

付

印

   上記のとおり納入します。 
領

収

日

付

印

 取 り ま と め 局 
領

収

日

付

印

 

※ 

 日 付 

口
 

円
上記のとおり通知します。 

     （取りまとめ店） 

受付店→京都銀行亀岡支店 

         →亀岡市  

      （納 入 者 保 管）   ※印は郵便官署におい

 て使用する欄です。
(金融機関又は郵便局保管) （亀 岡 市 保 管）

 

 

 
市  民  税

 納 入 申 告 書
 

府  民  税 

 

（宛先）亀岡市長 

 

       年    月    日提出 

（受 付 印）  

        年    月分 

人員 人

 

退 職 手 当 等 

支 払 金 額 

億 千 百 十 万 千 百 十 円  

特別 

徴収 

税額 

市 民 税 

        

府 民 税 

        

特
別
徴
収
義
務
者 

住 所 又 は 
所 在 地 

〒  

氏 名 又 は 
名 称 

㊞

 

法人番号又は 
個 人 番 号 

           

 地方税法第 50 条の 5 及び第 328 条の 5 第 2 項の 

規定により上記のとおり分離課税に係る所得割の納入

について申告します。 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 44 

第８６４号平成２９年１月１６日発行 

第９号の２様式（第４条関係） 

 

       市府民税 
京都府亀岡市      領収証書 ○公 
       特別徴収 

 
京都府 市府民税 
        納入書○公亀岡市 特別徴収

振替の請求
に使用する欄

払出口座番号
 

払出請求人印
 

       市府民税 
京都府亀岡市      納入済通知書 ○公 
      特別徴収 

市区町村コード 口座番号 加入者名  市区町村コード 口座番号 加入者名 市区町村コード 口座番号 加入者名 

2 6 2 0 6 4 01080-7-960054 亀岡市会計管理者 
 

2 6 2 0 6 4 01080-7-960054 亀岡市会計管理者 2 6 2 0 6 4 01080-7-960054 亀岡市会計管理者

     01   

月別 

    年  月分 

指 定 番 号 納入金額⑴  円  月別    月分 指 定 番 号 納入金額⑴  円 月別    月分 指 定 番 号 納入金額⑴  円

   

   年 

 

   年 

 

 納入すべき金額が右の

納入金額⑴の欄の金額と

異なる場合のみ、納入金

額⑴の欄を横線で抹消

し、納入金額⑵の欄に記

入してください。 
納 

 

入 
 

金 
 

額 
 

⑵

給与分 

一括徴収 
分を含む 

億千百十万千百十円 

.  .

  納入すべき金額が右の

納入金額⑴の欄の金額と

異なる場合のみ、納入金

額⑴の欄を横線で抹消

し、納入金額⑵の欄に記

入してください。 
納 

 

入 
 

金 
 

額 
 

⑵

給与分

一括徴収
分を含む

億千百十万千百十円

.  .

納 
 

入 
 

金 
 

額 
 

⑵

給与分 

一括徴収 
分を含む 

億千百十万千百十円 

.  . 
 納入すべき金額が右の

納入金額⑴の欄の金額と

異なる場合のみ、納入金

額⑴の欄を横線で抹消

し、納入金額⑵の欄に記

入してください。 

退 職 

所得分 

 

.  . 

 
退 職

所得分

 

.  . 

退 職 

所得分 

 

.  . 

延滞金 

 
 

.  . 

 

延滞金  

.  . 
延滞金 

 
 

.  . 

納期限   年 月 日 
督 促 

手数料 

 

.  . 

 
納期限   年 月 日

督 促

手数料 .  . 
納期限   年 月 日

督 促 

手数料 

 

.  . 
 

合計額 

 

.  . 

 ※ 

 日計 
      口

合計額
.  . 

取 り ま と め 局

合計額 

 

.  . 
      円

※印は郵便官署において

使用する欄です。 

(特別徴収義務者) 

住 所 

又 は 

所在地 

氏 名 

又 は 

名 称               様 

領

収

日

付

印

  
領

収

日

付

印

 (特別徴収義務者) 

住 所 

又 は 

所在地 

氏 名 

又 は 

名 称                納

領

収

日

付

印

(特別徴収義務者) 

住 所 

又 は 

所在地 

氏 名 

又 は 

名 称                納 

  上記のとおり領収しました。 （納入者保管）    上記のとおり納入します。 （金融機関又は郵便局保管） 上記のとおり通知します。(受付店→京都銀行亀岡支店→亀岡市)(亀岡市保管）

 

 

 

 
市 民 税

 納 入 申 告 書
 

府 民 税 
  

⦿｢納入済通知書｣は、直接機械に読み取らせますので、汚したり折り

 曲げたりしないでください。裏面の｢納入申告書｣についても同様の

 取扱いをお願いします。 

 

⦿納入金額⑵の欄等に記入される場合は、下記の標準字体にならっ

 て枠からはみ出さないよう大きめのアラビア数字で明瞭に記入し

 てください。 

 

 

 

 

 

 

   標準字体  

  

 

 

 納入場所 

 

亀岡市役所 

亀岡市指定金融機関 

亀岡市指定代理金融機関 

亀岡市収納代理金融機関 

 なお郵便局をご利用の際は別添の指定通知書

を提出のうえ納入してください。 

 （宛先）亀岡市長 

 

     年  月  日 提出 

 

  

 
       年  月分 人員 

人
  

退職手当等支払金額 
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  

特 別 徴 

収 税 額 

市 民 税 
            

府 民 税 
            

 地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記のとおり 
分離課税に関する所得割の納入について申告します。 

 

退職手当等に関する分離課税の所得税の納入申告に 

ついては、左の｢納入申告書｣に所定の事項を必ず記 

入してください。 

 

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

住所又は 

所 在 地 

〒 (受付印) 
  

氏名又は 

名  称 
               印 

  

法人番号又は 

個人番号 
              

 

2 3 4 5 6 87 9 01

262064

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金 

額
欄
に
￥
記
号
は
記
入
し 

な
い
で
く
だ
さ
い
。 
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第
３
５
号
様
式
（
第
１
９
条
関
係
）
 

（
表
）
 

 
 

 
 

年
度

 
市
 民

 税
 

申
告
書
(
 
 
年

 
月
 

日
～
 

 
年
 

月
 
日
)
 

 
 

 
 

 
 

 
府
 民

 税
 

 
 
（

宛
先
）
亀

岡
市
長

 

 
 

 
 
 

○審
 
○再

 

生
 
年
 

月
 
日

 
 

整
 
理

 
番
 
号

 
 

 
 

受
付
日

付
印

 

現
住

所
  

職
 
業

 
 

勤
務
先

１
月

１
日

現
在
 

の
住

所
  

電
話
番
号

 
勤
務
先
･自

宅
･携

帯
  

フ
リ

ガ
ナ

  
個
人
番
号

 
(マ

イ
ナ
ン
バ
ー
) 

 
 

 
 

 
 

 
提
出
年

月
日

 
氏

名
 

㊞
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
生

年
月

日
 明

・
大

・
昭

・
平

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
世

帯
主
の

氏
名

  
世
帯
主
と
の
続
柄

３
 
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
に
関
す
る
事
項
 

雑
損

控
除

 損
害

金
額

※
①

 保
険

金
な

ど
で

 
補

填
さ

れ
る

金
額

 差
引

損
失

額
の

う
ち

災
害

 
関

連
支

出
の

金
額

 

円
 

円
 

円
 

医
療

費
控

除
 
支

払
っ
た

医
療

費
※
①

 
保

険
金

な
ど

で
 

補
填

さ
れ

る
金

額
 総

所
得

金
額

等
の

合
計

額
×

５
％

と
 

１
０

万
円
の

い
ず
れ

か
少
な

い
方
の

金
額
 

円
 

円
 

円
 

社
会
保

険
料
控
除

 
（
支
払
っ
た
保
険
料
）
 

国
民
健
康

保
険

 
円
 国

民
年
金

※
①

 
円
 

介
護
保
険

 
円
 （

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

）
 

円
 

小
規

模
企

業
共

済
 

等
掛

金
控

除
※

①
 第

１
種

共
済

掛
金

と
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

掛
金

及
び
 

確
定

拠
出

年
金

法
に

規
定

す
る

個
人

型
年

金
掛

金
の

合
計

額
  

円
 

生
命
保
険

料
控
除

 
（
支
払
っ
た
保
険
料
）
 新

生
命
保

険
料
 

 ※
①

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

 旧
生
命
保

険
料
 

 
※
①

 

円
 

新
個
人
年

金
保
険

料
 
 
※
①

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

 旧
個
人
年

金
保
険

料
 

 
※

①
 

円
 

介
護
医
療

保
険
料

  
※

①
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

  

地
震
保
険

料
控
除

 
（
支
払
っ
た
保
険
料
）
 地

震
保
険

料
 
 
※
①

 

円
 旧

長
期
損

害
保
険

料
 

 
※

①
 

円
 

寡
婦

（
寡

夫
）
、

 
勤

労
学

生
控

除
 

〈
本

人
の

み
〉

 

□
寡
婦
(
寡
夫

)控
除

 
 
□
死
別

 □
生

死
不
明
 
□
離

婚
 
□
未

帰
還

 
 
（
 
 

年
 
 

月
 
 

日
）

 

□
勤
労

学
生
控
除

 
(
学
校

名
)
 

障
害

者
控

除
 

氏
 
名

 
 

障
害
の
程

度
 

級
 

度
 

個
人
番
号

 
 

 
 

氏
 
名

 
 

障
害
の
程

度
 

級
 

度
 

個
人
番
号

 
 

 
 

配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
 

特
別

控
除
 

配
偶
者
の

 
氏
 
名

 
 

生
年
月

日
 

・
 
 
・

 

配
偶
者
の

合
計
所

得
金
額

 
円
 

個
人
番
号

 
 

 

扶  養  控  除

氏
 
名

 
 

生
年
月
日

 
・
 
・
 

続
 

柄
 

 

個
人
番

号
 
 

居
 
住

 
同
居
□
別
居
□
 

控
除

額
 

万
円
 

氏
 
名

 
 

生
年
月
日

 
・
 
・
 

続
 

柄
 

 

個
人
番

号
 
 

居
 
住

 
同
居
□
別
居
□
 

控
除

額
 

万
円
 

氏
 
名

 
 

生
年
月
日

 
・
 
・
 

続
 

柄
 

 

個
人
番

号
 
 

居
 
住

 
同
居
□
別
居
□
 

控
除

額
 

万
円
 

16 歳 未 満 の 扶 養 親 族 

（ 控 除 対 象 外 ） 

氏
 
名

 
 

生
年
月
日

 
・
 
・
 

続
 

柄
 

 

個
人
番

号
 
 

居
 
住

 
同
居
□
別
居
□
 

控
除

額
 

 

氏
 
名

 
 

生
年
月
日

 
・
 
・
 

続
 

柄
 

 

個
人
番

号
 
 

居
 
住

 
同
居
□
別
居
□
 

控
除

額
 

 

氏
 
名

 
 

生
年
月
日

 
・
 
・
 

続
 

柄
 

 

個
人
番

号
 
 

居
 
住

 
同
居
□
別
居
□
 

控
除

額
 

 

控
除
対
象
外
で
す
が
、
非
課
税
限
度
額
の
判
定
に
必
要
に
な
り
ま
す
。
 

別
居
の
扶
養
親
族
等
が
い
る
場
合
に
は
、
裏
面
｢1
2｣
に
氏
名
及
び
住
所
を
記
入
し
て
 

く
だ
さ
い
。
 

扶
養
控
除

 
額
の
合
計

 

万
円
 

▼
以
下
は

、
記
入

し
な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

控
 
対
 
配

 
扶
 養

 人
 数

 
年  少 

扶
養

障
害

 
本

人
該
当

欄
 

一 般 

老 人 

専 従 

特 定 

老 人 

 
一 般 

そ の 他 

特 別 

 
本

人
障

害
 

寡
婦

 
寡 夫 

未 成 年 者 

勤 労 学 生 

同 居 

同 居 

そ の 他 

特 別 

一 般 

特 別 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

裏
面
に
も

記
載

す
る
欄
が

あ
り
ま

す
の
で

ご
注
意
く
だ

さ
い
。

 

70
6 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
（

単
位
は
円

）
 

１ 収 入 金 額 等 

事 業 

営
業

等
  

 
 

 事 業 又 は 不 動 産 所 得 の あ る 方 は 収 支 内 訳 書 を 添 付 し て く だ さ い 。 

農
業

  
 

 

不
動

産
  

 
 

配
当
  

 
 

給
与
  

 
 

雑 

公
的

年
金

等
  

 
 

そ
の

他
  

 
 

総 合
譲 渡

短
期

  
 

 

長
期

  
 

 

一
時
  

 
 

２ 所 得 金 額 

事 業

営
業

等
  

 
 

農
業

  
 

 

不
動

産
  

 
 

配
当
  

 
 

給
与
  

 
 

雑
 

 
 

 

総
合

譲
渡

・
一

時
 

 
＋

{
(
 

＋
 

)
×

1
/
2
｝
  

 
 

合
計
 

（
所
得
の
な
い
場
合
は
0と

記
入
）
 

 
 

 

４ 所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額 

雑
損

控
除
  

 
 

医
療

費
控

除
  

 
 

社
会

保
険

料
控

除
  

 
 

小
規

模
企

業
共

済
等
 

掛
金

控
除
  

 
 

生
命

保
険

料
控

除
 
ア
 
 

 

地
震

保
険

料
控

除
 
イ
 
 

 

寡
婦

（
寡

夫
）

控
除

 
ウ
 
 

 

勤
労

学
生

、
障

害
者

控
除
 
エ
 
 

 

配
偶

者
控

除
 
オ
 
 

 

配
偶

者
特

別
控

除
 

 
 

 

扶
養

控
除
 
カ
 
 

 

基
礎

控
除
 
キ
 
 

 
３

３
０

０
０

０

合
計
 
ク
 
 

 

５
 
給
与
・
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
( 

 
年
4月

1日
お
い
て
65

歳
未
満
の
方
は
給
与
所
得
以
外
)の

市
民
税
・
府
民
税
の
納
税
方
法

 

□
給
与
か

ら
差
引

き
(特

別
徴
収
)
 
□
自

分
で
納

付
(
普
通
徴

収
)
 

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
、
｢市

民
税
・
府
民
税
申
告
書
(分

離
課
税
等
用
)｣
を
あ
わ
せ
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

寄
附
金
 
□
あ

り
 
□
な
し

 
※
あ
り
の
方
は
詳
細
を
裏
面
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
※
①

▼
以
下

は
、
記
入

し
な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

7
 
0
 
1
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 
9
 
6
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

居
住
開
始
年
月
日
  

70
2 

03
7 

70
5 

70
3 

04
1 

07
9 

04
0 

60
1 

60
2 

60
3 

70
1 

09
6 

60
6 

00
9 

50
6 

50
7 

60
5 

00
1 

00
2 

00
4 

00
6 

00
7 

00
8 

50
3 

11
2 

00
9 

50
6 

50
7 

01
4 

01
3 

01
2 

01
1 

50
4 

○ 所 得 税 の 確 定 申 告 書 を 提 出 し た 人 は 、 市 ・ 府 民 税 の 申 告 書 を 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。 ※ ① 領 収 書 、 支 払 証 明 書 等 の 添 付 が 必 要 と な り ま す 。 

（
裏

）
 

６
 

給
与

所
得

の
内

訳
 

 
７

 
事
業

・
不

動
産

所
得
に

関
す

る
事

項
 

月
 

日
 
 

 
給

 
勤
務

日
数

 
月
 

 
 

 
収

 
取

得
の

種
類

 
所
得

の
生

ず
る
場

所
 

収
 
入
 
金

 額
 

必
 要

 
経

 
費

青
色

申
告
特

別
控

除

1
 

円
  

円
  

 
 

円
 

円
円

2
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
 
 

 
 

 
８

 
配
当

所
得

に
関

す
る
事

項
 

8
 
 

 
 

 
配

当
所

得
 

の
種

類
 

所
得

の
生

ず
る
場

所
 

支
払

確
定

年
月

 
収

 入
 
金

 
額

必
 
要

 経
 
費

9
 
 

 
 

 
 

 
・

 
円

円

1
0
 
 

 
 

 
 

 
・

 
 

 

1
1
 
 

 
 

 
 

 
・

 
 

 

1
2
 
 

 
 

 
 

 
・

 
国

外
株

式
等

に
係

る
外

国
所

得
税

額
 

賞
 
 

与
 

 
等

 
円

  
９

 
雑
所

得
（

公
的

年
金
等

以
外

）
に

関
す
る

事
項

 

合
 
 

 
 

 
計

 
 

 
種
 

目
 

所
得

の
生

ず
る
場

所
 

収
 
入

 
金

 
額

 
必
 

要
 

経
 

費
 

勤
務

先
所

在
地

  
 

 
 

円
 

円

勤
務

先
名

  
 

 
 

 
 

電
話

番
号

  
 

 
 

 
 

１
０

 
総

合
譲

渡
・

一
時
所

得
の

所
得

金
額
に

関
す

る
事

項
 

 
収
 

入
 

金
 

額
 

必
 

要
 

経
 
費

 
差

 
 

引
 

 
金
 

 
額
 

（
収

入
金

額
－

必
要

経
費

）
 

特
別

控
除

額
 

所
得

金
額

（
差

引
金

額
－
特
別

控
除

額
）

総
合
譲

渡
 

短
 
期

 
円

 
円

 
円

  
イ

 
 

 
 

 
 
 

 
 

円

長
 
期

 
 

 
 

 
ロ

一
 
 

 
 

 
時

 
 

 
 

 
ハ

右
上

の
イ

の
金

額
を

表
面

の
 

に
、

ロ
の

金
額

を
表

面
の

 
に

、
ハ

の
金

額
を

表
面

の
 

に
記

入
し

て
 

く
だ

さ
い

。
 

右
の

ニ
の

金
額

を
表

面
の

 
の

所
得

金
額

欄
へ

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

ニ
 

合
計

イ
＋
[
(
ロ
＋

ハ
)
×

１
／

２
]
 

 

 
 

 

１
１

 
事

業
専

従
者

に
関
す

る
事

項
 

 

１
３
 
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額

 
 
 
の
控
除
に
関
す
る
事
項
 

氏
 
 

 
 

名
 

個
人

番
号

 
続
柄

生
年
月

日
 

従
事

月
数

 
専

従
者

給
与
 

（
控

除
）

額
 

 

 
 

 
・

 
・

 
 

円
  

 
特
定

配
当

等
に
係

る
所

得
金
額

、
特

定
株
式

等
譲
渡

所
得

金
額
を

総
所

得
金
額

に
含

め
、
配

当
割

額
又
は

株
式
等

譲
渡

所
得
割

額
の

控
除
を

受
け

よ
う
と

す
る

場
合
は

、
下
の

各
欄

に
配
当

割
額

及
び
株

式
等

譲
渡
所

得
割

額
を
書

き
入
れ

て
く

だ
さ
い

。
 

 
 

 
・

 
・

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
 

 
 

 
 

合
 

 
 

 
計
 

 
 

 
額

 
 

 

 
 

所
得

税
に

お
け

る
青

色
申

告
の

 
承

認
の

有
・

無
 

有
 
・
 
無

 
 
配

当
割

額
控

除
額
  

円

１
２

 
別

居
の

扶
養

親
族
等

に
関

す
る

事
項
 

 
株

式
等

譲
渡

所
得

割
額

控
除

額
  

 

１
４
 

寄
附

金
に

関
す
る

事
項

 
氏

 
 

 
 

名
 

個
人

番
号

 
生
年

月
日

住
 
 

 
 
所

 
都

道
府

県
、

市
区

町
村

へ
 

寄
附

し
た

金
額

 
円

 
 

・
 
・

 
  
京
都

府
共

同
募

金
会

、
日

本
赤

十
字

社
京

都
府

支
部

へ
 

寄
附

し
た

金
額

 

 
 

 
・

 
・

 
 

 
 

・
 
・

 
 
条

例
で

指
定

 
さ

れ
た

寄
附

金
 

を
支

出
し

た
場

合
 京

都
府
条

 
例
指

定
分

 
 

 

 
 

・
 
・

 
 

亀
岡

市
条

 
例
指

定
分

 
 

 

１
５

 
事

業
税

に
関

す
る
事

項
 

 
 

非
課

税
所

得
・

旧
非

課
 

税
事

業
の

所
得

な
ど
 

円
 損

益
通
算

の
特

例
 

適
用

前
の

不
動

産
 

円
 事

業
用

資
産

の
 

譲
渡

損
失

な
ど

 資
産
の
種
類
 

損
失
額
・
被
災
損
失
額
（
白
）

 
円

開
廃

業
年

月
日

  
 
年

 
 

月
 

 
日

 
開

・
廃

 
事
業

所
等

所
在

地
  

□
 

他
都

道
府
県

の
事

務
所

等
 

１
６

 
前

年
中

に
所

得
の
な

か
っ

た
人

の
記
入

欄
（

該
当

番
号

に
○

を
し

て
記
入

し
て

く
だ

さ
い
）

 
１
．

学
生

（
 
 

年
 

 
月

 
 

日
現

在
）

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

校
 

 
 
 

 
 

学
部

 
 
 

 
 

 
学

科
 

４
．

扶
養

さ
れ

て
い

た
 

そ
の
人

の
氏

名
 

 
 

そ
の

人
の

住
所

 

２
．

生
活

保
護
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
～

 
 

 
 

年
 
 

月
 

 
日

 
５
．

非
課

税
年

金
を

受
給

し
て
い

た
（

老
齢

福
祉
年

金
・

遺
族

年
金

・
母
子
年

金
・

 
 

障
害

年
金

・
傷

病
年

金
等
）

収
入

金
額

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 円

３
．

失
業

中
（

無
職

期
間

）
 
 

年
 
 

月
 

 
日

～
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
（

雇
用

保
険

受
給

期
間
）
 
 

年
 
 

月
 

 
日

～
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

６
．

そ
の

他
昨

年
の

生
活

状
況

 

１
７
 
住
所
が
亀
岡
市
外
に
あ
る
方
で
、
市
内
に
家
屋
敷
 

 
 
（
事
業
所
）
を
有
す
る
方
の
申
告
欄
 

市
内
に

住
所
が

な
く

事
務

所
・

事
業
所
又

は
家
屋

 
敷

を
有

す
る
人

(
該

当
を

○
で
囲

ん
で

く
だ

さ
い
)
 

事
務
所

 
事

業
所

 
家

屋
敷

 

前
年

の
所

得
金

額
 

円

 

08
8

08
9

08
7

08
6

00
9 

50
6 

50
7 

50
3 

04
6

04
7

源 泉 徴 収 票 、 各 保 険 料 の 支 払 証 明 書 、 寄 附 金 の 領 収 書 等 申 告 に 必 要 な 書 類 は 、 こ こ に 貼 っ て く だ さ い 。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別記第３５号様式及び別記第３５号の２様式については、平成２９年度の市民税及び

府民税の課税分から適用する。 

 

「掲示済」 

 

第３５号の２様式（第１９条関係） 

  
               

年度分
 市民税 

申告書（分離課税等用）
 

                   府民税 
 

 

フリガナ  生 年 月 日       

氏  名  ・  ・      
 

２ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項      
 

区分 所得の生ずる場所 必要経費 
差引金額 

(収入金額－必要経費)
特別控除額

１ 

収 

入 
金 
額 

短
期
譲
渡 

一 般 用 サ
円 

こ
の
申
告
書
（
分
離
課
税
等
用
）
は
、
市
民
税
・
府
民
税
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

  
円 円 円

軽 減 分 シ  

     
長
期
譲
渡 

一 般 の 譲 渡 ス  

     
優良住宅地等
に 係 る 譲 渡

セ  

     
居住用財産の
譲 渡

ソ  

     株
式
等

の
譲
渡

未 公 開 分 タ  

     上 場 分 チ  

   
特例適用 
条  文 

  上場株式等の配当 ツ  

３ 株式等の譲渡等・先物取引に係る所得に関する事項 先 物 取 引 テ  

所得の種類 種   目 必要経費 

５ 

所 

得 

金 

額 

短
期
譲
渡

一 般 用 052
円 

 事業 譲渡 雑 
円

軽 減 分 053  

 事業 譲渡 雑  
長
期
譲
渡 

一 般 の 譲 渡 054  

 事業 譲渡 雑  
優良住宅地等

に 係 る 譲 渡
056  

 特例適用条文  
居住用財産等

の 譲 渡
063  

４ 上場株式等の配当所得に関する事項 株
式
等

の
譲
渡

未 公 開 分 050  

所得の生ずる場所 支払確定年月 収入金額 必要経費 上 場 分 077  

 ・ 
円 円

上場株式等の配当 061  

 ・   先 物 取 引 076  

 ・        
 

６ 特定支出控除の適用がある場合の給与所得に関する事項      
 

A 給与収入金額 
B 特定支出の金額の 
  合計額 

所得金額（A－B） 
(ただし赤字の場合は 0)

     
 

円 円 円
     

 

７ 山林所得・退職所得に関する事項      
 

山 林 

A 収入金額 B 必要経費 C 特別控除額 D 青色申告特別控除額   所得金額 

（A－B－C－D） 

 

円 円 円 円 円  

退 職 

A 収入金額 勤続年数 
普通 の別
障害 

B 退職所得控除額 C 差引（A－B） 所得金額（C×1/2） 
 

円      年 
( 年 月間) 

□ 普 通 
□ 障 害 

円 円 円  

 

057
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市臨時的任用職員取扱規則及び亀岡市非

常勤職員取扱規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３３号 

 

亀岡市臨時的任用職員取扱規則及

び亀岡市非常勤職員取扱規則の一

部を改正する規則 

 

（亀岡市臨時的任用職員取扱規則の一部改正） 

第１条 亀岡市臨時的任用職員取扱規則（平成

８年亀岡市規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２２条第１項第３号中「達しない子」の

次に「（一般職の職員の勤務時間、休暇等に

関する法律（平成６年法律第３３号）第６条

第４項第１号において子に含まれるものとさ

れる者を含む。第６号を除き、以下同

じ。）」を、「期間」の次に「（男子の臨時

的任用職員にあっては、その子の当該臨時的

任用職員以外の親（当該子について民法（明

治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１

項の規定により特別養子縁組の成立について

家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家

事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって当該子を現に監護するもの又

は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号の規定により当該子を

委託されている同法第６条の４第１項に規定

する里親であって、養子縁組によって養親と

なることを希望している者若しくは同条第２

項に規定する養育里親である者（同法第２７

条第４項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、養子縁組によって養親とな

ることを希望している者として委託すること

ができない者に限る。）を含む。）が当該臨

時的任用職員がこの号の休暇を使用しようと

する日におけるこの号の休暇（これに相当す

る休暇を含む。）を承認され、又は労働基準

法（昭和２２年法律第４９号）第６７条の規

定により同日における育児時間を請求した場

合は、１日２回それぞれ３０分から当該承認

又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた

期間を超えない期間）」を加える。 

 （亀岡市非常勤職員取扱規則の一部改正） 

第２条 亀岡市非常勤職員取扱規則（平成８年

亀岡市規則第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１９条第１項第３号中「達しない子」の

次に「（一般職の職員の勤務時間、休暇等に

関する法律（平成６年法律第３３号）第６条

第４項第１号において子に含まれるものとさ

れる者を含む。第６号を除き、以下同

じ。）」を、「期間」の次に「（男子の非常

勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員

以外の親（当該子について民法（明治２９年

法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定

により特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者（当該請求に係る家事審判事

件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あって当該子を現に監護するもの又は児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条

第１項第３号の規定により当該子を委託され

ている同法第６条の４第１項に規定する里親

であって、養子縁組によって養親となること

を希望している者若しくは同条第２項に規定

する養育里親である者（同法第２７条第４項

に規定する者の意に反するため、同項の規定

により、養子縁組によって養親となることを

希望している者として委託することができな

い者に限る。）を含む。）が当該非常勤職員
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がこの号の休暇を使用しようとする日におけ

るこの号の休暇（これに相当する休暇を含

む。）を承認され、又は労働基準法（昭和 

２２年法律第４９号）第６７条の規定により

同日における育児時間を請求した場合は、１

日２回それぞれ３０分から当該承認又は請求

に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超

えない期間）」を加える。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年１月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３４号 

 

亀岡市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

施行規則（平成２１年亀岡市規則第７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第２０条第１項中「であって職員と同居して

いるもの」を「（第２号に掲げる者にあっては、

職員と同居しているものに限る。）」に改め、

同条第３項及び第４項を次のように改める。 

３ 条例第１５条第１項の規則で定める職員の

申出は、同項に規定する指定期間（以下「指

定期間」という。）の指定を希望する期間の

初日及び末日を任命権者に申し出て行わなけ

ればならない。 

４ 任命権者は、前項の規定による指定期間の

指定の申出があった場合には、当該申出によ

る期間の初日から末日までの期間（第７項に

おいて「申出の期間」という。）の指定期間

を指定するものとする。 

 第２０条に次の４項を加える。 

５ 職員は、第３項の申出に基づき前項若しく

は第７項の規定により指定された指定期間を

延長して指定すること又は当該指定期間若し

くはこの項の申出（短縮の指定の申出に限

る。）に基づき次項若しくは第７項の規定に

より指定された指定期間を短縮して指定する

ことを申し出ることができる。この場合にお

いては、改めて指定期間として指定すること

を希望する期間の末日を任命権者に申し出な

ければならない。 

６ 任命権者は、職員から前項の規定による指

定期間の延長又は短縮の指定の申出があった

場合には、第４項、この項又は次項の規定に

より指定された指定期間の初日から当該申出

に係る末日までの期間の指定期間を指定する

ものとする。 

７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、任命

権者は、それぞれ、申出の期間又は第３項の

申出に基づき第４項若しくはこの項の規定に

より指定された指定期間の末日の翌日から第

５項の規定による指定期間の延長の指定の申

出があった場合の当該申出に係る末日までの

期間（以下この項において「延長申出の期

間」という。）の全期間にわたり第２３条た

だし書の規定により介護休暇を承認できない
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ことが明らかである場合は、当該期間を指定

期間として指定しないものとし、申出の期間

又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただ

し書の規定により介護休暇を承認できないこ

とが明らかな日である場合は、これらの期間

から当該日を除いた期間について指定期間を

指定するものとする。 

８ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、１

月に満たない期間は、３０日をもって１月と

する。 

 第２０条の次に次の２条を加える。 

第２０条の２ 介護休暇の単位は、１日又は１

時間とする。 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通

じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻

まで連続した４時間（当該介護休暇と要介護

者を異にする介護時間の承認を受けて勤務し

ない時間がある日については、当該４時間か

ら当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間）を超えない範囲内の時間と

する。 

 （介護時間） 

第２０条の３ 介護時間の単位は、３０分とす

る。 

２ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から

連続し、又は終業の時刻まで連続した２時間

（条例第１４条第１項の規定による育児時間

の承認を受けて勤務しない時間がある日につ

いては、当該２時間から当該育児時間の承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超

えない範囲内の時間とする。 

 第２３条の見出し中「介護休暇」の次に「及

び介護時間」を加え、同条中「介護休暇」の次

に「又は介護時間」を、「第１５条第１項」の

次に「又は第１５条の２第１項」を加える。 

 第２４条第２項中「又は介護休暇」を「、介

護休暇又は介護時間」に改める。 

 第２５条の見出し中「介護休暇」の次に「及

び介護時間」を加え、同条第１項中「介護休

暇」の次に「又は介護時間」を、「介護休暇申

請書」の次に「又は介護時間申請書」を加え、

同条第２項中「前項の」の次に「介護休暇の承

認を受けようとする」を加え、「条例第１５条

第２項に規定する介護を必要とする一の継続す

る状態」を「１回の指定期間」に改め、「期

間」の次に「（当該指定期間が２週間未満であ

る場合その他の市長が定める場合には、市長が

定める期間）」を加える。 



 
亀 岡 市 公 報 

 50 

第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 別表第２中 

「 

８ 育児時間 生後満１年に達しない
子を育てる職員が、そ
の子の保育のために必
要と認められる授乳等
を行う場合 

１日２回それぞれ３０分以内の期間（男性職員
にあっては、その子の当該職員以外の親が当該
職員がこの項の休暇を使用しようとする日にお
けるこの項の休暇（これに相当する休暇を含
む。）を承認され、又は労働基準法第６７条の
規定により同日における育児時間を請求した場
合は、１日２回それぞれ３０分から当該承認又
は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間
を超えない期間） 

                                          」 

を 

「 

８ 育児時間 生後満１年に達しない

子を育てる職員が、そ

の子の保育のために必

要と認められる授乳等

を行う場合 

１日２回それぞれ３０分以内の期間（男性職員

にあっては、その子の当該職員以外の親（当該

子について民法（昭和２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって当該子を現に監護す

るもの又は児童福祉法第２７条第１項第３号の

規定により当該子を委託されている同法第６条

の４第１項に規定する里親であって、養子縁組

によって養親となることを希望している者若し

くは同条第２項に規定する養育里親である者

（同法第２７条第４項に規定する者の意に反す

るため、同項の規定により、養子縁組によって

養親となることを希望している者として委託す

ることができない者に限る。）を含む。）が当

該職員がこの項の休暇を使用しようとする日に

おけるこの項の休暇（これに相当する休暇を含

む。）を承認され、又は労働基準法第６７条の

規定により同日における育児時間を請求した場

合は、１日２回それぞれ３０分から当該承認又

は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間

を超えない期間） 

                                          」 

に、 
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「 

１２ 短期介

護休暇 

条例第１５条第１項で

規定する日常生活を営

むのに支障がある者

（以下この項において

「 要 介 護 者 」 と い

う。）の介護その他の

世話（通院等の付き添

い、介護サービスの提

供を受けるために必要

な手続の代行等）を行

う職員が、当該世話を

行うため勤務しないこ

とが相当であると認め

られる場合 

１の年度において５日（要介護者が２人以上の

場合にあっては、１０日）以内の期間 

                                          」 

を 

「 

１２ 短期介

護休暇 

条例第１５条第１項で

規定する要介護者（以

下この項において「要

介護者」という。）の

介護その他の市長が定

める世話を行う職員

が、当該世話を行うた

め勤務しないことが相

当であると認められる

場合 

１の年度において５日（要介護者が２人以上の

場合にあっては、１０日）以内の期間 

                                          」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 職員の育児休業等に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３５号 

 

職員の育児休業等に関する規則の

一部を改正する規則 

 

 職員の育児休業等に関する規則（平成４年亀

岡市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の３（見出しを含む。）中「条例第２

条の２第３号イ」を「条例第２条の３第３号

イ」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年１月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３６号 

 

 

議会の議員及び非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 

 議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例施行規則（昭和４３年亀岡市規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の５第５号中「職員と同居している」

を削り、「次に掲げる者」の次に「（イに掲げ

る者にあっては、職員と同居しているものに限

る。）」を加える。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年１月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の議会の議員及び非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施

行規則第２条の５第５号の規定は、平成２９

年１月１日以後に発生した事故に起因する通

勤による災害について適用し、同日前に発生

した事故に起因する通勤による災害について

は、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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 亀岡市規則第３７号 

 

期末手当及び勤勉手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

第１条 期末手当及び勤勉手当支給規則（昭和

５２年亀岡市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条第２項第５号中「平成２１年亀岡市

規則第７号」の次に「。以下「休暇規則」と

いう。」を加え、同項第８号を第９号とし、

第７号を第８号とし、第６号中「１日の勤務

時間の一部について」を削り、「日が９０

日」を「期間が３０日」に、「期間」を「全

期間」に改め、同号を第７号とし、第５号の

次に次の１号を加える。 

⑹ 休暇規則第２３条の規定による介護時

間の承認を受けて勤務しなかった期間が

３０日を超える場合には、その勤務しな

かった全期間 

 第８条第１項中「１００分の１６０」を

「１００分の１７０」に、「１００分の  

２００」を「１００分の２１０」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の３２」を 

「１００分の３６」に、「１００分の４０」

を「１００分の４４」に改め、同項第２号中

「１００分の４８」を「１００分の５４」に、

「１００分の６０」を「１００分の６６」に

改め、同項第３号中「１００分の５６」を

「１００分の６３」に、「１００分の７０」

を「１００分の７７」に改め、同項第４号中

「１００分の６４」を「１００分の７２」に、

「１００分の８０」を「１００分の８８」に

改め、同項第５号中「１００分の７２」を

「１００分の８１」に、「１００分の９０」

を「１００分の９９」に改める。 

 第８条の２第１項中「１００分の７５」を

「１００分の８０」に、「１００分の９５」

を「１００分の１００」に改め、同条第２項

第１号中「１００分の１５」を「１００分の

１７」に、「１００分の１９」を「１００分

の２１」に改め、同項第２号中「１００分の

２２．５」を「１００分の２５．５」に、

「１００分の２８．５」を「１００分の  

３１．５」に改め、同項第３号中「１００分

の２６．２５」を「１００分の２９．７５」

に、「１００分の３３．２５」を「１００分

の３６．７５」に改め、同項第４号中  

「１００分の３０」を「１００分の３４」に、 

「１００分の３８」を「１００分の４２」に

改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 １ ０ ０ 分 の     

３３．７５」を「１００分の３８．２５」に、

「１００分の４２．７５」を「１００分の 

４７．２５」に改める。 

第２条 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部

を次のように改正する。 

 第８条第２項第１号中「１００分の３６」

を「１００分の３４」に、「１００分の  

４４」を「１００分の４２」に改め、同項第

２号中「１００分の５４」を「１００分の 

５１」に、「１００分の６６」を「１００分

の６３」に改め、同項第３号中「１００分の

６３」を「１００分の５９．５」に、  

「 １ ０ ０ 分 の ７ ７ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

７３．５」に改め、同項第４号中「１００分

の７２」を「１００分の６８」に、「１００

分の８８」を「１００分の８４」に改め、同

項第５号中「１００分の８１」を「１００分

の７６．５」に、「１００分の９９」を 

「１００分の９４．５」に改める。 

 第８条の２第２項第１号中「１００分の 

１７」を「１００分の１６」に、「１００分

の２１」を「１００分の２０」に改め、同項

第２号中「１００分の２５．５」を「１００

分の２４」に、「１００分の３１．５」を

「１００分の３０」に改め、同項第３号中
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「１００分の２９．７５」を「１００分の 

２８」に、「１００分の３６．７５」を 

「１００分の３５」に改め、同項第４号中

「１００分の３４」を「１００分の３２」に、

「１００分の４２」を「１００分の４０」に

改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 １ ０ ０ 分 の     

３８．２５」を「１００分の３６」に、 

「１００分の４７．２５」を「１００分の 

４５」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２８

年１２月１日から適用する。ただし、第１条中

第６条第２項の改正規定は、平成２９年１月１

日から、第２条の規定は、平成２９年４月１日

から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市農業委員選定委員会規則をここに公布

する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３８号 

 

亀岡市農業委員選定委員会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市農業委員会の委員

等に関する条例（平成２８年亀岡市条例第 

４１号）第４条の規定に基づき設置された亀

岡市農業委員選定委員会（以下「選定委員

会」という。）の組織及び運営等に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 選定委員会は、市長の諮問に応じて、

亀岡市農業委員会委員の候補者（以下「候補

者」という。）の選定に関する事項について

調査及び審議する。 

 （委員長） 

第３条 選定委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委

員長の指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 選定委員会は、委員長が招集する。た

だし、委員長及びその職務を代理する者が存

在しないときの選定委員会は、市長が招集す

る。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 選定委員会は、委員の過半数が出席しなけ

れば、会議を開くことができない。 

４ 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で

決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 選定委員会は、必要があると認めるときは、

委員以外の者に対して、意見の陳述、説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

 （庶務） 

第５条 選定委員会の庶務は、産業観光部農林

振興課において行う。 

 （補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、選定委

員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

「掲示済」 
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 亀岡市都市計画法施行細則をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３９号 

 

亀岡市都市計画法施行細則 

 

 （開発行為許可申請書の添付図書） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００

号。以下「法」という。）第２９条第１項又

は第２項の規定による許可を受けようとする

者は、都市計画法施行規則（昭和４４年建設

省令第４９号。以下「施行規則」という。）

第１６条第１項に規定する開発行為許可申請

書に、法第３０条第２項に定める添付図書の

ほか、次に掲げる図書を添付して市長に提出

しなければならない。ただし、第４号から第

８号までに掲げる図書については、自己の居

住の用に供するとき、自己の業務の用に供す

る場合で開発区域の面積が１ヘクタール未満

のとき又は市長が必要でないと認めたときは、

この限りでない。 

⑴ 工事計画概要書（別記第１号様式） 

⑵ 開発区域内の土地又はその土地に存する

工作物の登記事項証明書及び登記所に備え

てある図面の写し 

⑶ 法人にあっては印鑑証明書、個人にあっ

ては印鑑登録証明書 

⑷ 工事を施行する資金が確保されているこ

とを証する書類 

⑸ 法人にあっては、登記事項証明書 

⑹ 許可申請をしようとする日の属する年の

直前２年の各年度における法人にあっては

法人税の、個人にあっては所得税の納付す

べき額及び納付済額を証する書類 

⑺ 営業沿革調書（別記第２号様式） 

⑻ 工事施行者の工事経歴書（別記第３号様

式）、建設業の許可を受けていることを証

する書類及び登記事項証明書 

⑼ 設計説明書（別記第４号様式） 

⑽ 施行に係る権利者の同意書（別記第５号

様式） 

⑾ 設計者の資格証明書（別記第６号様式） 

⑿ その他市長が必要と認める図書 

 （市街化調整区域内の既存の権利者の届出） 

第２条 法第３４条第１３号の規定による届出

をしようとする者は、市街化調整区域内の既

存の権利者の届出書（別記第７号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 （開発行為の協議） 

第３条 法第３４条の２第１項の規定による協

議をしようとする者は、開発行為協議書（別

記第８号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の協議書には、法第３０条第２項及び

第１条に規定する図書のうち市長が必要と認

めるものを添付しなければならない。 

 （開発行為の変更の許可等） 

第４条 法第３５条の２第１項の規定による変

更の許可を受けようとする者は、開発行為変

更許可申請書（別記第９号様式）を市長に提

出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、施行規則第２８条の３

に規定する図書のほか、第１条に規定する図

書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変

更されるものを添付しなければならない。 

３ 法第３５条の２第３項の規定による軽微な

変更の届出をしようとする者は、開発行為変

更届出書（別記第１０号様式）を市長に提出

しなければならない。 

４ 法第３５条の２第４項において準用する法

第３４条の２第１項の規定により、変更の協

議をしようとする者は、開発行為変更協議書
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（別記第１１号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

５ 前項の協議書には、前条第２項に規定する

図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が

変更されるものを添付しなければならない。 

 （建築制限等の解除の承認申請） 

第５条 法第３７条第１号の規定による承認を

受けようとする者は、建築制限等解除承認申

請書（別記第１２号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

 （建築面積の割合等の特例許可申請） 

第６条 法第４１条第２項ただし書の許可を受

けようとする者は、建築面積の割合等の特例

許可申請書（別記第１３号様式）を市長に提

出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 付近見取図 

⑵ 配置図 

⑶ 各階平面図 

⑷ 立面図（２面以上） 

⑸ その他市長が必要と認める図書 

 （予定建築物等以外の建築等許可申請） 

第７条 法第４２条第１項ただし書の許可を受

けようとする者は、予定建築物等以外の建築

等許可申請書（別記第１４号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 付近見取図 

⑵ 用途別現況図 

⑶ その他市長が必要と認める図書 

 （地位承継の届出） 

第８条 法第４４条の規定により地位を承継し

た者は、速やかに地位承継届出書（別記第 

１５号様式）に承継の事由を証する図書を添

付して、市長に届け出なければならない。 

 （地位承継の承認申請） 

第９条 法第４５条の規定による市長の承認を

受けようとする者は、地位承継承認申請書

（別記第１６号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 承継の原因を証する図書 

⑵ 第１条第２号から第７号までに掲げる図

書 

⑶ その他市長が必要と認める図書 

（市街地開発事業等予定区域内等における建

築等の許可申請） 

第１０条 法第５２条の２第１項（同法第５７

条の３第１項において準用する場合を含

む。）の許可を受けようとする者は、市街地

開発事業等予定区域内等建築等許可申請書

（別記第１７号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 建築物等の位置を表す図面（縮尺１万分

の１以上のもの） 

⑵ 建築等を行おうとする土地の区域、建築

物等の配置及び当該土地付近の状況を示す

図書 

⑶ 建築物の建築又は工作物の建設を行う場

合にあっては、主要部分の断面図及び立面

図（２面以上）、土地の形質の変更を行う

場合にあっては、主要部分の断面図 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

 （事業予定地の指定等の申出） 

第１１条 法第５５条第２項の規定により、事

業予定地の指定の申出をしようとする者は、

事業予定地指定申出書（別記第１８号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 土地の位置を表す図面（縮尺１万分の１
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以上のもの） 

⑵ 土地の区域及び字界を表す実測平面図

（縮尺５００分の１以上のもの） 

⑶ 事業計画の概要を記載した図書 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

第１２条 法第５５条第２項の規定により、土

地の買取りの申出及び法第５７条第２項本文

の規定による届出の相手方として指定される

べきことの申出をしようとする者は、土地買

取り等の相手方となることの申出書（別記第

１９号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 土地の買取りの申出又は先買いに要する

資金計画書（別記第２０号様式） 

⑵ その他市長が必要と認める図書 

 （土地の買取りの申出） 

第１３条 法第５５条第４項の規定により、土

地の買取りの申出の相手方として公告された

者がない場合において、法第５６条第１項の

規定により土地の買取りの申出をしようとす

る者は、土地買取申出書（別記第２１号様

式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 土地の位置を表す図面（縮尺１万分の１

以上のもの） 

⑵ 土地の区域を表す実測平面図（縮尺  

５００分の１以上のもの） 

⑶ 当該土地を所有することを証する登記事

項証明書 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

 （工事着手の届出） 

第１４条 法第２９条第１項若しくは第２項の

規定による許可を受けた者又は法第３４条の

２第１項の規定による協議が成立した者は、

当該許可又は当該協議に係る工事に着手しよ

うとするときは、工事着手届出書（別記第 

２２号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定による届出書を提出した者又は

工事施行者は、前項の届出に係る現場監理者

に関する事項を変更したときは、現場監理者

変更届出書（別記第２３号様式）を市長に提

出しなければならない。 

 （開発行為に関する工事標識の掲示） 

第１５条 法第２９条第１項若しくは第２項の

規定による許可を受けた者又は法第３４条の

２第１項の規定による協議が成立した者は、

当該許可又は当該協議に係る工事に着手した

日から法第３６条第３項の規定による工事完

了公告のある日までの間、当該工事現場の見

やすい場所に標識（別記第２４号様式）を掲

示しなければならない。 

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付） 

第１６条 施行規則第６０条に規定する書面の

交付を受けようとする者は、市長に証明願

（別記第２５号様式）を提出しなければなら

ない。 

 （提出部数等） 

第１７条 法、施行規則及びこの規則の規定に

基づき市長に提出する書類は、正本１部及び

副本１部とする。 

 （身分証明書の様式） 

第１８条 法第２７条第１項若しくは第２項又

は第８２条第２項の規定により、市長又はそ

の命じた者若しくは委任した者が携帯しなけ

ればならない身分証明書の様式は、別記第 

２６号様式とする。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行す

る。 
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平
方

メ
ー

ト
ル

７
 

消
防
用
に

供
す
る
 

貯
水

施
設
 

ア
 

貯
水

槽
（

 
 

 
箇
所

）
 

縦
 

 
 
 

メ
ー
ト

ル
 
 

容
量

 

横
 

 
 
 

メ
ー
ト

ル
 

深
さ

 
 

 
メ

ー
ト

ル
 
 

 
立

方
メ

ー
ト
ル

 

イ
 

消
火

栓
（
 

 
 

箇
所

）
 

管
径

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ミ
リ

メ
ー

ト
ル

 

１
分

間
給

水
量
 

 
 

 
 

 
立
方

メ
ー

ト
ル

 

連
続

４
０

分
間
給

水
 

 
 

 
 
可

 
 

否
 

ウ
 

池
、

沼
、
川

（
 
 

 
箇

所
）

 

常
時

貯
水

量
 
 

 
 
 

 
 

立
方

メ
ー
ト

ル

１
分

間
給

水
量
 

 
 
 

 
 

立
方

メ
ー
ト

ル

連
続

４
０

分
間
給

水
 
 

 
 

 
可

 
 
否

 

８
  
が

け
面
の

保
護
の
 

方
法
 

 

９
  
工

事
の
危

害
防
止
 

の
た

め
の
措

置
 

 

１
０

 
そ
の
他

の
措
置
 

 

１
１

 
工
程
の

概
要
 

 

備
考
 

１
 
４
の
排
水
施
設
「
種
類
」
は
、
側
溝
、

水
路
、
河
川
等
の
別
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
２
 
６
の
（
 
）
内
は
、
公
園
、
広
場
、
緑

地
等
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

第
２

号
様
式
（
第
１
条
関
係
）
 

営
 
業
 

沿
 

革
 
調

 
書

 

 

創
 
 
 
 
 
 
 
 
業
 

 
 
 
年
 

 
月
 
 
日

創 業 後 の 沿 革 

 
 
 
 
年
 

 
月
 
 
日

法
令
に

基
づ

く
登

録
等

の
番
号

及
び

年
月

日
（

建
設

業
法

、
 

宅
地
建
物
取
引
業
法
そ
の
他
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

主
要

取
引
 

金
融

機
関

名
 

 

資
本

金
 
 

備
考

 
 
「
創
業

後
の
沿

革
」
は

、
組
織
の
変

更
、
合
併
、
分

割
、
営
業
の

休
止
、
営
業
の

再
開

、
商
号

若
し
く
は
名
称
の
変
更
又
は
資
本
金
額
の
変
更
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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第
４

号
様
式

（
第
１
条

関
係
）
 

設
 

計
 

説
 

明
 
書

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
住

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

設
計

者
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
氏

名
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
㊞
 

施
行

地
域

の
所

在
地
 

 
事

業
主

氏
名
 

 

１ 設 計 の 方 針 

事
業

の
目

的
 

 

基
 本

 計
 画

 
 

工
事

中
の

災
 

害
防

止
計

画
 

 

２ 開 発 区 域 内 の 土 地 の 現 況 

土
地

の
現

況
 

市
街
化

区
域

 
用

途
地

域
 

（
 
 

地
域

）
 

市
街
化

調
整

区
域

 

宅
地
造

成
工

事
規

制
区

域
 
 

砂
防

指
定
地

（
 

 
 
 

 
 

）
 

近
郊

緑
地
保

全
区

域
 

風
致
地

区
（

 
 
 

 
）

 
 

都
市

計
画
街

路
（

 
 
 

 
 

）
 

国
定

公
園
 

保
安
林

 
（

 
 
 

 
）

 
 

地
目

別
概

要
 

区
 

 
分

 
宅

 
 

地
 

農
 

 
地

 
山

 
 
林

 
雑
 
種
 
地
 

そ
 

の
 

他
 

計
 

面
 

 
積

 
平

方
メ
ー

ト
ル

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル

割
 

 
合

 
％

％
 

％
 

％
 

％
 

10
0％

 

所
有

別
概

要
 

区
 

 
分

 
自

己
所

有
地

買
 

収
 

予
 

定
 

地
 

そ
 

の
 
他

 
計

 
同

意
を

得
た

 
も

の
 

同
意

が
得

ら
 

れ
な

い
も

の
 

面
 

 
積

 
平

方
メ
ー

ト
ル

平
方
メ
ー

ト
ル

 
平

方
メ
ー

ト
ル
 

平
方

メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル

割
 

 
合

 
％

％
 

％
 

％
 

10
0 
％
 

３ 開 発 区 域 内

の 

  土 地 利 用 計

画 

区
 

 
 

 
 

 
分

 
住

宅
用

地
 

公
共

の
用
に

 
供

す
る

空
地

 
住

宅
用

地
 

以
外

の
宅

地
 

未
利
用

地
 

河
川
水

路
 

そ
の

他
の

用
地

 
計

 

面
 

 
 

 
 

 
積

 
平

方
メ
ー

ト
ル

平
方
メ
ー

ト
ル

 
平

方
メ
ー

ト
ル
 

平
方

メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル

割
 

 
 

 
 

 
合

 
％

％
 

％
 

％
 

％
 

10
0 
％
 

４ 公 共 施 設 整 備 計 画 

公
共

の
用

に
 

供
す

る
空

地
 

区
 

 
分

 
道

 
路

河
 

川
 

公
園
広

場
等

 
水

 
路

 
下

水
道

 
運

 
河

 
消

防
貯

水
施

設
 

計
 

面
 

 
積

 
平

方
メ
ー

ト
ル

平
方
メ

ー
ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル

 
平

方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

平
方
メ
ー

ト
ル

割
 

 
合

 
％

％
 

％
 

％
 

％
 

％
 

％
 

％

管
理

者
と

 
な

る
べ

き
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
地

の
帰
属

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
記

以
外

の
 

公
共

施
設

用
地

 

区
 

 
分

 
取

 
付

 
け

 
道

 
路

 
そ

 
の

 
他

 
の
 

用
 

地
 

計
 

面
 

 
積

 
平
方
メ
ー
ト
ル
 

平
方
メ
ー
ト
ル
 

平
方
メ
ー
ト
ル

管
理

者
と

 
な

る
べ

き
者

 
 

 

土
地

の
帰
属

 
 

 

５ 街 区 設 定 計 画

街
区

の
基

本
計
画

 
 

個
人

住
宅

用
 

宅
地

の
規

模
 

10
0平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
 

10
0平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
 

15
0平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
 

15
0平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
 

20
0平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
 

20
0平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
 

25
0平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
 

25
0平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
 

計
 

同
上

の
宅

地
数

 
 

 
 

 
 

 

６ そ の 他 必 要

な 事 項 

教
育

施
設

、
医

療
施

設
、
交

通
施

設
、
購

買
施

設
、

汚
水

終
末
処

理
施

設
、
上

水
道

施
設

、
ガ

ス
施
設

 

  

備
考
 
１
 
１

の
「
基

本
計
画
」
は
、
基

本
計

画
の
設

定
に

関
し
特

に
留
意

し
た

事
項
又
は
設

計
上
考

慮
し
た

周
辺

と
の
関

係
事
項

に
つ
い
て
、
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。
 

２
 
１

の
「
工

事
中
の

災
害

防
止
計

画
」
は

、
工
事
施
工
中
の

災
害
防

止
計
画
、
方

法
等
に

つ
い
て

記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
 

３
 
２

の
「
土

地
の
現

況
」

は
、
施

行
地
域

が
該
当
す
る
も
の

を
○
で

囲
み
、
（
 
）

内
は

種
類
又

は
番
号

を
記
載
し
て

く
だ

さ
い
。
 

４
 
２

の
「
地
目

別
概
要

」
の
「

そ
の
他

」
は
、
列
記

の
地
目

に
該

当
し
な

い
国
有

林
、
保
安

林
、
河
川
水
路

、
道
路
等
の

面
積
の

合
計
を
記

載
し
て

く
だ

さ
い
。
 

５
 
３

の
「
未

利
用
地

」
は

、
山
地

、
が
け

の
り
面
等
で
用
途

が
未
定

で
あ
る
土
地

の
面
積

の
合
計

を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
 

６
 
３

の
「
公
共

の
用
に

供
す

る
空
地
」
は

、
施
工
地

域
内
に
お

い
て
こ

の
事
業

に
よ

り
公
共

の
用
に

供
す

る
空
地

の
面
積

の
合
計

を
記
載
し

て
く
だ

さ
い

。
 

７
 
５

の
「
街

区
の

基
本
計

画
」
は
、
街

区
の

基
本
計

画
設

定
に
関

し
、
特
に
留

意
し

た
事
項

及
び
街

区
の

基
本
と

し
て
計

画
し
た
長
辺
、
短

辺
の
長

さ
及

び
面
積

を
記
載

し
て
く

だ
さ

い
。
 

８
 
６

の
「
そ

の
他

必
要
な

事
項
」
は
、
該
当

す
る
も

の
を

○
で
囲

み
、
１
～
５

で
説

明
の
不

足
し
て

い
る

も
の
、
そ
の

他
特
記
す
べ

き
事
項

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。
 

９
 
施

行
地
域

を
２
以

上
の

工
区
に

分
け
る

と
き
は
、
各
工
区

ご
と
に

２
～
５
を
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。
 

第
３
号

様
式
（
第
１
条
関
係
）
 

工
 
事

 
経

 
歴
 

書
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工
事
施
行
者
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

工
 
 
事
 
 
名
 

注
文
者
 

元
請
又
は
 

下
請
の
別
 

工
事
金
額
 

着
工

年
月

 

完
成
又
は
完
成
 

予
定

年
月

 

 
 

 
 

 

備
考

 
 
こ
の
表

は
、
許

可
申
請

を
し
よ
う
と

す
る
日
の
属
す

る
事
業
年
度

の
直
前
の
事
業

年
度

に
つ
い

て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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第
５

号
様
式
（
第
１
条
関
係
）
 

開
発

行
為
に

関
す

る
施
行

同
意

書
 

  
開

発
者
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
計

画
に
係
る
開
発

行
為
に
関
す

る
工
事
の
施
行

に
つ

い
て
は

、

異
議

な
く
同
意
し
ま
す
。
 

１
 
土

地
関
係
 

所
在

地
（
地
番
）
 

地
 
目

 
地
 
積
 

現
 
況
 

権
利
の
種
別
 

同
 
意
 

年
月
日
 

権
利
者
の
住
所
氏
名

同
意
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ２
 
工

作
物
関
係
 

所
在
地
（
地
番
）
 

工
作
物
 

の
種
別
 

構
造
、
数
量
、
面
積
 

権
利
の
種
別
 

同
 
意
 

年
月

日
 

権
利
者
の
住
所
氏
名

同
意
印
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

備
考

 
１
 
１
の

「
現
況

」
は
、

登
記
簿
上
の

記
載
地
目
に
か

か
わ
ら
ず
現

在
土
地
が
ど
の

よ
う

に
使
用

さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

「
権
利
の

種
別
」
は

、
所
有

権
、
永
小

作
権
、
地

上
権
、

賃
借
権
、

質
権
、
抵

当
権
、

先
取
特

権
等
の

権
利
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
２
の
「
工
作
物
の
種
別
」
は
、
建
築
物
、
貯

水
槽
等
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
２
の
「
構
造
」
は
、
木
造
、
鉄
骨
造
、
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

５
 

こ
の
同
意

書
に
併
せ

て
、
同

意
者
が
法

人
の
場
合

に
あ
っ

て
は
、
代

表
者
が
こ

の
同
意

書
に
基

づ
く

同
意

に
係

る
代

表
権

を
有

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

及
び

印
鑑

証
明

書
、

個
人

の
場

合
に

あ
っ
て

は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

第
６

号
様
式
（
第
１
条
関
係
）
 

 

設
計
図

書
を
作

成
し

た
者
の

資
格

調
書
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
作
成

 

 
 

ふ
り

が
な
 

１
 
氏
 
 
 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

２
 
現
 
 
住
 
 
所
 
 

３
 
勤
 
 
務
 
 
先
 
 

４
 
最
 
終
 
学
 
校
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
学
部

、
学
科
名
）
 
 
 
卒
 
業
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
中
 
退
 

５
 
資
 
格
 
免
 
許
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
登
録
第
 
 
号
 
 
年
 
 
月
 
 
日

６ 実 務 経 歴 

勤
務

先
名
 

所
 
在
 
地
 

職
 務

 
内
 容

 
在
 
職
 
期
 
間
 

年
 

月
～
 
年
 
月
 

年
数
 

 
 

 
 
年
 
月
～

 
年
 
月

 

 
 

 
 
年
 
月
～

 
年
 
月

 

 
 

 
 
年
 
月
～

 
年
 
月

 

 
 

 
 
年
 
月
～

 
年
 
月

 

 
 

 
 

合
計
 

７ 設 計 経 歴 

事
 業

 
主
 名

 
工
事
施
行
者
名
 

場
 
 
 
 
所
 

面
 

 
積
 

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
ク
タ
ー
ル

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
１
 
技
術

士
登
録

証
の
写

し
、
一
級
建

築
士
免
許
証
の

写
し
、
学
校

卒
業
証
明
書
又

は
国

土
交
通

大
臣
の
認

定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

６
の
「
実

務
経
歴
」

は
、
宅

地
開
発
に

関
す
る
技

術
に
つ

い
て
の
経

歴
を
記
入

し
、
雇

用
者
等

の
実
務

経
歴
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 

７
の
「
設

計
経
歴
」

は
、
２

０
ヘ
ク
タ

ー
ル
以
上

の
開
発

行
為
に
関

す
る
工
事

を
設
計

す
る
場

合
の
み

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
も
事
業
主
等
の
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
６
欄
、
７
欄
は
記
入
欄
が
不
足
す
る
と
き
は

、
同
様
式
で
添
付
し
て
割
印
し
て
く
だ
さ
い
。
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第
７

号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 

市
街
化

調
整

区
域
内

の
既

存
の
権

利
者

の
届
出

書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
３
４
条
第
１
３
号

の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
届
出
者
 
住
所
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
 

  届
出

者
の

職
業
 

（
法
人
の
場
合
は
営
業
内
容
）
 

 

届
け

出
を

す
る

土
地
 

所
在

地
 
 

地
目

及
び

地
積
 
地
目
 
 

地
積
 

 
 
 
 
平

方
メ
ー
ト
ル

権
利

の
種

類
・

内
容

・
目
的
 

権
利

の
種

別
 
所
有
権
、
賃
借
権
、
地
上
権
、
そ
の

他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

権
利

の
取

得
年

月
日
 
 

契
約

の
相

手
方
 
 

契
約

期
限
 
 

権
利

を
有

し
て

い
た

目
的
 

自
己
の
居
住
用
 

自
己
の
業
務
用
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

備
考

 
１
 
「
地

目
」
の

（
 
）

内
は
、
登
録

簿
上
の
記
載
地

目
に
か
か
わ

ら
ず
、
現
在
土

地
が

ど
の
よ

う
に
使
用

さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

「
権
利
の

種
別
」
「

権
利
を

有
し
て
い

た
目
的
」
は
、
該

当
す
る
事

項
を
○

で
囲
み

、
（
 
）

内
は
で
き

る
だ
け
詳
し
く
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

第
８
号
様
式
（
第
３

条
関
係
）
 

開
発
行
為

協
議

書
 

 

 
都

市
計
画
法
第
３
４
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ

り
協
議

し
ま
す
。
 

  
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

 （
宛

先
）
亀
岡
市
長
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
所
在

地
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
協
議
者
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
名
称

及
び
代

表
者
の
氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 開 発 行 為 の 概 要 

１
 
開

発
区

域
に

含
ま

れ
る

地
域

の
 

 
 
名
称
 

 

２
 
開

発
区

域
の

面
積
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
平
方

メ
ー
ト
ル
 

３
 
予

定
建

築
物

等
の

用
途
 

 

４
 
工

事
施

行
者

の
所

在
地

、
名

称
 

 
 
及
び
代
表
者
の

氏
名
 

 

５
 
工

事
着

手
予

定
年

月
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
 

月
 
 
 
日

６
 
工

事
完

了
予

定
年

月
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
 

月
 
 
 
日

７
 
自
己
の
業
務
の

用
に
供
す
る
も
の
 

 
 
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別
 

 

８
 
法
第
３
４
条
の

該
当
号
及
び
該
当
 

 
 
す
る
理
由
 

 

９
 
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 

※
 
受

付
番

号
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 
 
日
 
 
 
第

 
 
 
 
号
 

※
 

協
議
成
立
に
付
し
た
条
件

 
 

※
 
協

議
成

立
番

号
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 
 
日
 
 
 
第

 
 
 
 
号
 

備
考

 
１

 
「
法

第
３
４
条
の

該
当
号
及

び
該

当
す
る
理
由
」

は
、
協
議

に
係
る

開
発
行
為

が
市
街
化

調
整

区
域

内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合

に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

 
２
 

「
そ
の
他

必
要
な
事

項
」
は

、
開
発
行

為
を
行
う

こ
と
に

つ
い
て
、

農
地
法
そ

の
他
の

法
令
に

よ
る

許
可
、
認
可
等
を
要
す
る
場

合
に
そ
の
手
続
の

状
況
を

記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
 

３
 
※
印
の

欄
は
、
記
載
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
９

号
様
式
（
第
４
条
関
係
）
 

開
発
行
為

変
更

許
可
申

請
書

 

 

 
都
市
計
画
法
第
３
５
条
の
２
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
の
変
更
の
許
可
を
申
請
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 開 発 行 為 の 変 更 の 概 要 

１
 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
 
 

２
 
開

発
区

域
の

面
積

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
平
方
メ

ー
ト
ル
 

３
 
予

定
建

築
物

等
の

用
途
 

 

４
 
工

事
施

行
者

の
住

所
氏

名
 

 

５
 
工

事
着

手
予

定
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月
 
 
 

日
 

６
 
工

事
完

了
予

定
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月
 
 
 

日
 

７
 

自
己

の
居

住
の

用
に

供
す

る
も

の
、

自
己

の
業
 

 
 

務
の

用
に

供
す

る
も

の
、

そ
の

他
の

も
の

の
別
 

 

８
 

法
第

３
４

条
の

該
当

号
及

び
該

当
す

る
理

由
 
 

９
 
そ

の
他

必
要

な
事

項
 
 

１
０
 
開

発
許

可
番

号
及

び
年

月
日

 
 
 
 
第
 
 
 
号
 
 
 
 

 
年
 
 
月

 
 
日
 

１
１
 
変

更
の

理
由
 
 

※
 
受

付
番

号
及

び
年

月
日

 
 
 
 
第
 
 
 
号
 
 
 
 

 
年
 
 
月

 
 
日
 

※
 
変

更
の

許
可

に
付

し
た

条
件
 
 

※
 
変

更
の

許
可

の
許

可
番

号
及

び
年

月
日
 
 
 
 
第
 
 
 
号
 
 
 
 

 
年
 
 
月

 
 
日
 

備
考

 
１
 
「
法

第
３
４

条
の
該

当
号
及
び
該

当
す
る
理
由
」

は
、
申
請
に

係
る
開
発
行
為

の
変

更
が
市

街
化
調
整

区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

「
そ
の
他

必
要
な
事

項
」
は

、
開
発
行

為
の
変
更

を
行
う

こ
と
に
つ

い
て
、
農

地
法
そ

の
他
の

法
令
に

基
づ
く
許
可
、
認
可
等
を
要
す
る
場
合
に
そ
の
手
続
の
状
況
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
「
開
発
行
為
の
変
更
の
概
要
」（
「
そ
の
他
必
要
な
事
項
」
を
除
く
。）

は
、
変
更
前
の
内
容
を
上

段
に
朱

書
き
し
、
変
更
後
の
内
容
と
対
照
さ
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

第
１
０
号
様
式

（
第

４
条
関
係
）
 

開
発

行
為
変

更
届

出
書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
３
５
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

  
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

 （
宛

先
）
亀
岡
市
長
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

住
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
届
出
者
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 変
更

に
係

る
事

項
 

施
行
規

則
第
２
８
条
の
４
 
（
第

１
号
、
第
２
号
、
第
３
号

）
 

変
更
後
 

 

変
更
前
 

 

変
更

の
理

由
 

 

開
発

許
可

・
協

議
成

立
の

日
付
及
び
番
号
 

 
 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 
 
 
第
 
 

 
 
 

 
 
 
号
 

開
発

区
域

に
含

ま
れ

る
地

域
の

名
称
 

 

※
受

付
欄
 

※
備
考

欄
 

備
考

 
１

 
「
変
更

に
係
る
事

項
」
に
つ

い
て
は

、（
 

）
内

の
該

当
す
る
号

を
○
印
で

囲
み
、
「
変
更

前
」

及
び

「
変
更
後
」
の
内
容
を
対
照

さ
せ
て
記
載
し
て

く
だ
さ

い
。
 

２
 
変
更
す

る
内
容
に
応
じ
、
次
に

定
め
る
図
書
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

⑴
 

施
行
規
則
第
２
８
条
の
４
第

１
号
に
該
当
す
る

場
合
 

 
 

土
地
利
用
計
画
図
 

⑵
 

施
行
規
則
第
２
８
条
の
４
第

２
号
た
だ
し
書
に

該
当
す

る
場
合
 

ア
 
工

事
施
行
者
が
個
人
の
と
き

。
 

 
氏
名
の
変

更
に
あ

っ
て
は
戸

籍
の
抄
本

又
は
謄

本
、
住
所

の
変
更

に
あ
っ
て

は
住
民

票
の

写
し
 

イ
 
工

事
施
行
者
が
法
人
の
と
き

。
 

 
登

記
事
項
証
明
書
 

３
 
※
印
の

欄
は
、
記
載
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
 

４
 
不
要
な

文
字
は
抹
消
し
て
く
だ

さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
１
号
様
式

（
第

４
条
関
係
）
 

開
発

行
為
変

更
協

議
書
 

 

 
都

市
計

画
法

第
３

５
条

の
２

第
４

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

３
４

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ

り
、

開
発
行
為
の
変
更
を
協
議

し
ま
す
。
 

  
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

 （
宛

先
）
亀
岡
市
長
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
所
在

地
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
協
議
者
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
名
称

及
び
代

表
者
の
氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

開 発 行 為 の 変 更 の 概 要 

１
 
開

発
区

域
に

含
ま

れ
る

地
域

の
 

 
 
名
称
 

 

２
 
開

発
区

域
の

面
積
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
平
方

メ
ー
ト
ル
 

３
 
予

定
建

築
物

等
の

用
途
 

 

４
 
工

事
施

行
者

の
所

在
地

、
名

称
 

 
 
及
び
代
表
者
の

氏
名
 

 

５
 
工

事
着

手
予

定
年

月
日
 

 

６
 
工

事
完

了
予

定
年

月
日
 

 

７
 
自
己
の
業
務
の

用
に
供
す
る
も
の
 

 
 
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別
 

 

８
 
法
第
３
４
条
の

該
当
号
及
び
該
当
 

 
 
す
る
理
由
 

 

９
 
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 

協
議

成
立

番
号

及
び

年
月

日
 

 
 
第
 
 
 
 
号

 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 
 
日
 

変
更

の
理

由
 

 

※
 
受

付
番

号
及

び
年

月
日

 
 

 
第
 
 
 
 
号

 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 
 
日
 

※
 
変

更
の

協
議

成
立

に
付

し
た

条
件

 
 

※
 
変

更
の

協
議

成
立

番
号

及
び

年
月

日
 
 

 
第
 
 
 
 
号

 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 
 
日
 

備
考

 
１

 
「
法

第
３
４
条
の

該
当
号
及

び
該

当
す
る
理
由
」

は
、
協
議

に
係
る

開
発
行
為

の
変
更
が

市
街

化
調

整
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ

る
場
合
に
記
載
し

て
く
だ

さ
い
。
 

２
 

「
そ
の
他

必
要
な
事

項
」
は

、
開
発
行

為
の
変
更

を
行
う

こ
と
に
つ

い
て
、
農

地
法
そ

の
他
の

法
令

に
基
づ
く
許
可
、
認
可
等
を

要
す
る
場
合
に
そ

の
手
続

の
状
況
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
「
開
発
行
為
の

変
更
の
概
要
」（
「
そ
の
他
必
要

な
事
項

」
を
除
く
。）

は
、
変
更
前
の

内
容
を
上

段
に

朱
書
き
し
、
変
更
後
の
内
容

と
対
照
さ
せ
て
く

だ
さ
い

。
 

４
 
※
印
の

欄
は
、
記
載
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
 

第
１

２
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
 

建
築
制

限
等

解
除
承

認
申

請
書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
３
７
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
建
築
制
限
等
の
解
除
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 開
発

（
変

更
）

許
可
 

番
号

及
び

年
月

日
 

 

開
発

区
域

に
含

ま
れ

る
地

域
の

名
称
 

 

開
発

面
積
 

 

工
事

完
了

予
定

年
月

日
 

 

解
除

申
請

の
理

由
 

 

公
共

施
設

等
の

工
事

の
状

況
 

 

建
築

物
等

の
用

途
、
 

構
造

及
び

規
模
 

 

※
受
付
欄
 

※
備
考
 

備
考
 

※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１

３
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

建
築
面

積
の

割
合

等
の
特

例
許

可
申
請

書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
４
１
条
第
２
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
面
積
の
割
合
等
の
特
例
許
可
を
申
請

し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 開
発

（
変

更
）

許
可
 

番
号

及
び

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

建
築

物
の

敷
地

の
 

所
在

地
 

 

建
築

物
の

用
途
 

 

開
発

（
変

更
）

許
可

に
付
さ
れ
た
制
限
の
内
容
 

 

許
可

を
受

け
よ

う
と
 

す
る

内
容
 

 

申
請

の
理

由
 

 

※
受
付
欄
 

※
備
考
 

備
考
 

※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

第
１

４
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

予
定

建
築

物
等
以

外
の

建
築
等

許
可

申
請

書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
４
２
条
第
１
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
予
定
建
築
物
等
以
外
の
建
築
等
の
許
可
を

申
請
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 開
発

（
変

更
）

許
可
 

番
号

及
び

年
月

日
 
 
 

 
第
 
 
 
 
 
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

完
了

公
告

の
番

号
 

及
び

年
月

日
 
 
 

 
第
 
 
 
 
 
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

建
築

物
等

の
敷

地
 

の
所

在
地
 

 

開
発
（
変
更
）
許
可
を
受
け
た
予
定
建
築
物
等
の
用
途
 

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
築
物
等
の
用
途
 

 

 

申
請

の
理

由
 

 

※
受
付
欄
 

※
許

可
欄
 

※
備
考
 

備
考
 

１
 
棟
ご
と
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１

５
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

地
位

承
継
届

出
書

（
一
般

承
継

）
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
（
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
届
出
者
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  被
承

継
人

の
氏

名
 
 

承
継

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

開
発
（
変
更
）
許
可
番
号
 

及
び
年
月
日
 

建
築
許
可
番
号
及
び
年
月
日
 

 
 
第
 
 
 
 
 
号
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
第
 
 
 
 
 
号
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

承
継

の
原

因
 

 

※
受
付
欄
 

※
備
考
 

備
考
 

※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

第
１

６
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

地
位
承

継
承
認

申
請

書
（
特

定
承

継
）
 

  
都
市
計
画
法
第
４
５
条
の
規
定
に

よ
り
、
地
位
承
継
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。
 

   
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 被
承

継
人

の
氏

名
 
 

承
継

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

開
発

（
変

更
）

許
可

番
号
 

及
び

年
月

日
 
 
 
第
 
 
 
 
 

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

承
継

の
原

因
 

 

※
受
付
欄
 

※
承
認
欄
 

※
備
考
 

備
考
 

※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１

７
号
様
式
（
第
１
０
条
関
係
）
 

市
街
地

開
発
事

業
等

予
定
区

域
内

等
建

築
等
許

可
申

請
書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
５
２
条
の
２
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 市
街

地
開

発
事

業
等

予
定

区
域

等
の
 

種
類

、
名

称
及

び
 

施
行

予
定

者
の

名
称
 

 

建
築

等
の

行
為

地
の

所
在

地
等
 

 

建
築

等
の

行
為

の
 

内
容
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

及
び

建
築

物
等

の
 

構
造

の
概

要
 

 

敷
地

面
積

、
建

築
 

面
積

及
び

延
べ

面
積
 

 

行
為

の
着

工
予

定
及

び
完

了
予

定
年

月
日
 

 

建
築

等
の

行
為

地
に

係
る

権
利

の
内

容
 

 

※
受
付
欄
 

※
備

考
 

備
考

 
１
 
「
建

築
等
の

行
為
の

内
容
」
は
、

土
地
の
形
質
の

変
更
、
新
築

、
増
築
、
改
築

、
移

転
等
の

別
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

「
土
地
の

形
質
の
変

更
及
び

建
築
物
等

の
構
造
の

概
要
」

は
、
建
築

物
等
に
あ

っ
て
は

階
数
及

び
木
造

、
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
等
の
別
等
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 

「
建
築
等

の
行
為
地

に
係
る

権
利
の
内

容
」
は
、

所
有
地

、
賃
借
権

、
地
上
権

等
の
別

を
記
載

し
て
く

だ
さ
い
。
 

 
権
利
の
内

容
が
所
有

権
以
外

の
権
利
の

と
き
は
、

そ
の
権

利
の
取
得

年
月
日
、

権
利
の

期
限
、

権
利
に

係
る
契
約
の
相
手
方
等
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

第
１

８
号
様
式
（
第
１
１
条
関
係
）
 

事
業

予
定
地

指
定

申
出

書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
５
５
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
都
市
計
画
施
設
の
区
域
を
事
業
予
定
地
に
指
定
さ
れ

る
よ
う
申
し
出
ま
す
。
 

   
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
出
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 都
市

計
画

施
設

の
 

種
類

及
び

名
称
 

 

事
業
予
定
地
の
所
在
地
等
 

亀
岡
市
 
 
 
 
町
 

地
目
 

地
積
 

（
 
 
 
 
 

 
）

 
 

事
業

の
施

行
計

画
 

 

指
定

を
必

要
と

す
る

理
由
 

 

備
考
 

 

備
考

 
１
 
「
事

業
予
定

地
の
所

在
地
等
」
は

、
指
定
を
申
し

出
る
す
べ
て

の
土
地
に
つ
い

て
地

番
ご
と

に
記
載
し

、「
地
目
」
及
び
「
地
積
」
に
つ
い
て
は

地
番
ご
と
に
登
記
簿
上
の
記
載
地
目
及
び
地
積
を
、

（
 
）
内
は
そ
れ
ぞ
れ
実
測
地
積
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
備
考
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１

９
号
様
式
（
第
１
２
条
関
係
）
 

 

土
地
買

取
り

等
の
相

手
方

と
な
る

こ
と

の
申
出

書
 

 

 
都
市
計
画
法
第
５
５
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
都
市
計
画
施
設
（
市
街
地
開
発
事
業
）
に
係
る
土
地

の
買
取
り
の
申
立
の
相
手
方
及
び
土
地
の

有
償
譲
渡
に
関
す
る
届
出
の
相
手
方
と
し
て
指
定
さ
れ
る
よ
う

申
し
出
ま
す
。
 

   
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
出
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 都
市

計
画

施
設
 

（
市

街
地

開
発

事
業

）

の
種

類
及

び
名

称
 

 

土
地

の
買

取
り

の
 

相
手

方
及

び
土

地
の
 

有
償

譲
渡

に
関

す
る
 

届
出

の
相

手
方
 

（
住
所
）
 

   （
氏
名
）
 

  

備
考
 

 

 
備

考
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

第
２
０
号
様
式

（
第

１
２
条
関

係
）
 

資
金

計
画

書
 

（
単
位
：
千
円
）

科
目
 

年
度

年
度
 

年
度
 

年
度

計
 

支 出 

事
業
費
 

 
用
地

費
 

 
○
○

○
 

 
○
○

○
 

 
事
務

費
 

   
借
入

金
利

息
 

借
入
償

還
金
 

 
○
○

○
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 

収 入 

自
己
資

金
 

借
入
金
 

 
○
○

○
 

 
○
○

○
 

補
助
負

担
金
 

 
○
○

○
 

○
○
○

○
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 

備
考
 
「
収
入

」
は

、
そ
の
調

達
先
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て

く
だ

さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
２

１
号
様
式
（
第
１
３
条
関
係
）
 

土
地

買
取

申
出
書

 

 

 
都
市
計
画
法
第
５
６
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
土
地
を
買
い
取
ら
れ
る
よ
う
申
し
出
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
出
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 申
出

の
土

地
の

所
在

地
等
 

亀
岡
市
 
 
 
町
 

地
目
 

（
 
 
 
 
 
）
 

地
積
 

（
 
 
 
 
 
）

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

土
地

の
利

用
に

著
し

く
支

障
を

来
す

こ
と

に
 

な
る

理
由
 

 

買
取

希
望

価
格
 
単
価
 
 
 
 
 
 

×
面
積
数
量
 
 
 
 
 
 
＝
価
格
 
 
 
 
 

 
 

備
考
 
 

備
考
 

１
 
「
申
出
の
土
地
の
所
在
地
等
」
は
、
申
出
を
す
る
土
地
の
地
番
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
「
地
目
」
は
、
登
記
簿
上
の
記
載

地
目
を
、（

 
）
内
は
登
記
簿
上
の
記
載
地

目
に
か
か
わ
ら
ず

現
在
土

地
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
「
地
積
」
は
、
登
記
簿
上
の
記
載
地
積
を
、（

 
）
内
は
実
測
地
積
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
 

２
 

申
出
の
土

地
の
筆
数

が
２
以

上
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ

土
地
に

つ
い
て
の

買
取
り
希

望
価
格

の
単
価

に
相
違

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
詳
細
を
別
紙
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
備
考
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

第
２

２
号
様
式
（
第
１
４
条
関
係
）
 

開
発
行

為
に
関

す
る

工
事
着

手
届

出
書
 

 

 
亀
岡
市
都
市
計
画
法
施
行
細
則
第

１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
届
出
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 １
 
開
発
許
可
・
協
議
成
立
の
 

 
 
日

付
及

び
番

号
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

２
 
開

発
区

域
に

含
ま

れ
る
 

 
 
地

域
の

名
称

 

 

３
 
工

事
着

手
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

４
 
工

事
設

計
者

の
 

 
 
住

所
及

び
氏

名
 

 

５
 
工

事
施

行
者

の
 

 
 
住

所
及

び
氏

名
 

 

６
 
現

場
監

理
者

 

住
所
及
び
氏
名
 
 

連
絡

場
所
 

（
電
話
 
 
 
 
 
 
）

※
受
付
欄
 

※
備
考
 

備
考
 

１
 
工
事
工
程
計
画
表
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

３
 
不
要
な
文
字
は
、
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
２

３
号
様
式
（
第
１
４
条
関
係
）
 

現
場

監
理
者

変
更

届
出

書
 

 

 
亀
岡
市
都
市
計
画
法
施
行
細
則
第

１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
届
出
者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 住
所

及
び
 

氏
名
 

新
 

 

旧
 

 

連
絡

場
所
 

新
 

（
電
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

旧
 

（
電
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

開
発

許
可

・
協

議
成

立
 

の
日

付
及

び
番

号
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

開
発

区
域

に
含

ま
れ

る
 

地
域

の
名

称
 

 

※
受
付
欄
 

※
備
考
 

備
考
 

１
 
※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

２
 
不
要
な
文
字
は
、
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。
 

第
２

４
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）
 

 

開
発
行

為
に
関

す
る

工
事
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
許
可
・
協
議
成
立
年
月
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
許
可
・
協
議
成
立
番
号
 
 
第
 
 
 
 
号
 

 工
事

の
名

称
 

 

開
発

区
域

の
所

在
地
 

 

開
発

区
域

の
面

積
 

平
方
メ
ー
ト
ル

工
事

期
間
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
ま
で
 

事
業

主
住

所
氏

名
 

 

設
計

者
住

所
氏

名
 

 

工
事
施
行
者
住
所
氏
名
 

 

現
場
監
理
者
住
所
氏
名
 

 

備
考

 
１
 
材
質

は
風
雨

に
十
分

耐
え
る
も
の

を
使
用
し
、
大

き
さ
は
横
９

０
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

以
上
、

縦
８
０
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
脚
の
長
さ
は
１
０
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
て
く
だ
さ
い
。

２
 

開
発
行
為

の
変
更
の

許
可
を

受
け
た
と

き
又
は
軽

微
な
変

更
の
届
出

を
受
理
さ

れ
た
と

き
は
、

速
や
か

に
変
更
さ
れ
た
内
容
を
掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
不
要
な
文
字
は
、
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
２

５
号
様
式
（
第
１
６
条
関
係
）
 

証
 

 
明

 
 
願

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
第
６
条
第
１
項
 

 
建
築
基
準
法
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
る
た
め
、
都
市
計
画

 
 
 
 
 
 
 
第
６
条
の
２
第
１

項
 

法
施
行
規
則
第
６
０
条
の
規
定
に
よ

り
、
下
記
の
土
地
が
都
市
計
画
法
第
２
９
条
第
 
項
の
規
定
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
願
い
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

記
 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 

 

開
発

区
域

に
含

ま
れ

る
 

地
域

の
名

称
 

 

開
発

許
可

番
号
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

工
事

検
査

済
証

番
号
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

工
事

完
了

公
告

番
号
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

予
定

建
築

物
の

用
途
 
 

開
発

区
域

の
面

積
・

区
画

数
 

及
び

願
い

出
の

土
地

の
区

画
 

番
号
 

（
開
発
区
域
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
方
メ
ー
ト
ル
 
 
 
区
画
 

（
願
い
出
の
土
地
の
区
画
番
号
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号
 

 

都
市

計
画

法
第

４
１
条

第
１
項
 

の
制

限
の

内
容
 

 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 
 

 
第
 

 
 
 
 
 
号
 

 
上

記
願
い
出
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

第
２

６
号
様
式
（
第
１
８
条
関
係
）
 

 そ
の

１
（
法
第
２
５
条
第
１
項
又
は
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
用
）
 

（
表
面
）

第
 
 
 
 
号

身
 
分
 
証
 
明
 
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
属
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 

  
上
記
の
者
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
４

３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
５
条
第
１
項
又
は
第
２
６
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
測
量
、
調
査
、
障

害
物
の
伐
除
、
試
掘
等
を
行
う
た
め
、
他
人
の
占
有
す
る
土
地

に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
有
効
期
限
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

 

（
裏
面
）

注
 
意
 
事
 
項
 

  
１
 
立
入
り
に
当
た
っ
て
は
、
常

に
本
書
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
２
 
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と

き
は
、
本
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
３
 
本
書
を
犯
罪
捜
査
の
た
め
に

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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法
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８
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条
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１
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に
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面
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分
 
証
 
明
 
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
属
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 

  
上
記
の
者
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
４

３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
８
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
若
し
く
は
土
地
に
あ
る
物
件
又
は
土

地
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
工
事
の
状
況
を
検
査
す
る
た
め
、

他
人
の
土
地
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で

き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
有
効
期
限
 
 
 
 
 
 
年
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日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印
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裏
面
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注
 
意
 
事
 
項
 

  
１
 
立
入
り
に
当
た
っ
て
は
、
常

に
本
書
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
２
 
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と

き
は
、
本
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
３
 
本
書
を
犯
罪
捜
査
の
た
め
に

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

       

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準

に関する条例施行規則をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４０号 

 

亀岡市都市計画法に基づく開発許

可等の基準に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市都市計画法に基づ

く開発許可等の基準に関する条例（平成２８

年亀岡市条例第４２号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （指定区域の要件） 

第２条 条例第６条第１項第１号の規則で定め

る要件は、次に掲げるものとする。 

⑴ 指定する区域の全部又は一部に市街化区

域から３００メートル以内に存する土地を

含むものであること。 

⑵ 敷地間隔が５０メートル以内にある５０

以上の建築物が連たんしている土地の区域

（連たんする建築物に市街化区域に存する

建築物を含む場合においては、当該連たん

している建築物のうち２５以上が市街化調

整区域に存するものに限る。）であること。 

 （指定区域に係る道路の要件） 

第３条 条例第６条第１項第２号の規則で定め

る道路の幅員は、次に掲げるものとする。 

⑴ 指定区域内の道路の幅員は、６メートル

以上とする。 

⑵ 指定区域内の道路が接続する指定区域外

の道路の幅員は、６．５メートル以上とす

る。 

 （指定区域から除外する土地の区域） 

第４条 条例第６条第１項第６号、第８条及び

第９条に規定する指定区域から除外する土地

の区域は、次に掲げる土地の区域とする。 

⑴ 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２

条の規定により指定された砂防指定地 

⑵ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第３９条第１項の規定により指定され

た災害危険区域 

⑶ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第 

３０号）第３条第１項の規定により指定さ

れた地すべり防止区域 

⑷ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律（昭和４４年法律第５７号）第３条

第１項の規定により指定された急傾斜地崩

壊危険区域 

⑸ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第９条第１項の規定により指

定された土砂災害特別警戒区域 

⑹ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第

５条第２項第１号ロに規定する良好な営農

条件を備えている農地として政令で定める

ものの区域 

⑺ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和

４４年法律第５８号）第８条第２項第１号

に規定する農用地区域 

⑻ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第

２５条又は第２５条の２の規定により指定

された保安林の区域並びに同法第４１条の

規定により指定された保安施設地区 

⑼ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４

号）第１０９条第１項の規定により指定さ

れ、及び同法第１１０条第１項の規定によ

り仮指定された史跡名勝天然記念物並びに

京都府文化財保護条例（昭和５６年京都府

条例第２７号）第４３条第１項の規定によ

り指定された京都府指定史跡名勝記念物が
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存する土地の区域並びに同条例第５３条第

１項の規定により決定された文化財環境保

全地区 

⑽ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１

号）第５条第１項の規定により指定された

国立公園及び同条第２項の規定により指定

された国定公園の区域並びに京都府立自然

公園条例（昭和３８年京都府条例第２５

号）第４条第１項の規定により指定された

京都府立自然公園の区域 

⑾ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律

（昭和４２年法律第１０３号）第５条第１

項の規定により指定された近郊緑地保全区

域 

⑿ 都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第８条第１項第７号に規定する風致地

区 

⒀ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第１項の規定により指定された特

別保護地区 

⒁ 京都府環境を守り育てる条例（平成７年

京都府条例第３３号）第７３条第１項の規

定により指定された京都府自然環境保全地

域及び同条例第８１条第１項の規定により

指定された京都府歴史的自然環境保全地域 

⒂ 前各号に掲げるもののほか、災害の発生

のおそれのある土地の区域、農地用として

保存すべき土地の区域又は優れた自然の風

景の維持等のために保全すべき土地の区域

として市長が認める区域 

 （指定区域の指定の案の公告の方法等） 

第５条 条例第６条第２項（同条第７項及び第

７条第２項並びに第８条第２項において準用

する場合を含む。）の規定による公告は、次

に掲げる事項について行うものとする。 

⑴ 区域の名称 

⑵ 土地の区域 

⑶ 環境の保全上支障がある予定建築物等の

用途 

⑷ 指定区域の案の縦覧場所 

２ 前項の公告は、亀岡市公告式条例（昭和 

３０年亀岡市条例第１号）の規定に基づき行

うものとする。 

３ 条例第６条第２項（同条第７項及び第７条

第２項並びに第８条第２項において準用する

場合を含む。）の規定による縦覧は、次に掲

げる事項について行うものとする。 

⑴ 第１項第１号から第３号までに掲げる事

項を記載した図書 

⑵ 区域の位置図 

⑶ 区域の区域図 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める図書 

 （指定区域の指定の告示の方法等） 

第６条 条例第６条第６項（同条第７項及び第

７条第２項並びに第８条第２項において準用

する場合を含む。）の規定による告示は、次

に掲げる事項について行うものとする。 

⑴ 指定区域の名称 

⑵ 指定区域の土地の区域 

⑶ 環境の保全上支障がある予定建築物等の

用途 

⑷ 関係図書の縦覧場所 

２ 前項の告示は、亀岡市公告式条例の規定に

基づき行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による告示をしたと

きは、次に掲げる図書を公衆の縦覧に供する

ものとする。 

⑴ 第１項第１号から第３号までに掲げる事

項を記載した図書 

⑵ 指定区域の位置図 

⑶ 指定区域の区域図 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める図書 

 （条例で定める開発行為又は建築行為） 
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第７条 条例第８条の規定による開発行為は、次の表のとおりとする。 

区分 

（条例第８条） 
条件又は基準 

第１号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 予定建築物は、既存集落又はその周辺の区域内にあ

り、かつ、適正な規模のものであること。 

⑵ 住宅を建築する理由が、世帯分離等正当なものであ

り、新規に建築することがやむを得ないと認められる

ものであること。 

⑶ 対象世帯は原則として、市街化調整区域に関する都

市計画決定前から引き続いて当該市街化調整区域内に

居住しており、当基準を用いる申請者の範囲は、対象

世帯において民法（明治２９年法律第８９号）第 

７２５条に定める親族の範囲に該当する者であって、

当該世帯に現に同居するか以前に同居していた者（そ

の配偶者又は婚姻予定者を含む。）であること。 

第２号  次のいずれかに該当するものであること。 

⑴ 市街化調整区域内に存する建築物が、収用対象事業

の施行により移転又は除却しなければならない場合に

おいて、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同

一の用途及び規模の建築物を従前とほぼ同一規模の敷

地に建築する場合 

⑵ 市街化区域に存する建築物が、収用対象事業の施行

により移転又は除却しなければならない場合で、次の

全てに該当するもの 

ア 従前とほぼ同一の用途及び規模の建築物を従前と

ほぼ同一の規模の敷地に建築する場合 

イ 市街化調整区域に関する都市計画が決定された

際、既に所有していた土地又は市長がやむを得ない

と認めた土地において行う場合 

第４号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 土地登記事項証明書、固定資産評価証明書、建物登

記事項証明書等から、当該土地が、市街化調整区域に

関する都市計画が決定され、又は当該都市計画が変更

されてその区域が拡張された際に宅地であったことが

明らかであり、現在に至るまで宅地として継続してい

ると認められる土地において行うものであること。 

⑵ 建築基準法第４３条の接道規定に適合し、排水施設

及び給水施設が整備されている、又は整備されること

が確実であり、市のまちづくり上支障のない土地にお

いて行うものであること。 

⑶ 現在居住している住宅が過密、狭小、被災、立退き

又は借家の事情がある場合、婚姻、定年、退職、卒業 
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 又はＵ・Ｉ・Ｊターンの事情がある場合等、社会通念

上の事情により新規に建築すること又は用途変更する

ことがやむを得ないと認められるものであること。 

⑷ 自己の用に供する専用住宅又は第一種低層住居専用

地域内に建築することができる兼用住宅及び農家民宿

を建築する目的であること。 

 

第８条 条例第９条の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更は、次の表のとおりとす

る。 

区分 

（条例第９条） 
条件又は基準 

第１号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 予定建築物は、既存集落又はその周辺の区域内にあ

り、かつ、適正な規模のものであること。 

⑵ 住宅を建築する理由が、世帯分離等正当なものであ

り、新規に建築することがやむを得ないと認められる

ものであること。 

⑶ 対象世帯は原則として、市街化調整区域に関する都

市計画決定前から引き続いて当該市街化調整区域内に

居住しており、当基準を用いる申請者の範囲は、対象

世帯において民法第７２５条に定める親族の範囲に該

当する者であって、当該世帯に現に同居するか以前に

同居していた者（その配偶者又は婚姻予定者を含

む。）であること。 

第２号  次のいずれかに該当するものであること。 

⑴ 市街化調整区域内に存する建築物が、収用対象事業

の施行により移転又は除却しなければならない場合に

おいて、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同

一の用途及び規模の建築物を従前とほぼ同一規模の敷

地に建築する場合 

⑵ 市街化区域に存する建築物が、収用対象事業の施行

により移転又は除却しなければならない場合で、次の

すべてに該当するもの 

ア 従前とほぼ同一の用途及び規模の建築物を従前と

ほぼ同一の規模の敷地に建築する場合 

イ 市街化調整区域に関する都市計画が決定された

際、既に所有していた土地又は市長がやむを得ない

と認めた土地において行う場合 

第４号  条例第９条第４号に掲げるもののほか、国、府又は市が

行為者であるため許可を要しないものとして建築された建

築物で、次のいずれかに該当するものであること。 

⑴ 建築物の使用の主体又は用途に係る適格性に従い適 
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 正に利用された期間が１０年以上であり、使用者の死

亡による相続、債務の弁済、転職等による住所の移転

（一時的な転居を除く。）若しくは事業の廃止（統廃

合、事業譲渡等を含む。）に伴う建築物の使用の主体

に係る適格性の解除（建築物の用途の変更を伴わない

ものに限る。）として行う用途の変更 

⑵ 使用者の事業の廃止、変更等に伴う建築物の使用の

用途に係る適格性の解除（変更後の用途が従前の用途

と著しく異ならないものに限る。）として行う用途の

変更（この場合、適正に利用された期間が１０年に満

たない場合であっても相当期間適正に利用されたもの

とみなす。） 

第５号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 土地登記事項証明書、固定資産評価証明書、建物登

記事項証明書等から、当該土地が市街化調整区域に関

する都市計画が決定され、又は当該都市計画が変更さ

れてその区域が拡張された際に宅地であったことが明

らかであり、現在に至るまで宅地として継続している

と認められる土地において行うものであること。 

⑵ 建築基準法第４３条の接道規定に適合し、排水施設

及び給水施設が整備されている、又は整備されること

が確実であり、市のまちづくり上支障のない土地にお

いて行うものであること。 

⑶ 現在居住している住宅が過密、狭小、被災、立退き

又は借家の事情がある場合、婚姻、定年、退職、卒業

又はＵ・Ｉ・Ｊターンの事情がある場合等、社会通念

上の事情により新規に建築すること又は用途変更する

ことがやむを得ないと認められるものであること。 

⑷ 自己の用に供する専用住宅又は第一種低層住居専用

地域内に建築することができる兼用住宅及び農家民宿

を建築する目的であること。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市宅地開発等に関する条例施行規則をこ

こに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４１号 

 

亀岡市宅地開発等に関する条例施

行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市宅地開発等に関す

る条例（平成２８年亀岡市条例第４３号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

 （協議の申請） 

第２条 条例第４条に係る協議申請は、開発行

為等協議申請書（別記第１号様式）により行

われなければならない。なお、必要図書及び

部数は別に定める。 

 （事業計画周知に係る標識の設置） 

第３条 事業者は、前条に係る申請後直ちに条

例第１１条による事業計画周知に係る標識を

設置しなければならない。なお、標識は開発

事業及び予定建築物の概要標識（別記第２号

様式）による。 

 （市の意見回答） 

第４条 市長は、第２条に係る申請受領後、当

該計画に対して条例各条項及び亀岡市都市計

画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

（平成２８年亀岡市条例第４２号）各条項に

ついて関係各部署に意見の照会を行い、とり

まとめたものを市の意見として回答する。 

 （関係各部署との協議） 

第５条 事業者は、前条の市の意見に基づき、

条例第４条に係る協議を関係各部署と行わな

ければならない。 

２ 事業者は、協議が完了した後、関係各部署

に対し開発行為等協議書（別記第３号様式）

に協議内容、協議結果を記載し、正本１部及

び副本１部を作成し提出しなければならない。 

３ 関係各部署は開発行為等協議書の内容を確

認し、適正であると認める場合は、公印を押

印のうえ、事業者に副本を交付する。 

 （協議完了届の提出） 

第６条 事業者は、条例第４条に係る協議を全

て完了した後、市長に対して協議完了届（別

記第４号様式）に別に定める添付図書を添え

て正本１部及び副本１部を提出しなければな

らない。 

 （同意及び覚書の締結） 

第７条 市長は、協議完了届の内容を確認し、

適正であると認める場合は、条例第４条によ

る覚書を締結する。 

 （計画の変更） 

第８条 前条の同意及び覚書締結後に事業計画

に変更が生じた場合の手続きは、次のとおり

とする。ただし、変更の内容が軽微なもので

あり、第５条による関係各部署との協議内容

に影響がないと認められる場合は、この限り

でない。 

⑴ 事業者は、市長に対し、開発行為等協議

申請書（変更）（別記第５号様式）に別に

定める添付図書を添えて提出しなければな

らない。なお、提出部数は正本１部及び副

本１部並びに変更に係る協議が必要な関係

各部署の部数の合計とする。 

⑵ 事業者は、事業計画の変更に係る関係各

部署との協議を行い、開発行為等協議書

（変更）（別記第６号様式）の交付を受け

なければならない。なお、交付に係る手続

きについては第５条を準用する。 

⑶ 事業者は、前号の規定により関係各部署

との協議が完了した後に、市長に変更協議
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完了届（別記第７号様式）に、別に定める

添付図書を添え正本１部及び副本１部を提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項第３号による変更協議完了届

の内容を確認し、適正であると認める場合は、

当該変更計画に同意し、変更覚書を締結する。 

３ 事業計画の変更内容が規模、用途及び公共

施設等の配置等において、当初計画と同一で

あると認められないと市長が判断した場合は、

新規事業計画として取扱うものとする。 

 （開発行為等の廃止） 

第９条 事業者は、開発行為等を廃止する場合

は、開発行為等廃止申出書（別記第８号様

式）を提出しなければならない。 

 （地位の承継） 

第１０条 開発行為等に係る事業の譲渡、相続、

合併又は分割その他の事由により従前の事業

者からその地位を承継した者は、地位承継届

出書（別記第９号様式）により市長に届け出

なければならない。 

 （工事着手の届出） 

第１１条 事業者は、開発行為等の工事に着手

する前に、開発行為等工事着手届出書（別記

第１０号様式）を市長に届け出なければなら

ない。 

 （工事完了の届出） 

第１２条 事業者は、開発行為等の工事が完了

したときは、開発行為等工事完了届出書（別

記第１１号様式）を市長に届け出るとともに、

公共施設等の施工に係る完了検査に必要な図

書を提出しなければならない。 

２ 前項に係る必要な図書は、別に定める。 

 （工事完了検査の実施） 

第１３条 市長は、前条に係る工事完了届出書

及び完了検査に必要な図書を確認した後、条

例第８条による完了検査を実施する。ただし、

第１４条に係る所有権移転登記に必要な書類

が完了検査の実施までに提出されない場合は、

市長は検査を保留する場合がある。 

 （公共施設等の帰属） 

第１４条 条例第９条による公共施設等の帰属

は、次のとおりとする。 

⑴ 本市に帰属する公共施設等に係る所有権

移転登記は、本市が行う。 

⑵ 事業者は、所有権移転登記に必要な書類

を、前条の規定による完了検査までに提出

しなければならない。 

⑶ 公共施設等及びその施設の用地の境界は、

コンクリート杭等で明確にしなければなら

ない。 

 （身分証明書） 

第１５条 条例第１８条第２項に規定する証明

書は、身分証明書（別記第１２号様式）とす

る。 

 （基準等の公表） 

第１６条 市長は、条例及び規則の施行に関し

て別に定める基準等について、広く周知及び

公表しなければならない。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行す

る。 
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別
記
第

１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 開

発
行
為
等
協

議
申
請

書
 

 
亀
岡

市
宅
地
開
発

等
に
関
す
る
条
例
第

４
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
下
記
の
行

為
に
つ
い
て
協
議
を

申
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し
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す
。
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
事
業
者
 
住
所
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
電
話
）
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連

絡
責
任
者
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名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
電
話
）
 

 

開 発 行 為 等 の 概 要 

１
 
条

例
協

議
の

種
別
 

（
条
例
第
３
条
第
１
項

）
 

 
 
 
１

号
協

議
 
 

 
 

 
２
号

協
議
 

 
 
 

 ３
号
協

議
 

（
２
９

条
開

発
行

為
）
 

（
建
築

行
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）

 
（
都

計
外

開
発
行

為
）
 

２
 
開

発
行

為
等

の
 

地
域

の
名
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３
 
開

発
行

為
等

の
 

区
域

の
面

積
 
 

４
 
開

発
行

為
等

の
 

地
域

の
用

途
地

域
名
 
 

５
 
予

定
建

築
物

の
用

途
 
 

６
 
工

事
施

行
予

定
者
 
 

７
 
工

事
施

行
予

定
期

間
 
 

８
 
そ

の
他

必
要

事
項
 
 

※
受
付
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 
月
 
 
 
日
 

（
注
）
１
 

※
印
の
あ
る
欄
は
記
載
し
な

い
こ
と
。
 

２
 

「
そ
の
他
必

要
な
事
項
」
の
欄

に
は
、
開
発

行
為
等
を
行
う

事
に
つ
い
て

の
農
地
法
そ
の
他

法
令
に
よ
る
許
可
、
認

可
な
ど

を
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
手

続
の
状
況
を
記
入
す

る
こ
と

。
 

第
２

号
様
式
（
第
３
条
関
係
）
 

開
発

事
業
及

び
予
定
建

築
物

の
概
要

標
識
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
設
置
年
月
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

   
こ
の
標
識
は
、
亀
岡
市
宅
地
開
発
等
に

関
す
る
条
例
第
１
１
条
に
基
づ
き
、
近
隣
住
民
の
方
へ
事
業
計

画
の
概
要
を
周
知
す
る
た
め
に
設
置

す
る
も
の
で
す
。
 

工
事

場
所
 

 

建
築

物
用

途
 

 
敷

地
面

積
 

平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
 

造
 

建
築

面
積
 

平
方
メ
ー
ト
ル

最
高

の
高

さ
 

メ
ー
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ル
 

延
べ

面
積
 

平
方
メ
ー
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ル

階
数
・
棟
数
等
 

 

工
事
予
定
期
間
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

開
発

事
業

者
 

住
所
 

氏
名
 

設
計

者
 

住
所
 

氏
名
 

工
事

施
行

者
 

住
所
 

氏
名
 

  
上
記
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、

下
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

  
連
絡
先
 
住
 
 
所
（
所
在
地
）
 

 
 
 
 
 
氏
 
 
名
（
名
 
称
）
 

 
 
 
 
 
担
 当

 
者
 

 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

 

注
意

：
 
標
識
は
、
道
路
に
面
し
た
周
囲
か
ら
見
や
す
い
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。
 

 
問

い
合
わ
せ

先
の
欄
に

は
、
当

該
計
画
に

つ
い
て
十

分
な
説

明
の
で
き

る
者
の
連

絡
先
を

記
入
す

る
こ
と
。
 

 
こ

の
標
識
の

設
置
期
間

は
、
「

開
発
許
可

に
関
す
る

工
事
標

識
」
又
は

「
確
認
表

示
板
」

を
設
置

す
る
ま
で
と
す
る
。
 

 
標
識
の
大
き
さ
は
、
縦
１
０
０

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
９
０
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
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第
３
号

様
式

（
第
５
条
関
係
）
 

開
発
行

為
等

協
議
書
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 

 
日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
 
 
 
 
 
 
 
部
 
 
 
 

 
 
 

課
長
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
署
長

）
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申
請

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㊞
 

  
亀
岡

市
宅

地
開
発
等
に
関
す
る
条
例
協
議
に
つ
い

て
、
下

記
の
と
お
り
協
議
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
開

発
行

為
等
の
場
所
 

  ２
 
開

発
行
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等
区
域
の
面
積
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
方
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（
 

 
 
 
 
 
 
 
平
方
メ
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協

議
事
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内
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      ４
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要
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地
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ー
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の
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。
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添
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書
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行
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用
計
画
書
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図
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亀
岡

市
宅

地
開
発
等
に
関
す
る
条
例
協
議
に
つ
い

て
、
下

記
の
と
お
り
協
議
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
開

発
行

為
等
の
場
所
 

  ２
 
開

発
行

為
等
区
域
の
面
積
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
方
メ
ー
ト

ル
（
 

 
 
 
 
 
 
 
平
方
メ
ー
ト
ル

）
 

 ３
 
協

議
事

項
（
指
導
内
容
）
 

      ４
 
協

議
結

果
 

        

公
共
施

設
等
に
つ
い
て
 

従
前
の

公
共
施
設
 

種
 

 
 
類
 

番
 
号
 

概
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
要
 

管
理
者
 

用
地
の
帰

属
 

摘
 
 
 
 

要
 

幅
員
、

寸
法

延
 
長
 

面
 

 
積
 

 
 

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

 
平
方
メ
ー

ト
ル

 
 

 
 

 新
た
に

設
置
さ
れ
る
公
共
施
設
 

種
 

 
 
類
 

番
 
号
 

概
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
要
 

管
理
者
 

用
地
の
帰

属
 

摘
 
 
 
 

要
 

幅
員
、

寸
法

延
 
長
 

面
 

 
積
 

 
 

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

 
平
方
メ
ー

ト
ル

 

 
 

 

（
備
 

 
考
）
摘
要
欄
に
は
存
置
、

廃
止
、
交
換
の
別
等
を
記
入

。
 

（
添
付

書
類
）
協
議
を
行
っ
た
土
地

利
用
計
画
書
、
構
造
図
な
ど

の
協

議
資
料
 

 ※
 
表

記
事
項
の
変
更
箇
所
に
つ
い

て
は

、
変
更
前
の
内
容
を
上

段
に

朱
書
き
で
、
変
更
後
の

内
容

を
下
段

に
黒

書
き
で
、
２
段
書
き
で
表
記

す
る
。
 

  
上
記

の
と
お
り
協
議
を
完
了
し
た

も
の

と
し
、
規
則
第
８
条
に

基
づ
き
当
協
議
書
を
交
付
し

ま
す

。
 

  
 
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
亀
岡
市
 
 
 
 
 
 

 
部

 
 
 
 
 
 
 
課
長

 
 
□印

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
（
署
長
）
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第
７
号
様
式

（
第
８
条

関
係
）
 

変
更

協
議
完
了
届
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

 
（
宛
先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

事
業
者
 
住
 
所
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
氏
 
名
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（

電
話
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
）
 

  
下
記
の
開

発
行
為
等

の
変
更
に

つ
い
て
、

関
係
課
と
の
協
議
が

完
了
し
た
の

で
届
け
出

ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
開
発
行

為
等
の
種

別
 

 ２
 
開
発
行

為
等
の
場

所
 

 ３
 
開
発
行

為
等
区
域

の
面
積
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

平
方
メ
ー

ト
ル
 

４
 
設
置
さ

れ
る
公
共

施
設
等
 

種
 
 

 
類
 

概
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
要
 

（
幅
員

、
延
長

、
構
造

、
面
積

等
）
 

管
理
者

 
用

地
の

帰
属
先

（
主
管

課
）
 

※
市
へ

の
帰
属

が
あ
る

場
合
 

 
 

 
 

 ５
 
変
更
前

開
発
行
為

等
協
議
に

係
る
同
意

番
号
 

 ６
 
変
更
の

理
由
及
び

変
更
概
要
 

  ７
 
変
更
に

係
る
関
係

各
課
 

 ※
 

１
～
４
の

表
記

事
項
に

変
更

が
あ
る

場
合

は
、
変

更
前
の

内
容

を
上
段

に
朱

書
き
で

、
変

更
後
の

内
容

を
下
段

に
黒
書
き
で

、
２
段
書

き
で
表
記

す
る
こ
と

。
 

※
 
別
に
定

め
る
添
付

図
書
等
を

添
え
、
正

本
２
部
及
び
副
本
２

部
を
提
出
す
る
こ
と
。

 

第
８
号

様
式

（
第
９

条
関
係
）

 

開
発
行
為
等
廃
止
申
出
書
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市

長
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

届
出

者
 
住
所
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
氏
名
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
㊞
 

  
下
記

の
と

お
り
、

開
発
行
為

等
を

廃
止
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
 
開

発
行

為
等
を

廃
止
す
る

地
域

（
敷
地

）
の

名
称
 
 

２
 
開

発
行

為
等
を

廃
止
す
る

地
域

（
敷
地

）
の

面
積
 
 

３
 
廃

止
す

る
開
発

行
為
等
の

概
要
 

 

４
 
開

発
行

為
等
を

廃
止
す
る

理
由
 

５
 
廃

止
に

係
る
手

続
き
法
令

等
 

６
 
開

発
行

為
等
の

進
捗
状
況

 

 
⑴
 

条
例

協
議
中
 

 
⑵
 

同
意

・
覚
書

交
換
済
 

 

 
⑶
 

開
発

許
可
申

請
中
 
 

 
⑷
 

開
発

許
可
済
 

 
⑸
 

工
事

実
施
中
 

 
 
（

工
事

中
の
場

合
、
現
在

の
状

況
及
び

防
災

措
置
に
つ
い

て
記
載
く

だ
さ
い

。
）
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第
９
号

様
式

（
第
１
０
条
関
係
）
 

地
位
承

継
届

出
書
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 

 
日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承
継
者

 
住
 

所
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㊞
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被
承
継
者

 
住
 

所
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  
 
 

 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
 
 
 
発
第

 
 
 

 
号
に
て
同
意
書
の
交
付
及
び
覚
書
の

交
換
を

受
け
た

、
開

発
行
為
等
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り

承
継
い

た
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
い
た
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
 
承

継
を

受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
 

  ２
 
地

位
承

継
す
る
開
発
行
為
等
の
概
要
 

⑴
 

開
発
行
為
等
の
同
意
の
日
付
及
び
番
号
 

 ⑵
 

開
発
行
為
等
の
同
意
を
受
け
た
者
（
被

承
継

者
）
の
住
所
及
び
氏
名
 

 ⑶
 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
又

は
建

築
敷
地
の
地
名
地
番
 

 ⑷
 

開
発
区
域
（
建
築
敷
地
）
の
面
積
 

 ⑸
 

開
発
行
為
等
の
概
要
 

 ３
 
承

継
の

原
因
 

    

第
１
０

号
様

式
（
第
１
１
条
関
係
）
 

開
発
行

為
等

工
事
着
手
届

出
書
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 

 
日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
届
出
者

 
住
 

所
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㊞
 

   
亀
岡

市
宅

地
開
発
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
工

事
 

  
同
意

番
号

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け

 
 
第

 
 
 
 
号
に
着
手
す
る
た
め
、
届
け
出
ま
す
。

 

記
 

 １
 
工

事
着

手
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
 
 

月
 
 
 
 
日
 

 ２
 
工

事
着

手
す
る
開
発
区
域
（
建
築
敷
地
）
の
名

称
 

  
 
 

亀
岡

市
 
 
 
 
 
 
 
町
 

 ３
 
工

事
期

間
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 

日
 
～

 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 

日
 

 
（
工

程
・

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。
）
 

 ４
 
開

発
許

可
番
号
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 

 
 
日

付
け
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
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第
１
１

号
様

式
（
第
１
２
条
関
係
）
 

開
発
行

為
等

工
事
完
了
届

出
書
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 

 
日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
届
出
者

 
住
 

所
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

   
亀
岡

市
宅

地
開
発
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
工

事
 

  
同

意
番
号
 
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け

 
 
第
 

 
 
 
号
が

下
記
の
と
お
り

完
了
し
ま

し
た

の
で
届

け
出

ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
工

事
完

了
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
 
 

月
 
 
 
 
日
 

 ２
 
工

事
を

完
了
し
た
開
発
区
域
（
建
築
敷
地
）
の

名
称
 

  
 
 

亀
岡

市
 
 
 
 
 
 
 
町
 

 ３
 
開

発
許

可
番
号
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 

 
 
日

付
け
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

  ※
公
共

施
設

等
の
土
地
の
帰
属
が
あ
る
場
合
は
、
必

要
書
類

を
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と
。
 

        

第
１
２

号
様

式
（
第

１
５
条
関
係

）
 

 

９
ｃ
ｍ
 

 
 

 

身
 
分
 
証
 
明
 
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
所
属
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
職
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
名
 

  
上
記
の

者
は
、
亀
岡
市
宅
地

開
発
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成
２
８
年
１

２
月
 
 
日
亀
岡

市
条
例
第

 
 
号
）
第
１
８
条

第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
条
例
協
議

に
係
る
土
地
若
し

く
は
土
地

に
あ
る
物
件
又
は
土

地
に
お
い
て
行
わ
れ

て
い
る
工
事
の
状
況

等
を
確
認
す
る
た

め
立
入
検
査
を
行
う
こ

と
が
で
き
る

者
で

あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
。
 

  
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

  
有
効
期
限
 
 
 
 

 
年
 
 
月

 
 

日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

亀
岡
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

       
６

ｃ
ｍ

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市駅前送迎用スペース管理条例施行規則

をここに公布する。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４２号 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条

例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市駅前送迎用スペー

ス管理条例（平成２８年亀岡市条例第４５号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （送迎用スペースの利用時間） 

第２条 条例第３条第１号に規定する規則で定

める時間は、３０分間とする。 

 （送迎用スペースの管理における措置） 

第３条 市長は、条例第４条第１項に規定する

施策として、条例第２条に規定する駅前送迎

用スペース（以下「送迎用スペース」とい

う。）内において、次の各号に掲げる措置を

講じることができる。 

⑴ 条例第３条に規定する行為をしようとす

る者、現にしている者又は禁止行為に違反

して駐車している車両の所有者に対して当

該行為をしないことについての指導及び啓

発をすること。 

⑵ 前号の場合において、現場に当該車両の

運転者がいないため、当該運転者に対して、

同号の規定による措置を講じることができ

ないときは、直ちに当該車両を送迎用ス 

ペースから移動することを要請するための

警告書（別記第１号様式）を当該車両の見

やすい箇所に取り付けること。 

⑶ 送迎用スペース及びその周辺地域におけ

る駐車施設に関する情報を提供すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、条例第３条

に規定する行為を防止するため市長が必要

と認める措置を講じること。 

 （表示） 

第４条 市長は、送迎用スペースの管理に関し、

送迎用スペースの敷地内に条例第３条の禁止

行為を示す標識等を設置するものとする。 

 （送迎用スペース管理指導員） 

第５条 市長は、第３条に規定する事務を行わ

せるため、本市職員（当該事務を委託したと

きは、当該委託を受けた法人その他の団体職

員を含む。）の中から送迎用スペース管理指

導員を指名する。 

２ 送迎用スペース管理指導員は、その職務を

執行する場合において、その身分を示す送迎

用スペース管理指導員証（別記第２号様式）

を携帯し、関係人の請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 

 （命令） 

第６条 条例第５条に規定する命令は、命令書

（別記第３号様式）により行う。 

２ 市長は、条例第５条の規定により命令をし

ようとするときは、当該処分を受ける者に対

しあらかじめ告知・弁明書（別記第４号様

式）によりその旨を告知し、弁明の機会を付

与しなければならない。 

 （過料） 

第７条 条例第７条の過料の額は、１万円とす

る。 

２ 市長は、条例第７条の規定により過料の処

分をしようとするときは、当該処分を受ける

者に対しあらかじめ過料処分告知・弁明書

（別記第５号様式）によりその旨を告知し、

弁明の機会を付与しなければならない。 

３ 市長は、条例第７条の規定により過料の処

分をするときは、当該処分を受ける者に対し



 
亀 岡 市 公 報 

 87

第８６４号平成２９年１月１６日発行 

過料処分通知書（別記第６号様式）を交付し、

過料を徴収する。 

 （委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行す

る。 
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別
記
第

１
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

  

警
 

告
 
書
 

   
（
亀

岡
市

）
 

   
こ
の

車
両
を
利
用

又
は
所
有
す
る
者
は

、
直
ち
に
送
迎
用
ス
ペ

ー
ス
か
ら
当

該
車
両
を
移
動
さ
せ

て
く

だ
さ
い
。
 

 
ま
た

、
今
後
同
様

の
禁
止
行
為
を
行
っ

た
場
合
は
、
亀
岡
市
駅

前
送
迎
用
ス

ペ
ー
ス
管
理
条
例
の

規
定

に
基
づ
き
措

置
し
ま
す
。
 

  

記
 

   
１
 

違
反

駐
車
の
確
認
日
時
 
 
 
 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
時
 
 
 
分
 
か
ら
 

 
 
 
時
 
 
 
分
 
ま
で
 

   
２
 

車
両

の
自
動
車
登
録
番
号
 

     
３
 

亀
岡

市
駅
前
送
迎
用
ス
ペ
ー

ス
管

理
条
例
第
３
条
第
１
号
に
規

定
す
る
禁
止
行
為
 

    ４
 
連

絡
先

：
亀
岡
市
土
木
建
築
部

土
木

管
理
課
 

 
 
 

℡
 

０
７
７
１
－
２
２
－
３
１
３

１
（
代
表
）
 

 

第
２
号

様
式
（
第
５
条
関
係
）
 

（
表
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第
 
 
 
 
号
 

送
迎
用
ス
ペ

ー
ス
管
理
指
導
員
証
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
所

 
 

属
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
生

年
月

日
 

   
上
記
の
者
は

、
亀

岡
市
駅
前
送
迎
用
ス
ペ

ー
ス

管
理
条
例
施
行
規
則
第
５
条

第
２
項
に
規
定
す
る

送
迎
用
ス
ペ
ー

ス
管

理
指
導
員
で
あ
る
こ
と

を
証

明
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 
発
行
 

  
有
効
期
限
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
亀
岡
市
長
 
 
 

 
 

 
 
 
 
□印

 

 

 

（
裏
）
 

亀
岡
市
駅
前

送
迎
用
ス
ペ
ー

ス
管
理
条
例
施

行
規
則
（
抜
粋

）
 

 

（
送
迎
用

ス
ペ
ー
ス
の
管

理
に
お
け
る
措

置
）
 

第
３
条
 
市

長
は
、
条

例
第
４
条
第
１

項
に
規
定
す
る

施
策
と
し
て
、
条
例
第

２
条
に
規
定
す

る
駅
前
送
迎
用

ス
ペ
ー
ス
（
以

下
「
送
迎

用
ス
ペ
ー
ス
」

と
い
う

。）
内

に
お
い
て
、

次
の
各
号
に
掲

げ
る
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

⑴
 
条
例
第

３
条
に
規
定

す
る
行
為
を
し

よ
う
と
す
る
者

、
現
に

し
て
い
る
者
又

は
禁
止
行
為

に
違
反
し
て
駐

車
し
て
い

る
車
両
の

所
有
者
に
対

し
て
当
該
行
為

を
し
な
い
こ
と

に
つ
い
て
の
指

導
及
び
啓
発
を

す
る
こ
と
。

 

⑵
 
前
号
の

場
合
に
お
い

て
、
現
場
に
当
該
車

両
の
運
転
者

が
い
な
い
た
め

、
当

該
運
転
者
に
対

し
て
、
同
号
の
規

定
に

よ
る
措
置

を
講
じ
る
こ

と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
直
ち
に
当
該

車
両
を
送
迎
用

ス
ペ
ー
ス
か

ら
移
動
す
る
こ

と
を
要
請

す
る
た
め

の
警
告
書
（

別
記
第
１
号
様

式
）
を
当
該
車

両
の
見
や
す
い

箇
所
に
取
り
付

け
る
こ
と
。

 

⑶
 
送
迎
用

ス
ペ
ー
ス
及

び
そ
の
周
辺
地

域
に
お
け
る
駐

車
施
設
に
関
す

る
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
。

 

⑷
 
前
３
号

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
、
条
例
第
３

条
に
規
定
す
る

行
為
を
防
止
す

る
た
め
市
長

が
必
要
と
認
め

る
措
置
を

講
じ
る
こ

と
。
 

（
送
迎
用

ス
ペ
ー
ス
管
理

指
導
員
）
 

第
５
条
 
市

長
は
、
規
則
第
３
条

に
規
定
す
る
事

務
を
行
わ
せ
る

た
め
、
本
市
職
員
（
当
該

事
務
を
委
託
し

た
と
き
は
、
当

該
委
託
を

受
け
た
法
人
そ

の
他
の
団
体
職

員
を
含
む

。）
の
中
か
ら
送

迎
用
ス
ペ
ー
ス

管
理
指
導
員
を

指
名
す
る
。
 

２
 
送
迎
用
ス

ペ
ー
ス
管
理

指
導
員
は
、
そ
の
職
務
を
執

行
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
身
分
を

示
す
送
迎
用
ス

ペ
ー
ス
管

理
指
導
員

証
（

別
記
第
２
号
様

式
）
を
携
帯
し
、
関
係
人

の
請
求
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
を

提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

 

写
 
真
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
３
号

様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

（
表
）
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 

号
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

 
住
 

所
 

 
氏
 

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

命
 

令
 
書
 

  
あ
な

た
は

、
亀
岡
市
駅
前
送
迎
用

ス
ペ

ー
ス
管
理
条
例
第
５
条
の
規

定
に
よ
り
直
ち
に
下
記
の
措

置
を

と
る
よ
う
命

令
し
ま
す
。
 

 
な
お

、
正

当
な
理
由
が
な
く
命
令

に
従

わ
な
い
場
合
に
は
、
同

条
例

第
７
条
の
規
定
に
よ
り
過
料

に
処

せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
 

 

記
 

  
１
 

行
為

の
日
時
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
 
 
 
分
 
か
ら
 
 
 

 
時
 
 
 
分
 
ま
で
 

  
２
 

違
反

行
為
の
内
容
 

   
 
 

（
亀

岡
市
駅
前
送
迎
用
ス
ペ

ー
ス

管
理
条
例
第
３
条
第
 
 
号

に
規
定
す
る
禁
止
行
為
）
 

  
３
 

車
両

の
自
動
車
登
録
番
号
 

   
４
 

措
置

の
内
容
 

   
５
 

監
督

処
分
の
対
象
者
 
 
 

送
迎

用
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
者
 
 

 
 
車
両
の
所
有
者
 

 

（
裏
）
 

 （
教
示
）
 

１
 
こ

の
決

定
に
つ
い
て
不
服
が
あ

る
場

合
は
、
こ
の
決
定
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起

算
し

て
３
箇
月
以
内
に
、
亀
岡
市

長
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

２
 
こ

の
決

定
に
つ
い
て
は
、
上
記

１
の

審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ

の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の

翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内

に
、
亀
岡
市
を
被
告
と
し
て

（
訴
訟
に
お
い
て
亀
岡
市
を
代

表
す
る

者
は

亀
岡
市
長
と
な
り
ま
す
。
）、

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
上

記
１

の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に

は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が

あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。
 

３
 
た

だ
し
、
上
記

の
期
間
が
経
過
す
る

前
に
、
こ
の
決
定
（
審

査
請
求
を
し

た
場
合
に
は
、
そ
の

審
査

請
求

に
対
す
る
裁

決
）
が
あ
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起

算
し
て
１

年
を
経
過
し

た
場
合
は
、
審
査
請

求
を

す
る

こ
と
や
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ

と
が
で
き

な
く
な
り
ま

す
。
な
お
、
正
当
な

理
由

が
あ

る
と
き
は
、

上
記
の
期
間
や
こ
の

決
定
（
審
査

請
求
を
し

た
場
合
に
は

、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す

る
裁

決
）
が
あ
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
１
年

を
経
過
し

た
後
で
あ
っ

て
も
審
査
請
求
を
す

る
こ

と
や

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
４
号

様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 

号
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

 
住
 

所
 

 
氏
 

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

告
知
・
弁
明
書
 

  
あ
な

た
は

、
亀

岡
市

駅
前
送
迎
用
ス
ペ
ー

ス
管

理
条
例
第
３
条
に
規
定

す
る

禁
止
行
為
を
行
っ
た
た

め
、

同
条
例
第
５

条
の
規
定
に
よ
り
、
命
令
の

対
象
に
な
り
ま
す
。
 

 
つ
き

ま
し

て
は
、
亀
岡
市
駅
前
送
迎
用

ス
ペ
ー
ス
管
理
条
例
施
行
規

則
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ

き
、
弁

明
の

機
会
を
付
与
し
ま
す
。
 

   
１
 

行
為

の
日
時
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
 
 
 
分
 
か
ら
 
 
 

 
時
 
 
 
分
 
ま
で
 

  
２
 

違
反

行
為
 

   
 
 

（
亀

岡
市
駅
前
送
迎
用
ス
ペ

ー
ス

管
理
条
例
第
３
条
第
 
 
号

に
規
定
す
る
禁
止
行
為
）
 

  
３
 

車
両

の
自
動
車
登
録
番
号
 

   
４
 

弁
 

 
明
 
 
□
 
上
記
の
と
お

り
認
め
ま
す
。
弁
明
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
□
 
下
記
の
と
お

り
弁
明
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
署
 
名
 

 

第
５
号

様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 

号
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

  
住
 

所
 

 
氏
 

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

過
料

処
分
告
知
・
弁
明
書
 

 
あ
な

た
は

、
亀
岡
市
駅
前
送
迎
用

ス
ペ

ー
ス
管
理
条
例
第
５
条
に
規

定
す
る
命
令
に
違
反
し
た
た

め
、

同
条
例
第
８

条
の
規
定
に
よ
り
、
過
料
処

分
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
 

 
つ
き

ま
し

て
は
、
亀
岡
市
駅
前
送

迎
用

ス
ペ
ー
ス
管
理
条
例
施

行
規

則
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ

き
弁
明

の
機

会
を
付
与
し
ま
す
。
 

   
１
 

行
為

の
日
時
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
 
 
 
分
 
か
ら
 
 
 

 
時
 
 
 
分
 
ま
で
 

  
２
 

違
反

行
為
 

   
 
 

（
亀

岡
市
駅
前
送
迎
用
ス
ペ

ー
ス

管
理
条
例
第
５
条
第
 
 
項

に
規
定
す
る
命
令
の
違
反
）
 

  
３
 

弁
 

 
明
 
 
□
 
上
記
の
と
お

り
認
め
ま
す
。
弁
明
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
□
 
下
記
の
と
お

り
弁
明
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
署
 
名
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
６
号

様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

（
表
）
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 

号
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

  
住
 

所
 

 
氏
 

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

過
料
処

分
通
知
書
 

 
あ
な

た
は

、
亀
岡
市
駅
前
送
迎
用

ス
ペ

ー
ス
管
理
条
例
第
５
条
に
規

定
す
る
命
令
に
違
反
し
た
た

め
、

同
条
例
第
７

条
の
規
定
に
よ
り
、
過
料
に

処
し
ま
す
。
 

   
１
 

行
為

の
日
時
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

時
 
 
 
分
 
か
ら
 
 
 

 
時
 
 
 
分
 
ま
で
 

  
２
 

違
反

行
為
 

   
 
 

（
亀

岡
市
駅
前
送
迎
用
ス
ペ

ー
ス

管
理
条
例
第
５
条
第
 
 
項

に
規
定
す
る
命
令
の
違
反
）
 

  
３
 

過
料

の
額
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

    

（
裏
）
 

 （
教
示
）
 

１
 
こ

の
決

定
に
つ
い
て
不
服
が
あ

る
場

合
は
、
こ
の
決
定
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起

算
し

て
３
箇
月
以
内
に
、
亀
岡
市

長
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

２
 
こ

の
決

定
に
つ
い
て
は
、
上
記

１
の

審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ

の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の

翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内

に
、
亀
岡
市
を
被
告
と
し
て

（
訴
訟
に
お
い
て
亀
岡
市
を
代

表
す
る

者
は

亀
岡
市
長
と
な
り
ま
す
。
）、

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
上

記
１

の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に

は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が

あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内

に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。
 

３
 
た

だ
し
、
上
記

の
期
間
が
経
過
す
る

前
に
、
こ
の
決
定
（
審

査
請
求
を
し

た
場
合
に
は
、
そ
の

審
査

請
求

に
対
す
る
裁

決
）
が
あ
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
を
経
過
し

た
場
合
は
、
審
査
請

求
を

す
る

こ
と
や
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ

と
が
で
き

な
く
な
り
ま

す
。
な
お
、
正
当
な

理
由

が
あ

る
と
き
は
、

上
記
の
期
間
や
こ
の

決
定
（
審
査

請
求
を
し

た
場
合
に
は

、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す

る
裁

決
）
が
あ
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
１
年

を
経
過
し

た
後
で
あ
っ

て
も
審
査
請
求
を
す

る
こ

と
や

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

 

 
「
掲
示
済
」
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

告 示 
 

 亀岡市告示第２３７号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   平成２８年度市民税・府民税の納税通知書及び徴収方法変更通知書 

２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２３８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項において準用する同法第１９条第

１項の規定により南丹都市計画生産緑地地区を

変更した。 

 当該都市計画の図書を同法第２１条第２項に

おいて準用する同法第２０条第２項の規定によ

り公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２８年１２月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

生産緑地地区 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市余部町清水又の一部 

亀岡市余部町樋又の一部 

３ 縦覧場所 

   亀岡市安町野々神８番地 

   亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３９号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 住  所  省略 

         

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２４０号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   平成２８年度軽自動車税納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２４１号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２８年１２月８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域に放置さ

れていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２８年１２月８日（木） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ２台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令等の規定により処分する。 

 

※ 連絡先 土木建築部 土木管理課 

      電話 0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４２号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

納期限変更告知書 

平成２８年度（２７年賦課）市府民税 

随時１期分 

平成２８年度（２６年賦課）市府民税 

随時１期分 

平成２８年度（２５年賦課）市府民税 

随時１期分 

平成２８年度（２４年賦課）市府民税 

随時１期分 

２ 送達を受けるべき者 

   住 所  省略 

         

   氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

「掲示済」 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２４３号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   平成２８年度軽自動車税納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２８年１２月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０１３９－２５０１０ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２８年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２８年１２月１３日 

 

「掲示済」 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 97

第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２４５号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月１５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   督促状 平成２８年度第３期分 市府民税 

２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２４６号 

 

 建設工事の競争入札参加資格及び資格審査の申請について（昭和３９年亀岡市告示第２０号）の

一部を次のように改正する。 

 

   平成２８年１２月１９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第７号中「が実施される月の１日」を「申請日」に改める。 

 別記第１号様式中 

「 

土建大左と石屋電管タ鋼筋ほし板ガ塗防内機絶通園井具水消清 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

                                     」 

を 

「 

土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶通園井具水消清解 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

                                     」 

に改める。 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 別記第８号様式（表）中 

「 

 

                    を 

 

                   」 

「 

 

                    に改める。 

 

                   」 

 別記第９号様式中 

「             「 

             を             に、 

            」             」 

「                 「 

 

                 を                

 

                」                 」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

28 清掃 般・特 ［  ］

   

28 清掃 般・特 ［  ］

29 解体 般・特 ［  ］

ほ 装 工 事 舗 装 工 事

清 掃 施 設 工 事  

  

  

清 掃 施 設 工 事  

解 体 工 事  

  



 
亀 岡 市 公 報 

 100 

第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２４７号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

固定資産現所有者認定通知書 

固定資産価格等登録通知書 

平成２８年度固定資産税・都市計画税納

税通知書 

２ 送達を受けるべき者 

 

省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４８号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 住  所  省略 

 

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２８年１２月２２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀１９０７－２１１１８ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２８年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２８年１２月２２日 

 

「掲示済」 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２５０号 

 

 亀岡市開発登録簿閲覧規程を次のように定め

る。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市開発登録簿閲覧規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、都市計画法施行規則（昭

和４４年建設省令第４９号）第３８条の規定

に基づき閲覧所における開発登録簿（以下

「登録簿」という。）の閲覧に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （閲覧所の設置） 

第２条 登録簿の閲覧の場所（以下「閲覧所」

という。）は、亀岡市役所とする。 

 （閲覧日及び閲覧時間） 

第３条 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次の

とおりとする。 

⑴ 閲覧日 １月４日から１２月２８日まで

の各日（土曜日、日曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日を除く。） 

⑵ 閲覧時間 午前９時から正午まで 午後

１時から午後５時まで 

第４条 登録簿の整理その他必要がある場合は、

閲覧時間を変更し、又は臨時に休所日を設け

るものとし、その旨を閲覧所に掲示する。 

 （閲覧等） 

第５条 登録簿を閲覧しようとするときは、備

付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、

氏名その他必要な事項を記入し、当該職員の

承認を受けなければならない。 

 （遵守事項） 

第６条 登録簿を閲覧しようとする者は、次に

掲げる事項を守らなければならない。 

⑴ 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

⑵ 登録簿を汚損又は毀損しないこと。 

⑶ 登録簿を所定の場所以外に持ち出さない

こと。 

⑷ 書類をカメラその他の機器により撮影し

ないこと。 

⑸ その他当該職員の指示に従うこと。 

 （閲覧の禁止） 

第７条 職員は、登録簿を閲覧しようとする者

が前条各号に掲げる事項を守らない場合には、

閲覧の承認をせず、又はその承認を取り消す

ことができる。 

 （損傷等の届出） 

第８条 閲覧者は、登録簿を誤って汚損又は毀

損した場合は直ちに当該職員に届け出てその

指示を受けなければならない。 

 （使用後の点検） 

第９条 閲覧者は、登録簿の閲覧が終わったと

きは、当該職員に届け出てその点検を受けな

ければならない。 

 （登録簿の写しの交付申請） 

第１０条 登録簿の写しの交付を受けようとす

る者は、開発登録簿写しの交付申請書（別記

様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、写しの交付を受けようとする書類

の特定ができない場合又は物件を特定せず大

量に写しの交付を受けようとする場合は、前

項の申請に係る書類の写しの交付を行わない。 

３ 第１項の書類の写しの交付を受けようとす

る者は、亀岡市手数料徴収条例（平成１２年

亀岡市条例第６号）第２条第１項第４２号に

定める費用を納付しなければならない。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行す

る。 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「掲示済」 

別記様式（第１０条関係） 

 

開発登録簿写しの交付申請書 

 

                                  年  月  日 

 

（宛先）亀岡市長 

 

                 申請者住所： 

                 申請者氏名：               ㊞ 

 

 亀岡市開発登録簿閲覧規程第１０条第１項の規定により、開発登録簿の写しの交付につい

て申請します。 

事 項 記 入 欄 

写しの交付を受ける書類 
□ 開発登録簿        枚 
 

□ 土地利用計画図      枚 

開 発 許 可 番 号 
 

開 発 許 可 年 月 日 
 

開 発 地 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 

亀岡市 

開 発 許 可 を 受 け た 者 

の 氏 名 

 

開 発 登 録 簿 番 号 
 

備 考 
 

※写しの交付を申請する書類を特定する事項を備考に記載してください。 
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 亀岡市告示第２５１号 

 

市道路線の区域変更に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のように変

更する。 

 なお、その関係書類は、亀岡市土木建築部土木管理課において平成２８年１２月２６日から平成

２９年１月１６日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２８年１２月２６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

路線番号 路 線 名 
 起     点 変 更 前 変 更 後 

 終     点 延長(ｍ) 幅員(ｍ) 延長(ｍ) 幅員(ｍ)

01025 石 塚 三 宅 線 
 亀岡市三宅町19番1先 

384.84
2.88 

384.84 
2.88

 亀岡市古世町石塚152番1先 ～ 5.52 ～ 5.52

01267 クニッテルフェルド通 
 亀岡市追分町谷筋1番1先 

1,658.18
10.40 

1,658.18 
10.40

 亀岡市篠町浄法寺中村16番1先 ～ 165.00 ～ 165.00

03030 太 歳 支 線 
 亀岡市西別院町犬甘野円浄法7番先 

78.71
2.20 

81.40 
2.30

 亀岡市西別院町犬甘野善作谷61番先 ～ 5.00 ～ 5.00

06076 浦 亦 支 線 
 亀岡市薭田野町佐伯浦亦32番10先 

71.15
4.00 

74.10 
4.00

 亀岡市薭田野町佐伯浦亦33番4先 ～ 4.00 ～ 4.02

12124 小川２丁目１号線 
 亀岡市千代川町小川2丁目122番26先 

71.11
6.00 

74.60 
6.00

 亀岡市千代川町小川2丁目122番13先 ～ 12.00 ～ 12.00

14035 山 ノ 神 才 慶 線 
 亀岡市旭町山ノ神121番先 

153.00
5.90 

154.00 
5.90

 亀岡市旭町才慶100番先 ～ 8.00 ～ 8.00

14036 才 慶 年 角 線 
 亀岡市旭町才慶113番先 

204.00
5.50 

205.00 
5.50

 亀岡市旭町年角100番先 ～ 6.50 ～ 6.50

15060 観音俣下三日市線 
 亀岡市千歳町千歳観音俣1番5先 

672.26
3.02 

678.70 
3.02

 亀岡市馬路町下三日市28番1先 ～ 14.00 ～ 14.00

16046 高 野 垣 内 曙 線 
 亀岡市河原林町河原尻高野垣内37番1先 

195.33
1.72 

202.00 
2.25

 亀岡市河原林町河原尻高野垣内21番3先 ～ 7.00 ～ 7.00

16049 下 平 田 三ツ 樋線 
 亀岡市河原林町河原尻下平田116番先 

289.96
2.01 

299.48 
2.14

 亀岡市河原林町河原尻三ツ樋5番先 ～ 11.00 ～ 11.00

18293 下 川 ３ 号 線 
 亀岡市篠町野条下川38番16先 

58.60
6.00 

62.40 
6.00

 亀岡市篠町野条下川43番9先 ～ 12.00 ～ 12.00

18295 夕 日 ケ 丘８ 号線 
 亀岡市篠町夕日ケ丘1丁目1番12先 

170.00
9.50 

187.40 
9.50

 亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目9番3先 ～ 9.50 ～ 9.54
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 亀岡市告示第２５２号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の路線を平成２８年１２

月２６日から供用開始する。 

 なお、その関係書類は、亀岡市土木建築部土木管理課において平成２８年１２月２６日から平成

２９年１月１６日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２８年１２月２６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

路 線 
番 号 路  線  名 

 起        点  

 
延 長 

 最小幅員

終        点  最大幅員

01025 石 塚 三 宅 線 

 

 
亀岡市三宅町19番1先  

 
384.84m 

2.88m

亀岡市古世町石塚152番1先 5.52m

01267 クニッテルフェルド通 

 亀岡市追分町谷筋1番1先 
1,658.18m 

10.40m

亀岡市篠町浄法寺中村16番1先 165.00m

03030 太 歳 支 線 

 

 
亀岡市西別院町犬甘野円浄法7番先  

 
81.40m 

2.30m

亀岡市西別院町犬甘野善作谷61番先 5.00m

06076 浦 亦 支 線 

 

 
亀岡市薭田野町佐伯浦亦32番10先  

 
74.10m 

4.00m

亀岡市薭田野町佐伯浦亦33番4先 4.02m

12124 小川２丁目１号線 

 

 
亀岡市千代川町小川2丁目122番26先  

 
74.60m 

6.00m

亀岡市千代川町小川2丁目122番13先 12.00m

14035 山 ノ 神 才 慶 線 

 

 
亀岡市旭町山ノ神121番先  

 
154.00m 

5.90m

亀岡市旭町才慶100番先 8.00m

14036 才 慶 年 角 線 

 

 
亀岡市旭町才慶113番先  

 
205.00m 

5.50m

亀岡市旭町年角100番先 6.50m

15060 観音俣下三日市線 

 

 
亀岡市千歳町千歳観音俣1番5先  

 
678.70m 

3.02m

亀岡市馬路町下三日市28番1先 14.00m

16046 高 野 垣 内 曙 線 

 

 
亀岡市河原林町河原尻高野垣内37番1先  

 
202.00m 

2.25m

亀岡市河原林町河原尻高野垣内21番3先 7.00m

16049 下 平 田 三 ツ 樋 線 

 

 
亀岡市河原林町河原尻下平田116番先  

 
299.48m 

2.14m

亀岡市河原林町河原尻三ツ樋5番先 11.00m

18293 下 川 ３ 号 線 

 

 
亀岡市篠町野条下川38番16先  

 
62.40m 

6.00m

亀岡市篠町野条下川43番9先 12.00m
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路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 最小幅員

終        点  最大幅員

18295 夕 日 ケ 丘 ８ 号 線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘1丁目1番12先  

 
187.40m 

9.50m

亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目9番3先 9.54m

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２５３号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次の者を

住民基本台帳から職権消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月２６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 住  所  省略 

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２５４号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年１２月２７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   督促状 平成２８年度第４期分 固定資産税・都市計画税 
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２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏名又は名称 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

7 省略 省略 

8 省略 省略 

9 省略 省略 

10 省略 省略 

11 省略 省略 

12 省略 省略 

13 省略 省略 

14 省略 省略 

15 省略 省略 

16 省略 省略 

17 省略 省略 

18 省略 省略 

19 省略 省略 

20 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２５５号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２８年１２月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀１１０４－５１００１ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２８年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２８年１２月２７日 
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 亀岡市告示第２５６号 

 

 亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年亀岡市条例第４号）第３

条第３項の規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２８年１２月２８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

管理を行わせる 
公の施設の名称 

指定管理者となる団体 指定の期間 

ガレリアかめおか 
公益財団法人 
生涯学習かめおか財団 

平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市薭田野 
生涯学習センター 

薭田野町自治会 
平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市大井 
生涯学習センター 

大井町自治会 
平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市西別院 
生涯学習センター 

西別院町自治会 
平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市河原林 
生涯学習センター 

河原林町自治会 
平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

ふれあいプラザ 
社会福祉法人 
亀岡市社会福祉協議会 

平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市土づくりセンター 
公益財団法人 
亀岡市農業公社 

平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市農業公園 
公益社団法人 
亀岡市シルバー人材センター 

平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市食肉センター 亀岡市食肉センター管理組合 
平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 

亀岡市都市公園（３３箇所） 
公益財団法人 
亀岡市都市緑花協会 

平成29年4月1日から 
平成33年3月31日まで 
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公 告 
 

 亀岡市公告第５１号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画について、農業振

興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年

政令第２５４号）第１０条の規定に該当する軽

微な変更をしたので、農業振興地域の整備に関

する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条

第４項で準用する同法第１２条の規定により公

告し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供

する。 

 

   平成２８年１２月１２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 平成２８年１２月１２日以後、常時備

え置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５２号 

 

 平成２８年亀岡市公告第４９号で公告した本

市職員採用試験の合格及び職員採用候補者名簿

の登録を次のとおり取り消したので公告する。 

 

   平成２８年１２月１５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 合格取り消し者受験番号 

事務Ⅱ  ２０２４ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５３号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   平成２８年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 平成２８年１２月２０日以後、常時備

え置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 
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 亀岡市公告第５４号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   平成２８年１２月２１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 募集職種及び採用予定人数 

試験区分 

行政 

（かめおか・未来・チャレンジ方式） 

土木Ⅰ（上級） 

採用予定人数 若干名 

 

２ 受験資格 

 (1) 次に該当する人が受験できる。 

   行政（土木Ⅰ）（上級） 

昭和５６年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を含む。）に

おいて土木工学に関する課程を修めた人、又は平成２９年３月３１日までに修める見込みの

人 

 (2) 次に掲げる条件のいずれかに該当する人は受験することができない。 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 試 験 

 (1) 方 法 

  ア 論文試験 

  イ 面接試験（人物能力や意欲等についての個別面接による試験） 

 (2) 日時・場所 

平成２９年２月４日（土）午前９時から『亀岡市役所』において行う。 
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 (3) 合格発表 

平成２９年２月下旬に通知する。 

 

４ 採 用 

 この試験の合格者は、職種ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、平成２９年４月１日

以降必要に応じ採用される。 

 なお、この名簿の有効期間は、平成３０年４月１日までとする。 

 

５ 給 与 

（平成２８年４月 1日現在。ただし、地域手当を含む。） 

区 分 土 木 

大学卒 １８７，３０２円 

短大卒 １６６，７３８円 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・勤勉手当（いわゆ

るボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。また、最終学校卒業後に職歴等がある場合

などは、基準により初任給に加算されることがある。 

 

６ 受験手続及び受付期間 

 (1) 申 込 

ア 申込みは、申込書、自己紹介書及び職務経歴書（職務経験がある人のみ）に必要事項を記

入し、最近６箇月以内に撮影した本人の写真（上半身脱帽、正面向タテ４㎝、ヨコ３㎝）を

貼り、亀岡市市長公室人事課に提出することとする。（郵送可） 

イ 申込書等（申込書、自己紹介書、職務経歴書）を郵送する場合は、必ず簡易書留で封筒の

表に『採用試験受験』と朱書し、返信用封筒（８２円切手を貼って、宛先を明記したもの）

を同封のうえ送付すること。 

ウ 身体に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡すること。 

 (2) 受付期間 

 申込みは、持参の場合は平成２８年１２月２６日（月）から平成２９年１月２０日（金）ま

で受け付ける。（ただし、土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日から１月３日を除き、午前９

時から午後５時まで） 

 郵送の場合は締切日を平成２９年１月１８日（水）とし、締切日の消印のあるものは有効と

する。 
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７ 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市市長公室人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２９３４） 

 電話（０７７１）２５－５０１６（人事課直通） 

ＵＲＬ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５５号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２８年１２月２８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号    28道改第16号 

⑵ 工 事 名    市道池尻宇津根線道路改良工事（その10） 

⑶ 工事場所    亀岡市河原林町河原尻地内 

⑷ 工事種別    土木一式工事 

⑸ 工事概要    工事延長    Ｌ＝40.0ｍ  Ｗ＝10.75ｍ 

土工                1式 

橋梁下部工             Ｎ＝2基 

仮設工               一式 

⑹ 予定価格（税込）  56,400,840円 

          【入札書比較価格（税抜） 52,223,000円】 

⑺ 工  期    契約日の翌日から平成29年3月31日 

⑻ 部 分 払    無 

⑼ 前 金 払    有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払を

している工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代金
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の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場合に

限り、中間前金払（請負金額の20％以内 保証事業会社の保証が必要）が請

求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札保証金   免除 

⒀ 契約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時

に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成28年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成28年4月1日以降に発注された土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、
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営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成28年12月28日（水） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成28年12月28日（水） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成29年1月10日（火） 

午前9時から午後5時まで 

平成29年1月11日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成29年1月13日（金） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成29年1月6日（金） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成29年1月16日（月） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成29年1月19日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 平成29年1月23日（月） 

午前9時から午後5時まで 

平成29年1月24日（火） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 
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開札日時 平成29年1月25日（水） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第１１号 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による監

査を実施し、同条第１１項の規定に基づき監査

の結果に関する報告を決定したので、同条第９

項の規定により次のとおり公表する。 

 

   平成２８年１２月９日 

 

       亀岡市監査委員 関本孝一 

       亀岡市監査委員 小松康之 

 

１ 監査の種類 

 平成２８年度定期監査 

 

２ 監査の期間  

 平成２８年９月１４日から 

 平成２８年１１月１７日まで 

 

３ 監査対象課 

健康福祉部 

（地域福祉課、子育て支援課、障害福祉課、

高齢福祉課、健康増進課） 

 

４ 監査の対象 

 監査対象課における平成２８年度の財務に

関する事務の執行について 

 

５ 監査の方法 

 監査の対象について、関係諸帳簿、証拠書

類等を調査し、併せて関係各課長等からの説

明の聴取により実施した。 

 

６ 監査の結果 

 監査の結果は次の事項を除いては、おおむ

ね適正であると認められた。 

 なお、監査執行の過程において口頭により

指導を行った軽易な事項については、今後の

事務処理に留意されたい。 

（１）地域福祉課 

 特に指摘する事項はなかった。 

（２）子育て支援課 

 休日・一時保育料において、納入通知書

に納期限の記載がなかった。 

 地方自治法施行令により、納入の通知は、

所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納

期限、納入場所及び納入の請求の事由を記

載した納入通知書でしなければならない。

また、財務規則において、収入金の種別ご

とに納期限を定めている。 

 納入通知書に納期限を記載し、適正な事

務処理をされたい。 

（３）障害福祉課 

 特に指摘する事項はなかった。 

（４）高齢福祉課 

 特に指摘する事項はなかった。 

（５）健康増進課 

 特に指摘する事項はなかった。 

 

 以上が、健康福祉部における平成２８年度の

財務に関する事務の執行について監査した結果

である。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１２号 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による監

査を実施し、同条第１１項の規定に基づき監査
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の結果に関する報告を決定したので、同条第９

項の規定により次のとおり公表する。 

 

   平成２８年１２月２２日 

 

       亀岡市監査委員 関本孝一 

       亀岡市監査委員 小松康之 

 

１ 監査の種類 

 平成２８年度定期監査 

 

２ 監査の期間 

 平成２８年１０月１７日から 

 平成２８年１２月２２日まで 

 

３ 監査対象課等 

議会事務局 

市長公室 

 （秘書広報課、人事課、ふるさと創生課） 

企画管理部 

 （企画調整課、財政課、契約検査課） 

 

４ 監査の対象 

 監査対象課等における平成２８年度の財務

に関する事務の執行について 

 

５ 監査の方法 

 監査の対象について、関係諸帳簿、証拠書

類等を調査し、併せて関係各課長等からの説

明の聴取により実施した。 

 

６ 監査の結果 

 監査の結果は、おおむね適正であると認め

られた。 

 なお、監査執行の過程において口頭により

指導を行った軽易な事項については、今後の

事務処理に留意されたい。 

（１）議会事務局 

 平成２８年９月末現在における財務に関

する事務の執行について、抽出して監査を

行った。 

 特に指摘する事項はなかった。 

（２）市長公室 

 以下の各課における平成２８年９月末現

在における財務に関する事務の執行につい

て、抽出して監査を行った。 

ア 秘書広報課 

 特に指摘する事項はなかった。 

イ 人事課 

 特に指摘する事項はなかった。 

ウ ふるさと創生課 

 特に指摘する事項はなかった。 

（３）企画管理部 

 以下の各課における平成２８年９月末現

在における財務に関する事務の執行につい

て、抽出して監査を行った。 

ア 企画調整課 

 特に指摘する事項はなかった。 

イ 財政課 

 特に指摘する事項はなかった。 

ウ 契約検査課 

 特に指摘する事項はなかった。 

 

 以上が、議会事務局等における平成２８年度

の財務に関する事務の執行について監査した結

果である。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市監査公表第１３号 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定による監査を実施し、同条第１１項の規定に基づき監査の結

果に関する報告を決定したので、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

   平成２８年１２月２７日 

 

                            亀岡市監査委員 関本孝一 

                            亀岡市監査委員 小松康之 

 

１ 監査の種類   平成２７年度財政援助団体等監査  

 

２ 監査の対象及び範囲 

公益財団法人亀岡市福祉事業団及び公益社団法人亀岡市シルバー人材センターの次の財政的援

助等に係る出納その他の事務並びに健康福祉部地域福祉課及び高齢福祉課の同財政的援助等に係

る事務の執行について 

（１）公益財団法人亀岡市福祉事業団 

 平成２７年度公益財団法人亀岡市福祉事業団活動補助金         24,125,949円 

（２）公益社団法人亀岡市シルバー人材センター 

 平成２７年度公益社団法人亀岡市シルバー人材センター運営補助金     2,390,000円 

 

３ 監査の期間   平成２８年８月２９日から平成２８年１１月１４日まで 

 

４ 監査の方法   団体及び関係課から提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他関

係書類に基づき、関係職員から事務の執行状況を聴取し監査を実施した。 

 

５ 団体等の概要（公益財団法人亀岡市福祉事業団） 

（１）団体の概要 

ア 設立の目的・事業 

 公益財団法人亀岡市福祉事業団（以下「福祉事業団」という。）は、障害者、高齢者、勤

労女性、勤労青少年及び地域住民の職業生活・教養の向上、健康の増進、就労支援、社会参

加・交流・余暇活動の促進、連帯感の醸成等に関する事業を行うことにより、市民福祉の増

進に寄与することを目的とし、主に次の事業を行っている。 

○障害者、高齢者、勤労女性、勤労青少年及び地域住民の職業生活・教養の向上、健康の増

進、就労支援、社会参加・交流の促進等に関する各種講座やセミナー、相談等の事業 

○障害者、高齢者、勤労女性、勤労青少年及び地域住民の主体的な福祉活動の促進に関する

指導・助言事業 

○亀岡市総合福祉センター管理運営に関する事業 
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○その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

イ 組織（平成２８年３月３１日現在） 

○役 員   理事     5人（うち理事長1人、常務理事1人） 

       監事     2人 

       評議員    6人 

○事務局   館長     1人（兼務）  課長     1人 

       主任     2人      主査     1人 

       再雇用職員  1人      非常勤嘱託  1人 

       ※常務理事は総合福祉センター館長を兼務 

（２）補助金の概要 

平成２７年度に亀岡市から福祉事業団へ交付された補助金総額は24,125,949円で、うち今回

監査対象とした補助金及びその内訳は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

項  目 事 業 費 補 助 金 補助内容 

管理費 18,042,867 18,042,867

給料      7,245,600

手当      2,726,756

福利厚生費   1,629,140

退職給与引当金 6,441,371

働く女性の家施設運営事業 5,222,579 5,222,579

報酬       72,000

給料      2,870,400

手当      1,335,981

福利厚生費    783,028

退職給与引当金  161,170

勤労青少年ホーム施設運営

事業 
860,503 860,503

福利厚生費     2,503

賃金       858,000

 

６ 監査の結果（福祉事業団） 

監査の結果は次の事項を除いて、おおむね適正であると認められた。 

なお、監査執行の過程において口頭により指導を行った軽易な事項については、今後の事務処

理において留意されたい。 

（１）福祉事業団に対する監査の結果 

補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

ア 補助金の交付申請及び請求について、決議書に公印押印日の記載が漏れているものがあっ

た。 

公印規程に基づき、適正な事務処理をされたい。 

イ アルバイト職員の賃金について、平成２７年度地域別最低賃金の改定を踏まえ、最低賃金

額以上の賃金の支払いとなっていたが、支払根拠となるアルバイト職員就業規則の賃金の改

正がされていなかった。 
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賃金の支出は、定められた規則に基づく支出が原則であり、補助対象となる賃金について

不適正に支出したことに対して、十分に認識されたい。また、アルバイト職員就業規則につ

いて、速やかに見直しをされたい。 

（２）健康福祉部地域福祉課に対する監査の結果 

補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

ア アルバイト職員の賃金について、平成２７年度地域別最低賃金の改定を踏まえ、最低賃金

額以上の賃金の支払いとなっていたが、支払根拠となるアルバイト職員就業規則の賃金の改

正がされていなかった。 

賃金の支出は、定められた規則に基づく支出が原則であり、不適正に支出された賃金に対

して、補助金が交付されていた。アルバイト職員就業規則について、速やかに見直すよう指

導することにより改善されたい。 

 

７ 団体等の概要（公益社団法人亀岡市シルバー人材センター） 

（１）団体の概要 

ア 設立の目的・事業 

 公益社団法人亀岡市シルバー人材センター（以下「シルバー人材センター」という。）は、

定年退職者等の高年齢者（以下「高齢者」という。）の希望に応じた臨時的かつ短期的な就

業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の確保及び提供により、その就業を援助して、高

齢者の生きがいの充実、社会参加の推進を図ることにより、高齢者の能力を生かした活力あ

る地域社会づくりに寄与することを目的とし、主に次の事業を行っている。 

○臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者の就業機会

の確保及び提供 

○臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための職

業紹介又は一般労働者派遣事業 

○高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習 

○就業を通じて高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るための事業 

○高齢者の多用な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図る

ための事業 

イ 組織等（平成２８年３月３１日現在） 

○役 員   理事      11人 

       （うち理事長 1人、副理事長 1人、専務理事 1人） 

       監事       2人 

○事務局   事務局長（兼務） 1人  事務局次長    1人 

       主任       2人  嘱託       2人 

       アルバイト    1人 

       ※専務理事は事務局長を兼務 

○会 員           579人（男性387人、女性192人） 
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（２）補助金の概要 

平成２７年度に亀岡市からシルバー人材センターへ交付された補助金総額は2,390,000円で、

うち今回監査対象とした補助金及びその内訳は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

項  目 事 業 費 補 助 金 補助内容 

平成27年度亀岡市シルバー

人材センター運営補助金 
30,217,677 2,390,000

基本給     1,100,000

特別手当     500,000

諸手当      390,000

賃金       400,000

 

８ 監査の結果（シルバー人材センター） 

監査の結果は次の事項を除いて、おおむね適正であると認められた。 

なお、監査執行の過程において口頭により指導を行った軽易な事項については、今後の事務処

理において留意されたい。 

（１）シルバー人材センターに対する監査の結果 

補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

ア 補助金実績報告書について、実績報告書文中に「亀岡市補助金等交付要領第７条の規定に

より」と記載されていたが、亀岡市シルバー人材センター運営補助金交付要領では「亀岡市

シルバー人材センター運営補助金交付要領第７条の規定により」と定められている。 

決裁等の過程において十分な確認をされたい。 

イ 嘱託職員の給与の減額について、規程に基づく支払いとなっていたが、算出根拠が支出伺

兼支払決議書の添付書類にメモ書き程度で記載されているだけであった。 

支払いの根拠は、別紙若しくは備考欄等に減額の理由、算出根拠を記載した書類として適

正に保管されたい。 

ウ 嘱託職員の出勤簿について、出勤日に押印漏れがあった。また、年次有給休暇に係る書類

についても、一部、事務処理規程に基づく管理がされていないものがあった。 

職員就業規則及び事務処理規程に基づき、適正な管理を図られたい。 

（２）健康福祉部高齢福祉課に対する監査の結果 

補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

ア 補助金実績報告書について、実績報告書文中には「亀岡市補助金等交付要領第７条の規定

により」と記載されているが、亀岡市シルバー人材センター運営補助金交付要領では「亀岡

市シルバー人材センター運営補助金交付要領第７条の規定により」と定められている。 

文書受付の際に十分な記載内容の確認を行われたい。 

イ 嘱託職員の給与支払いについて、支払いの根拠となる書類の整理並びに出勤簿及び年次有

給休暇に係る書類の管理が正しく行われていなかった。 

補助金に係る書類の適正な管理が図られるよう指導することにより改善されたい。 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市教育委員会告示第３号 

 

 亀岡市文化資料館協議会設置要綱を次のよう

に定める。 

 

   平成２８年１２月１日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 田中太郎 

 

亀岡市文化資料館協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 亀岡市新資料館構想に基づいて、亀岡

市文化資料館（以下「資料館」という。）の

適切な運営及び新資料館の実現に向けて、幅

広い角度から検討を行うため、亀岡市文化資

料館協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

 （所掌事項） 

第２条 協議会は、次の事項について、協議及

び調整を行うものとする。 

⑴ 新資料館の実現に向けて必要な事項に関

すること。 

⑵ 資料館の適切な運営のために必要な事項

に関すること。 

⑶ その他協議会の目的を達成するために必

要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員８人以内をもって組織

し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱

する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 関係団体の代表者 

⑶ その他教育長が必要と認めた者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げ

ない。ただし、補欠の委員の任期は、前任の

委員の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育長が特別の

理由があると認めるときは、任期中でも委嘱

を解くことができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出

する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長

が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ

会議を開くことができない。 

 （意見の聴取） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、

協議会の会議に委員以外の者に出席を求め、

意見又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、教育部文化資料館に

おいて行う。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会

の運営について必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 
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 （経過措置） 

２ 第３条の規定による委員の委嘱後最初に開

かれる協議会は、第６条第１項の規定にかか

わらず、教育長が招集する。 

 

「掲示済」 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５３号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２８年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１，５０６人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５４号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成２８年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 
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２５，１００人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５５号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成２８年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１２，５５０人 

 

「掲示済」 

 

上下水道部欄 
 

告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第１５号 

 

亀岡市指定給水装置工事

事業者指定の告示 

 

   平成２８年１２月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２８年１２月２日 

２ 指定した業者 

指定
番号

業 者 名 代表者名 住   所 

284
ダイコウ技建

株式会社 

代表取締役 

中村 孝雄 

亀岡市下矢田町２

丁目８番１号 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第１６号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者指定の告示 

 

   平成２８年１２月２日 
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          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市下水道排水設備指定工事

業者として指定したので、亀岡市下水道排水設

備指定工事業者規程第１５条第１号の規定によ

り告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２８年１２月２日 

２ 指定した業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

289 
ダイコウ技建 

株式会社 

代表取締役 

中村 孝雄 

亀岡市下矢田町２

丁目８番１号 

 

「掲示済」 

市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成２８年１２月２３日 

 

    亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

 亀岡市病院事業管理規程第４号 

 

亀岡市立病院職員の給与に関する

規程の一部を改正する規程 

 

第１条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程

（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第２６

号）の一部を次のように改正する。 

 第 ５ 条 中 「 ３ ０ ７ ， ８ ０ ０ 円 」 を   

「３０８，０００円」に改める。 

 附則第７項中「１００分の１．２」を 

「１００分の１．３５」に、「１００分の 

１．５」を「１００分の１．６５」に、      

「１００分の８０」を「１００分の９０」に、

「１００分の１００」を「１００分の   

１１０」に改める。 

 別表第１、別表第２及び別表第７を次のよ

うに改める。 
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1
,4

0
0 

3
8
0
,
2
0
0
 

3
9
2
,2
0
0 

4
1
1
,4
0
0

9
4 

 
2
9
4
,0

0
0 

3
4
1
,8

0
0 

3
8
0
,
7
0
0
 

3
9
2
,5
0
0 

 

  

9
5 

 
2
9
4
,
4
0
0
 

3
4
2
,3
0
0 

3
8
1
,1

0
0 

3
9
2
,
8
0
0 

9
6 

 
2
9
4
,
8
0
0
 

3
4
2
,7
0
0 

3
8
1
,5

0
0 

3
9
3
,
0
0
0 

9
7 

 
2
9
5
,
0
0
0
 

3
4
2
,8
0
0 

3
8
1
,8

0
0 

3
9
3
,
2
0
0 

9
8 

 
2
9
5
,
3
0
0
 

3
4
3
,3
0
0 

3
8
2
,3

0
0 

3
9
3
,
5
0
0 

9
9 

 
2
9
5
,
7
0
0
 

3
4
3
,7
0
0 

3
8
2
,7

0
0 

3
9
3
,
8
0
0 

1
0
0 

 
2
9
6
,
1
0
0
 

3
4
4
,0
0
0 

3
8
3
,1

0
0 

3
9
4
,
0
0
0 

1
0
1 

 
2
9
6
,
3
0
0
 

3
4
4
,3
0
0 

3
8
3
,4

0
0 

3
9
4
,
2
0
0 

 

1
0
2 

 
2
9
6
,
6
0
0
 

3
4
4
,7
0
0 

3
8
3
,9

0
0 

 

1
0
3 

 
2
9
7
,
0
0
0
 

3
4
5
,1
0
0 

3
8
4
,3

0
0 

 

1
0
4 

 
2
9
7
,
3
0
0
 

3
4
5
,5
0
0 

3
8
4
,7

0
0 

 

1
0
5 

 
2
9
7
,
5
0
0
 

3
4
6
,0
0
0 

3
8
5
,0

0
0 

 

1
0
6 

 
2
9
7
,
8
0
0
 

3
4
6
,4
0
0 

3
8
5
,5

0
0 

 

1
0
7 

 
2
9
8
,
2
0
0
 

3
4
6
,8
0
0 

3
8
5
,9

0
0 

 

1
0
8 

 
2
9
8
,
5
0
0
 

3
4
7
,2
0
0 

3
8
6
,3

0
0 

 

1
0
9 

 
2
9
8
,
7
0
0
 

3
4
7
,7
0
0 

3
8
6
,6

0
0 

 

1
1
0 

 
2
9
9
,
1
0
0
 

3
4
8
,1
0
0 

3
8
7
,1

0
0 

 

1
1
1 

 
2
9
9
,
5
0
0
 

3
4
8
,4
0
0 

3
8
7
,5

0
0 

 

1
1
2 

 
2
9
9
,
8
0
0
 

3
4
8
,7
0
0 

3
8
7
,9

0
0 

 

1
1
3 

 
2
9
9
,
9
0
0
 

3
4
9
,2
0
0 

3
8
8
,2

0
0 

 

1
1
4 

 
3
0
0
,
2
0
0
 

 
 

 

1
1
5 

 
3
0
0
,
5
0
0
 

 
 

 

1
1
6 

 
3
0
0
,
9
0
0
 

 
 

 

1
1
7 

 
3
0
1
,
1
0
0
 

 
 

 

1
1
8 

 
3
0
1
,
3
0
0
 

 
 

 

1
1
9 

 
3
0
1
,
6
0
0
 

 
 

 

1
2
0 

 
3
0
1
,
9
0
0
 

 
 

 

1
2
1 

 
3
0
2
,
3
0
0
 

 
 

 

1
2
2 

 
3
0
2
,
5
0
0
 

 
 

 

1
2
3 

 
3
0
2
,
8
0
0
 

 
 

 

1
2
4 

 
3
0
3
,
1
0
0
 

 
 

 

1
2
5 

 
3
0
3
,
4
0
0
 

 
 

 

再
任
用

 
職

 
員

 
 

1
8
6
,9
0
0 

2
1
4
,
4
0
0
 

2
5
4
,4
0
0 

2
7
3
,8

0
0 

2
8
8
,
9
0
0 

3
1
4
,3
0
0

3
5
6
,0

0
0

備
考
 

こ
の
表

は
、
他

の
給
料

表
の
適

用
を

受
け

な
い
全

て
の
職

員
に
適

用
す
る

。
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第８６４号平成２９年１月１６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
表
第

２
（

第
２
条

関
係

）
 医

 
療
 
職

 
給

 
料

 
表
 

（
１

）
 

職
員
の

区
 
分
 

職
務
 

の
級
 

 
号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
 

円
 

2
4
5
,
2
00
 

円
 

3
3
0
,
5
00
 

円
 

3
9
5
,
5
00
 

円
4
7
0,
6
00

円
5
6
5
,
7
00

1
 

2
 

2
4
7
,
7
00
 

3
3
3
,
5
00
 

3
9
8
,
4
00
 

4
7
2
,9
00

5
6
8
,
8
00

3
 

2
5
0
,
2
00
 

3
3
6
,
4
00
 

4
0
1
,
3
00
 

4
7
5
,1
00

5
7
1
,
9
00

4
 

2
5
2
,
7
00
 

3
3
9
,
4
00
 

4
0
4
,
1
00
 

4
7
7
,4
00

5
7
5
,
0
00

5
 

2
5
5
,
0
00
 

3
4
2
,
1
00
 

4
0
6
,
8
00
 

4
7
9
,7
00

5
7
7
,
9
00

6
 

2
5
8
,
8
00
 

3
4
5
,
4
00
 

4
0
9
,
5
00
 

4
8
1
,9
00

5
8
0
,
3
00

7
 

2
6
2
,
6
00
 

3
4
8
,
5
00
 

4
1
2
,
3
00
 

4
8
4
,1
00

5
8
2
,
7
00

8
 

2
6
6
,
4
00
 

3
5
1
,
6
00
 

4
1
5
,
0
00
 

4
8
6
,3
00

5
8
5
,
1
00

9
 

2
7
0
,
0
00
 

3
5
4
,
5
00
 

4
1
7
,
5
00
 

4
8
8
,3
00

5
8
7
,
3
00

1
0
 

2
7
4
,
0
00
 

3
5
7
,
4
00
 

4
2
0
,
2
00
 

4
9
0
,4
00

5
8
8
,
8
00

1
1
 

2
7
8
,
0
00
 

3
6
0
,
5
00
 

4
2
2
,
9
00
 

4
9
2
,5
00

5
9
0
,
3
00

1
2
 

2
8
2
,
0
00
 

3
6
3
,
7
00
 

4
2
5
,
6
00
 

4
9
4
,6
00

5
9
1
,
8
00

1
3
 

2
8
5
,
8
00
 

3
6
6
,
7
00
 

4
2
8
,
0
00
 

4
9
6
,7
00

5
9
3
,
3
00

1
4
 

2
8
9
,
8
00
 

3
7
0
,
3
00
 

4
3
0
,
5
00
 

4
9
8
,8
00

5
9
4
,
4
00

1
5
 

2
9
3
,
7
00
 

3
7
3
,
5
00
 

4
3
2
,
9
00
 

5
0
0
,9
00

5
9
5
,
5
00

1
6
 

2
9
7
,
6
00
 

3
7
7
,
2
00
 

4
3
5
,
4
00
 

5
0
3
,0
00

5
9
6
,
4
00

1
7
 

3
0
1
,
4
00
 

3
8
0
,
8
00
 

4
3
7
,
6
00
 

5
0
5
,1
00

5
9
7
,
6
00

1
8
 

3
0
5
,
0
00
 

3
8
3
,
5
00
 

4
4
0
,
0
00
 

5
0
7
,1
00

5
9
8
,
6
00

1
9
 

3
0
8
,
5
00
 

3
8
6
,
3
00
 

4
4
2
,
4
00
 

5
0
9
,1
00

5
9
9
,
6
00

2
0
 

3
1
2
,
1
00
 

3
8
9
,
0
00
 

4
4
4
,
8
00
 

5
1
1
,1
00

6
0
0
,
6
00

2
1
 

3
1
5
,
7
00
 

3
9
1
,
9
00
 

4
4
6
,
6
00
 

5
1
2
,9
00

6
0
1
,
6
00

2
2
 

3
1
9
,
4
00
 

3
9
4
,
5
00
 

4
4
9
,
0
00
 

5
1
4
,7
00

6
0
2
,
6
00

2
3
 

3
2
2
,
9
00
 

3
9
7
,
1
00
 

4
5
1
,
4
00
 

5
1
6
,6
00

6
0
3
,
6
00

2
4
 

3
2
6
,
4
00
 

3
9
9
,
5
00
 

4
5
3
,
7
00
 

5
1
8
,5
00

6
0
4
,
6
00

2
5
 

3
2
9
,
9
00
 

4
0
1
,
8
00
 

4
5
5
,
8
00
 

5
2
0
,2
00

6
0
5
,
6
00

2
6
 

3
3
2
,
7
00
 

4
0
4
,
1
00
 

4
5
8
,
1
00
 

5
2
2
,0
00

6
0
6
,
6
00

2
7
 

3
3
5
,
3
00
 

4
0
6
,
4
00
 

4
6
0
,
3
00
 

5
2
3
,8
00

6
0
7
,
6
00

2
8
 

3
3
7
,
9
00
 

4
0
8
,
7
00
 

4
6
2
,
6
00
 

5
2
5
,6
00

6
0
8
,
6
00

2
9
 

3
4
0
,
7
00
 

4
1
1
,
0
00
 

4
6
4
,
8
00
 

5
2
7
,4
00

6
0
9
,
6
00

3
0
 

3
4
2
,
8
00
 

4
1
3
,
1
00
 

4
6
7
,
1
00
 

5
2
9
,2
00

 
 

3
1
 

3
4
5
,
0
00
 

4
1
5
,
1
00
 

4
6
9
,
4
00
 

5
3
1
,0
00

 
 

3
2
 

3
4
7
,
4
00
 

4
1
7
,
2
00
 

4
7
1
,
6
00
 

5
3
2
,8
00

 
 

 

 
3
3
 

3
4
9
,
7
00
 

4
1
9
,3
00
 

4
7
3
,
6
00
 

5
3
4
,
4
00

 

3
4
 

3
5
2
,
1
00
 

4
2
1
,2
00
 

4
7
5
,
7
00
 

5
3
6
,
2
00

 

3
5
 

3
5
4
,
3
00
 

4
2
3
,2
00
 

4
7
7
,
8
00
 

5
3
7
,
9
00

 

3
6
 

3
5
6
,
8
00
 

4
2
5
,2
00
 

4
7
9
,
9
00
 

5
3
9
,
7
00

 

3
7
 

3
5
9
,
2
00
 

4
2
7
,2
00
 

4
8
2
,
0
00
 

5
4
1
,
3
00

 

3
8
 

3
6
1
,
6
00
 

4
2
9
,2
00
 

4
8
3
,
8
00
 

5
4
2
,
9
00

 

3
9
 

3
6
4
,
0
00
 

4
3
1
,2
00
 

4
8
5
,
6
00
 

5
4
4
,
3
00

 

4
0
 

3
6
6
,
2
00
 

4
3
3
,2
00
 

4
8
7
,
4
00
 

5
4
5
,
9
00

 

4
1
 

3
6
8
,
5
00
 

4
3
5
,1
00
 

4
8
9
,
1
00
 

5
4
7
,
4
00

 

4
2
 

3
6
9
,
9
00
 

4
3
6
,9
00
 

4
9
0
,
9
00
 

5
4
8
,
8
00

 

4
3
 

3
7
1
,
4
00
 

4
3
8
,6
00
 

4
9
2
,
7
00
 

5
5
0
,
2
00

 

4
4
 

3
7
2
,
8
00
 

4
4
0
,4
00
 

4
9
4
,
5
00
 

5
5
1
,
5
00

 

4
5
 

3
7
4
,
3
00
 

4
4
2
,3
00
 

4
9
6
,
1
00
 

5
5
2
,
7
00

 

4
6
 

3
7
5
,
7
00
 

4
4
4
,1
00
 

4
9
7
,
8
00
 

5
5
3
,
7
00

 

4
7
 

3
7
7
,
2
00
 

4
4
5
,9
00
 

4
9
9
,
6
00
 

5
5
4
,
7
00

 

4
8
 

3
7
8
,
7
00
 

4
4
7
,6
00
 

5
0
1
,
4
00
 

5
5
5
,
7
00

 

4
9
 

3
7
9
,
9
00
 

4
4
9
,4
00
 

5
0
3
,
0
00
 

5
5
6
,
7
00

 

5
0
 

3
8
0
,
9
00
 

4
5
1
,1
00
 

5
0
4
,
3
00
 

5
5
7
,
6
00

 

5
1
 

3
8
1
,
9
00
 

4
5
2
,9
00
 

5
0
5
,
6
00
 

5
5
8
,
5
00

 

5
2
 

3
8
2
,
8
00
 

4
5
4
,7
00
 

5
0
6
,
9
00
 

5
5
9
,
4
00

 

5
3
 

3
8
3
,
8
00
 

4
5
6
,6
00
 

5
0
8
,
1
00
 

5
6
0
,
2
00

 

5
4
 

3
8
4
,
7
00
 

4
5
7
,8
00
 

5
0
9
,
4
00
 

5
6
1
,
1
00

 

5
5
 

3
8
5
,
6
00
 

4
5
9
,0
00
 

5
1
0
,
7
00
 

5
6
2
,
0
00

 

5
6
 

3
8
6
,
5
00
 

4
6
0
,2
00
 

5
1
2
,
0
00
 

5
6
2
,
9
00

 

5
7
 

3
8
7
,
4
00
 

4
6
1
,4
00
 

5
1
3
,
0
00
 

5
6
3
,
8
00

 

5
8
 

3
8
8
,
3
00
 

4
6
2
,4
00
 

5
1
3
,
8
00
 

5
6
4
,
7
00

 

5
9
 

3
8
9
,
1
00
 

4
6
3
,4
00
 

5
1
4
,
6
00
 

5
6
5
,
6
00

 

6
0
 

3
8
9
,
9
00
 

4
6
4
,4
00
 

5
1
5
,
4
00
 

5
6
6
,
3
00

 

6
1
 

3
9
0
,
6
00
 

4
6
5
,2
00
 

5
1
6
,
3
00
 

5
6
7
,
2
00

 

6
2
 

3
9
1
,
1
00
 

4
6
5
,9
00
 

5
1
7
,
1
00
 

5
6
8
,
1
00

 

6
3
 

3
9
1
,
5
00
 

4
6
6
,6
00
 

5
1
8
,
0
00
 

5
6
9
,
0
00

 

6
4
 

3
9
2
,
0
00
 

4
6
7
,3
00
 

5
1
8
,
8
00
 

5
6
9
,
9
00

 

6
5
 

3
9
2
,
3
00
 

4
6
8
,0
00
 

5
1
9
,
7
00
 

5
7
0
,
8
00

 

6
6
 

 
4
6
8
,7
00
 

5
2
0
,
6
00
 

6
7
 

 
4
6
9
,4
00
 

5
2
1
,
3
00
 

6
8
 

 
4
7
0
,1
00
 

5
2
2
,
2
00
 

6
9
 

 
4
7
0
,5
00
 

5
2
3
,
1
00
 

7
0
 

 
4
7
1
,2
00
 

5
2
3
,
9
00
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7
1
 

 
4
7
1
,9
00
 

5
2
4
,
8
00
 

7
2
 

 
4
7
2
,6
00
 

5
2
5
,
7
00
 

7
3
 

 
4
7
3
,0
00
 

5
2
6
,
5
00
 

7
4
 

 
4
7
3
,6
00
 

5
2
7
,
4
00
 

7
5
 

 
4
7
4
,3
00
 

5
2
8
,
3
00
 

7
6
 

 
4
7
5
,0
00
 

5
2
9
,
0
00
 

7
7
 

 
4
7
5
,4
00
 

5
2
9
,
8
00
 

7
8
 

 
4
7
6
,0
00
 

5
3
0
,
7
00
 

7
9
 

 
4
7
6
,6
00
 

5
3
1
,
6
00
 

8
0
 

 
4
7
7
,1
00
 

5
3
2
,
5
00
 

8
1
 

 
4
7
7
,7
00
 

5
3
3
,
3
00
 

8
2
 

 
4
7
8
,2
00
 

5
3
4
,
2
00
 

8
3
 

 
4
7
8
,7
00
 

5
3
5
,
1
00
 

8
4
 

 
4
7
9
,2
00
 

5
3
6
,
0
00
 

8
5
 

 
4
7
9
,6
00
 

5
3
6
,
8
00
 

8
6
 

 
4
8
0
,2
00
 

5
3
7
,
7
00
 

8
7
 

 
4
8
0
,6
00
 

5
3
8
,
6
00
 

8
8
 

 
4
8
1
,1
00
 

5
3
9
,
5
00
 

8
9
 

 
4
8
1
,6
00
 

5
4
0
,
3
00
 

9
0
 

 
4
8
2
,2
00
 

 

9
1
 

 
4
8
2
,8
00
 

 

9
2
 

 
4
8
3
,2
00
 

 

9
3
 

 
4
8
3
,7
00
 

 

9
4
 

 
4
8
4
,3
00
 

 

9
5
 

 
4
8
4
,9
00
 

 

9
6
 

 
4
8
5
,5
00
 

 

9
7
 

 
4
8
6
,0
00
 

 

再
任

用
職

 
員
 

 
2
9
5
,
4
00
 

3
3
7
,8
00
 

3
9
2
,
2
00
 

4
6
5
,
2
00

56
5
,
1
00

備
考

 
こ

の
表

は
、

病
院

に
勤
務

す
る

医
師

に
適

用
す

る
。

 

医
 
療

 
職
 

給
 

料
 
表

 
（

２
）
 

職
員

の
区

 
分
 

職
務
 

の
級
 

 
号

給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5級
 

6
級
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

 

 
1
 

円
 

1
46
,
5
00
 

円
 

1
8
4
,
4
00
 

円
 

2
1
9
,
8
00
 

円
 

2
4
5
,
9
00
 

円
2
7
8
,
1
00

円
3
2
5
,
5
00

2
 

1
47
,
9
00
 

1
8
6
,
0
00
 

2
2
1
,
4
00
 

2
4
7
,
3
00
 

2
8
0
,
1
00

3
2
7
,
5
00

3
 

1
49
,
3
00
 

1
8
7
,
6
00
 

2
2
3
,
0
00
 

2
4
8
,
5
00
 

2
8
2
,
3
00

3
2
9
,
7
00

4
 

1
50
,
7
00
 

1
8
9
,
2
00
 

2
2
4
,
6
00
 

2
4
9
,
9
00
 

2
8
4
,
4
00

3
3
1
,
9
00

5
 

1
51
,
9
00
 

1
9
0
,
7
00
 

2
2
6
,
0
00
 

2
5
1
,
1
00
 

2
8
6
,
6
00

3
3
3
,
9
00

6
 

1
53
,
7
00
 

1
9
2
,
3
00
 

2
2
7
,
6
00
 

2
5
2
,
3
00
 

2
8
8
,
7
00

3
3
6
,
1
00

7
 

1
55
,
4
00
 

1
9
3
,
9
00
 

2
2
9
,
1
00
 

2
5
3
,
5
00
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24
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24
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28
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34
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1
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再
任

用
職

 
員
 

 
1
87
,
9
00
 

2
1
4
,
5
00
 

2
4
2
,
7
00
 

2
5
6
,
1
00
 

2
8
1
,
3
00

3
2
2
,
0
00

備
考

 
こ

の
表

は
、
病

院
に
勤

務
す
る

薬
剤

師
、

診
療

放
射

線
技

師
、

臨
床

検
査

技
師
、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

、
管

理
栄
養

士
、

栄
養
士

、
医

療
ソ

ー
シ

ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

、
臨
床

工
学

技
士

及
び

そ
の

他
の

職
員
で
管

理
者
が

定
め

る
も

の
に

適
用

す
る
。
 

医
 
療

 
職
 

給
 

料
 
表

 
（

３
）
 

職
員
の

区
 
分
 

職
務
 

の
級
 

 
号

給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6級
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額

給
料

月
額

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

 

 
1
 

円
 

1
60
,
1
00
 

円
 

1
8
7
,
6
00
 

円
 

2
3
6
,
0
00
 

円
 

2
5
8
,
9
00
 

円
2
8
4
,
10
0

円
3
2
8
,
8
00

2
 

1
61
,
5
00
 

1
8
9
,
7
00
 

2
3
7
,
8
00
 

2
5
9
,
9
00
 

2
8
5
,
90
0
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は
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病
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に
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師
及

び
准

看
護

師
に
適

用
す
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第２条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。 

 附則第７項中「１００分の１．３５」を「１００分の１．２７５」に、「１００分の１．６５」 

を「１００分の１．５７５」に、「１００分の９０」を「１００分の８５」に、「１００分の 

１１０」を「１００分の１０５」に改める。 

 

   附 則 

 

 別表第７（第５条関係） 

初 任 給 調 整 手 当 

期間の区分 支給額 

 
1年未満 

円
308,000 

1年以上2年未満 308,000 

2年以上3年未満 308,000 

3年以上4年未満 308,000 

4年以上5年未満 308,000 

5年以上6年未満 308,000 

6年以上7年未満 308,000 

7年以上8年未満 308,000 

8年以上9年未満 308,000 

9年以上10年未満 308,000 

10年以上11年未満 308,000 

11年以上12年未満 308,000 

12年以上13年未満 308,000 

13年以上14年未満 308,000 

14年以上15年未満 308,000 

15年以上16年未満 308,000 

16年以上17年未満 304,700 

17年以上18年未満 301,400 

18年以上19年未満 298,100 

19年以上20年未満 294,800 

20年以上21年未満 291,500 

21年以上22年未満 277,700 

22年以上23年未満 263,700 

23年以上24年未満 250,200 

24年以上25年未満 236,300 

25年以上26年未満 222,600 

26年以上27年未満 205,000 

27年以上28年未満 187,900 

28年以上29年未満 170,600 

29年以上30年未満 153,000 

30年以上31年未満 135,000 

31年以上32年未満 116,700 

32年以上33年未満 98,800 

33年以上34年未満 72,800 

34年以上35年未満 48,500 
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 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、平成 

２８年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２９年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定（亀岡市立病院職員の給与に

関する規程（以下「給与規程」という。）附

則第７項の改正規定を除く。次項において同

じ。）による改正後の給与規程（次項におい

て「第１条改正後給与規程」という。）の規

定は、平成２８年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 第１条改正後給与規程の規定を適用する場

合においては、第１条の規定による改正前の

給与規程の規定に基づいて支給された給与は、

第１条改正後給与規程の規定による給与の内

払とみなす。 

 

「掲示済」 
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